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条 例

新潟市一般と畜場の構造設備の基準に関する条例をこ

こに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１号

新潟市一般と畜場の構造設備の基準に関する条

例

（趣 旨）

第１条 この条例は，と
'

畜場法施行令（昭和２８年政令第

２１６号。以下「政令」という。）第１条第１１号の規定に

基づき一般と畜場の構造設備の基準を定めるものとす

る。

（構造設備の基準）

第２条 政令第１条第１１号の規定に基づき定める構造設

備の基準は，次のとおりとする。
とく

! １日に牛馬５頭以上及び豚５頭以上又は豚，犢（生

後１年未満の牛をいう。），めん羊及び山羊５０頭以上

をと殺すると畜場にあっては，大動物と室及び小動

物と室に区分すること。

" と畜場の周囲には，塀を設け，外部から見通すこ

とができないようにすること。

# 検査員事務室があること。

$ 更衣室及び浴室があること。

% と畜場の規模に応じ，熱湯を豊富に供給できる設

備があること。

& 獣畜及び枝肉を運搬する用具を洗浄する次の構造

設備があること。

ア 排水良好なコンクリート張りの床

イ 飲用に適する洗浄用の水を豊富に供給できる設

備

２ 前項の基準については，土地の状況その他特別な事

情により市長が必要と認めるときは，これによらない

ことができる。

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例を

ここに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２号

新潟市旅館業の施設の構造設備の基準に関する

条例

（趣 旨）

第１条 この条例は，旅館業法施行令（昭和３２年政令第

１５２号。以下「政令」という。）に基づき，旅館業の施

設の構造設備の基準を定めるものとする。

（ホテル営業及び旅館営業の基準）

第２条 政令第１条第１項第１１号及び第２項第１０号の規

定による構造設備の基準は，次の各号に掲げるとおり

とする。

! 玄関帳場は，次の要件を満たすものであること。

ア 客の出入りを容易に見通すことができる場所に

設けられていること。

イ 受付台は，宿泊手続等をとるのに十分な広さを

有し，客との面接に適した構造であること。

ウ 玄関帳場の内側にあって，受付台から適当な距

離を隔てて客室のかぎ等を保管する設備を設ける

こと。

" 客を応接し，又は客が自由に出入りできるロビー

又はこれに代わるべき場所を有すること。

# 客室は，次の要件を満たすものであること。

ア 自然光線を十分に採り入れることができる窓を

設けること。

イ 和式の構造設備による客室（以下「和室」とい

う）と他の和室，廊下等とは壁，ふすま，板戸そ

の他これらに類するものを用いて区画すること。

ウ 和室と他の和室とを区画するふすま，板戸その

他これらに類するものは，かぎをかけることがで

きるものであること。

$ 浴室又はシャワー室（以下「浴室等」という。）及

び脱衣室は，次の要件を満たすものであること。

ア 浴室等及び脱衣室は，壁等で区画され，外部か

ら見通すことができない構造であること。

イ 浴室等の床は，不浸透性の材料で造られるとと

もに，汚水を停滞させることなく排出することが

できる構造であること。

ウ 浴室内には，上り湯の設備を設けること。

エ 共同用の浴室等及びこれに付設する脱衣室は，

収容定員に応じた適当な広さを有すること。

オ 熱気室，蒸し室等は，次の要件を満たすもので

あること。

( 適当な位置に換気口を設けること。

) 入浴者の見やすい位置に利用の基準となる温

度及び湿度を表示し，内部の入浴者の見やすい

位置に温度計及び湿度計を備えること。

* 適当な位置に室内を容易に見通すことができ

る窓を設けること。

+ 入浴者の見やすい位置に禁忌症その他入浴者
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収 容 定 員
便 器 数

大 便 器 小 便 器

１０人以下 ２個 １個

１１人以上２０人以下 ３個 ２個

２１人以上３０人以下 ４個 ３個

３１人以上４０人以下 ５個 ４個

４１人以上５０人以下 ６個 ５個

５１人以上６０人以下 ７個 ６個

６１人以上８４人以下 ８個 ７個

８５人以上
大便器８個及び小便器７個に，８４
人を超える１５人までごとに大便器
又は小便器１個を加算した数

が注意すべき事項を表示すること。

% 温泉を利用する共同用の浴室には，女性専用のも

のがあること。

& 共同用の洗面設備には，収容定員に応じた適当な

数の給水栓を設けること。

' 便所は，次の要件を満たすものであること。

ア 流水式手洗い設備を設けること。

イ 共同用の便所には，次の表の左欄に掲げる収容

定員（便所を付設する客室の収容定員を除く。）の

区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる数の便

器を備え付けること。

ウ 旅館営業の施設に設ける共同用の便所には，男

子用及び女子用の区別があること。

( 食堂は，宿泊者の需要を満たすことができる適当

な広さを有すること。

) 収容定員以上の数の寝具を備えること。

* 寝具を収納する押し入れ又はこれに代わるべき保

管室を設けること。

（簡易宿所営業の基準）

第３条 政令第１条第３項第７号の規定による構造設備

の基準は，次の各号に掲げるとおりとする。

! 前条第１号，第３号から第６号まで，第７号ア及

びイ並びに第８号から第１０号までに定める基準に適

合すること。

" 共同用の便所には，男子用及び女子用の区別があ

ること。

# 階層式寝台は２層までとし，その幅は０．９メートル

以上，長さは１．８５メートル以上であること。

$ 階層式寝台を２台以上設ける場合は，階層式寝台

相互の間隔は１メートル以上であること。

% 客室の床面積は，４．８平方メートル以上であるこ

と。

（下宿営業の基準）

第４条 政令第１条第４項第５号の規定による構造設備

の基準は，次の各号に掲げるとおりとする。

! 第２条第３号から第６号まで，第７号ア及びイ並

びに第８号から第１０号までに定める基準に適合する

こと。

" 共同用の便所には，男子用及び女子用の区別があ

ること。

# 客室の数は，３室以上であること。

$ 客室の床面積は，７平方メートル以上であるこ

と。

（季節的に利用される施設等の営業の基準）

第５条 第２条及び第３条の規定にかかわらず，旅館業

法施行規則（昭和２３年厚生省令第２８号。）第５条第１項

各号に掲げる施設に係る政令第１条第１項第１１号，第

２項第１０条及び第３項第７号の規定による構造設備の

基準は，次の各号に掲げるとおりとする。

! 第２条第２号から第６号まで，第７号ア及び第８

号から第１０号まで並びに第３条第３号及び第４号に

定める基準に適合すること。

" 共同用の便所には，収容定員（便所を付設する客

室の収容定員を除く。）１０人までごとに，大便器及び

小便器各１個を備え付けること。

# 客室の数は，２室以上であること。

$ 客室の床面積は，６．６平方メートル以上であるこ

と。

（基準の緩和等）

第６条 施設の構造設備が第２条から第４条まで及び前

条第１号に定める基準により難い場合で，公衆衛生上

支障ないと市長が認めるときには，これらの基準を緩

和し，又は適用しないことができる。

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

都市計画法施行令第３１条ただし書の規定に基づき開発

行為につき定める面積等に関する条例をここに公布す

る。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第３号

都市計画法施行令第３１条ただし書の規定に基づ

き開発行為につき定める面積等に関する条例

（趣 旨）

第１条 この条例は，都市計画法施行令（昭和４４年政令

第１５８号。以下「政令」という。）第３１条ただし書の規

定に基づき，開発行為につき，区域，目的又は種別及

び面積（以下「面積等」という。）を定めるものとする。

（面積等）

第２条 政令第３１条ただし書の規定に基づき定める面積
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区 域 開発行為の目的又は種別 面 積

新潟市全域
産業の振興，居住環境の改善その他都市機
能の維持又は増進に著しく寄与するもの

５ヘクタール

等は，次のとおりとする。

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市身体障害者デイサービスセンター条例をここに

公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第４号

新潟市身体障害者デイサービスセンター条例

（設 置）

第１条 身体障害者の自立の促進，生活の質の向上等を

図るため，新潟市身体障害者デイサービスセンター（以

下「センター」という。）を新潟市八千代１丁目３番１

号に設置する。

（事業の内容）

第２条 センターは，前条の目的を達成するために，次

の各号に掲げる事業を行うものとする。

! 入浴

" 食事の提供

# 創作的活動

$ 機能訓練

% 介護方法の指導

& 社会適応訓練

' 更生相談

( レクリエーション

) 送迎

* その他市長が必要と認める事業

（利用対象者）

第３条 センターを利用することができる者は，身体障

害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号。以下「法」という。）

第１７条の５第２項の規定により居宅生活支援費の支給

の決定を受けた者とする。

（利用の制限）

第４条 市長は，次の各号の一に該当する場合は，セン

ターの利用を制限することができる。

! センターを利用しようとする者又は利用している

者（次号において「利用者等」という。）が疾病又は

負傷のため，病院での入院治療が必要と認められる

場合

" 利用者等が感染症（感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４

号）第６条第１項に規定する感染症をいう。以下同

じ。）にかかり，感染症がまん延するおそれがあると

認められる場合

# 前２号に掲げる場合のほか，センターの管理運営

上支障があると認められる場合

（管理の委託）

第５条 市長は，センターの設置の目的を効果的に達成

するため，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条

の２第３項の規定に基づき，財団法人新潟市福祉公社

（以下「管理受託者」という。）に管理を委託する。

（利用料金）

第６条 センターを利用する者は，その利用に係る料金

（以下「利用料金」という。）を管理受託者に支払わな

ければならない。

２ 利用料金は，地方自治法第２４４条の２第４項の規定に

より管理受託者の収入とする。

３ 利用料金の額は，法第１７条の４第２項第２号の規定

により別に市長が定める基準により算定した額とす

る。

（委 任）

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定

める。

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市立明生園条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第５号

新潟市立明生園条例の一部を改正する条例

新潟市立明生園条例（昭和５９年新潟市条例第３号）の

一部を次のように改正する。

第２条を次のように改める。

（入園及び短期入所）

第２条 明生園に入園できる者は，次に掲げる者とす

る。

! 法第１５条の１２第２項の規定により施設訓練等支援

費の支給の決定を受けた者

" 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部

を改正する等の法律（平成１２年法律第１１１号。以下

「社会福祉事業法等改正法」という。）附則第１８条第

１項の規定により施設支給決定知的障害者とみなさ

れた者

# 法第１６条第１項第２号の規定により措置された者

２ 明生園で実施する短期入所事業（法第４条第９項に

規定する知的障害者短期入所事業及び児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号。以下「児福法」という。）第６条

の２第９項に規定する児童短期入所事業をいう。以下

同じ。）を利用できる者は，次に掲げる者とする。
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! 法第１５条の６第２項又は児福法第２１条の１１第２項

の規定により居宅生活支援費の支給の決定を受けた

者

" 法第１５条の３２第１項又は児福法第２１条の２５第１項

の措置に係る者

第３条の見出し中「入園」を「利用」に改め，同条中

「に入園させない」を「を利用させない」に，「に入園し

よう」を「を利用しよう」に改める。

第４条第１号中「日曜日」の次に「及び土曜日」を加

える。

第５条の見出しを「（指導等）」に改め，同条中「入園

者」を「利用者（明生園に入園し，又はその短期入所事

業を利用している者をいう。以下同じ。）」に改める。

第７条を第８条とし，第６条を第７条とし，第５条の

次に次の１条を加える。

（費用の徴収）

第６条 市長は，利用者又はその扶養義務者から次に掲

げる費用を徴収する。

! 入園に係る費用 法第１５条の１１第２項第２号又は

社会福祉事業法等改正法附則第１８条第２項第２号の

規定により，別に市長が定める基準により算定した

額

" 短期入所事業の利用に係る費用 法第１５条の５第

２項第２号又は児福法第２１条の１０第２項第２号の規

定により，別に市長が定める基準により算定した額

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市知的障害者デイサービスセンター条例の一部を

改正する条例をここに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第６号

新潟市知的障害者デイサービスセンター条例の

一部を改正する条例

新潟市知的障害者デイサービスセンター条例（平成８

年新潟市条例第１号）の一部を次のように改正する。

第１条中「昭和３５年法律第３７号」の次に「。以下「法」

という。」を加える。

第２条中「，前条の目的を達成するために」を削る。

第３条を次のように改める。

（利用対象者）

第３条 センターを利用することができる者は，法第１５

条の６第２項の規定により居宅生活支援費の支給の決

定を受けた者とする。

第７条を第８条とし，第６条を第７条とし，第５条の

次に次の１条を加える。

（費用の徴収）

第６条 市長は，利用者又はその扶養義務者から，知的

障害者デイサービスに要した費用として，法第１５条の

５第２項第２号の規定により別に市長が定める基準に

より算定した額を徴収する。

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市ホームヘルパー派遣手数料条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第７号

新潟市ホームヘルパー派遣手数料条例の一部を

改正する条例

新潟市ホームヘルパー派遣手数料条例（昭和５８年新潟

市条例第５号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第１号から第３号までを次のように改め

る。

! 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「児福法」

という。）第２１条の２５第１項に係る措置を採るため，

市が児童の家庭に派遣する者

" 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号。以下

「身障法」という。）第１８条第１項に係る措置を採る

ため，市が身体障害者の家庭に派遣する者

# 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号。以下「知

障法」という。）第１５条の３２第１項に係る措置を採る

ため，市が知的障害者の家庭に派遣する者

第３条各号列記以外の部分を次のように改める。

市長は，前条第１項第１号から第３号までに規定す

る者を派遣した場合は当該派遣を受けた児童，身体障

害者，知的障害者又はその扶養義務者から，前条第１

項第４号又は第５号に規定する者を派遣した場合は派

遣世帯の生計中心者から派遣手数料を徴収する。ただ

し，前条第１項第４号又は第５号に規定する者を派遣

した場合において，生計中心者が次の各号のいずれか

に該当するときは，この限りでない。

第４条第１項を次のように改める。

派遣手数料の額は，次のとおりとする。

! 第２条第１項第１号から第３号までに規定する者

の派遣手数料の額 児福法第２１条の１０第２項第２

号，身障法第１７条の４第２項第２号及び知障法第１５

条の５第２項第２号の規定により別に市長が定める

基準により算定した額

" 第２条第１項第４号及び第５号に規定する者の派

遣手数料の額 国が定めるホームヘルプサービス事

業費用負担基準の範囲内において規則で定める額

附 則

（施行期日）
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「
１４６，０００円
１２５，０００円

８０，０００円
５６，０００円

」

を

「
１４３，０００円
１２３，０００円

７８，０００円
５５，０００円

」

に，

「
６０，０００円
５０，０００円

１８６，０００円
６０，０００円
５９，０００円
４４，０００円
８０，０００円
４８，０００円

」

を

「
５９，０００円
４９，０００円

１８２，０００円
６５，０００円
５８，０００円
４３，０００円
７９，０００円
４７，０００円

」

に

１ この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第３条及び第４条第１項の規定は，平成１５

年４月分の派遣手数料から適用し，同年３月分までの

派遣手数料については，なお従前の例による。

新潟市事務分掌条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第８号

新潟市事務分掌条例の一部を改正する条例

新潟市事務分掌条例（平成４年新潟市条例第１号）の

一部を次のように改正する。

第１条第１項第２号中イをウとし，アの次に次のよう

に加える。

イ 広域合併及び政令指定都市に関する事項

第１条第２項企画財政局の項を次のように改める。

企画財政局

企画部

広域合併推進部

財政部

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市特別会計条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第９号

新潟市特別会計条例の一部を改正する条例

新潟市特別会計条例（昭和３９年新潟市条例第１号）の

一部を次のように改正する。

第１条に次の１号を加える。

! ガス事業清算事業

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１０号

新潟市特別職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例

新潟市特別職の職員の給与に関する条例（昭和３２年新

潟市条例第６６号）の一部を次のように改正する。

第２条第１号中「１，２２０，０００円」を「１，１８３，０００円」に改

め，同条第２号中「９８５，０００円」を「９５５，０００円」に改め，

同条第３号中「８５０，０００円」を「８２５，０００円」に改める。

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例をここに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１１号

新潟市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例

新潟市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

（昭和３１年新潟市条例第３８号）の一部を次のように改正

する。

第２条中「８１５，０００円」を「７９１，０００円」に，「７３５，０００円」

を「７１３，０００円」に，「６８５，０００円」を「６６４，０００円」に改め

る。

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例をここに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１２号

新潟市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例

新潟市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３６年新潟市条例第４号）の一部を次のように改正

する。

別表第１中

改める。
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附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市教育長の給与，勤務時間等に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１３号

新潟市教育長の給与，勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例

新潟市教育長の給与，勤務時間等に関する条例（昭和

２７年新潟市条例第４９号）の一部を次のように改正する。

第３条中「８３６，０００円」を「８１１，０００円」に改める。

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市水道ガス事業管理者の給与に関する条例の一部

をここに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１４号

新潟市水道ガス事業管理者の給与に関する条例

の一部を改正する条例

新潟市水道ガス事業管理者の給与に関する条例（昭和

４１年新潟市条例第６４号）の一部を次のように改正する。

第３条中「８３６，０００円」を「８１１，０００円」に改める。

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市常勤の監査委員の給与に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１５号

新潟市常勤の監査委員の給与に関する条例の一

部を改正する条例

新潟市常勤の監査委員の給与に関する条例（昭和３５年

新潟市条例第２５号）の一部を次のように改正する。

第３条中「８１５，０００円」を「７９１，０００円」に改める。

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市旅費条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１６号

新潟市旅費条例の一部を改正する条例

新潟市旅費条例（昭和３２年新潟市条例第４７号）の一部

を次のように改正する。

第５条第５項中「旅行中の日数」を「路程」に，「，路

程に応じ」を「若しくは」に改め，同条第７項中「定額」

の次に「又はその実費額」を加える。

第１２条第１項各号を次のように改める。

! その乗車に要する運賃

" 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行

の場合には，前号に規定する運賃のほか，急行料金

# 市長，助役，収入役，水道事業管理者，常勤の監

査委員及び固定資産評価員（以下「市長等」と総称

する。）が特別車両料金を徴する客車を運行する線路

による旅行をする場合には，第１号に規定する運賃

及び前号に規定する急行料金のほか，特別車両料金

$ 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による

旅行の場合には，第１号に規定する運賃，第２号に

規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金

のほか，座席指定料金

第１２条第２項中「前項第４号」を「前項第２号」に改

め，同条第３項中「第１項第６号」を「第１項第４号」

に改め，同条に次の２項を加える。

４ 第１項各号に規定する運賃及び料金は，その乗車に

要する乗車券を支給してこれに代えることができる。

５ 第１項第３号に規定する特別車両料金は，現に利用

しない場合は支給しない。

第１３条に次の１項を加える。

３ 第１項第５号に規定する特別船室料金は，現に利用

しない場合は支給しない。

第１７条第１項に次のただし書を加える。

ただし，規則で定める場合には，その実費額による。

第２８条の次に次の１条を加える。

（その他）

第２９条 この条例に定めるもののほか，旅費の支給に関

し必要な事項は規則に定める。

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１７号

新潟市手数料条例の一部を改正する条例

第１条 新潟市手数料条例（平成１２年新潟市条例第１２

号）の一部を次のように改正する。

別表"中７４の項を７５の項とし，４１の項から７３の項まで
を１項ずつ繰り下げ，４０の項の次に次のように加える。
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４１ 建築物における衛生的環境の確保に関

する法律（昭和４５年法律第２０号）に基

づく事業の登録手数料

! 建築物清掃業

" 建築物空気環境測定業

# 建築物空気調和用ダクト清掃業

$ 建築物飲料水水質検査業

% 建築物飲料水貯水槽清掃業

& 建築物排水管清掃業

' 建築物ねずみ昆虫等防除業

( 建築物環境衛生総合管理業

) 建築物環境衛生一般管理業

１件につき ３５，０００円

１件につき ３５，０００円

１件につき ３５，０００円

１件につき ３５，０００円

１件につき ３，５０００円

１件につき ３５，０００円

１件につき ３５，０００円

１件につき ４７，０００円

１件につき ４５，０００円

６ 住民基本台帳カード交付手数料 １件につき ５００円

区 分

施設等使用料の額（円）

１ 日 午 前 午 後

午前９時３０分から
午後６時まで

午前９時３０分から
正午まで

午後１時から午後
６時まで

展 示 室 １ ３０，０００ １０，０００ ２０，０００

展 示 室 ２ ２４，０００ ８，０００ １６，０００

展 示 室 ３ ２５，０００ ８，３００ １６，７００

市民ギャラリー ８，０００ ２，７００ ５，３００

実 習 室 ９，０００ ３，０００ ６，０００

講 堂 １１，０００ ３，７００ ７，３００

設 備 実費を勘案して別に市長が定める額

第２条 新潟市手数料条例の一部を次のように改正す

る。

別表"５７の項中「鳥獣飼養許可証」を「鳥獣飼養登
録票」に改める。

第３条 新潟市手数料条例の一部を次のように改正す

る。

別表"中７５の項を７６の項とし，６の項から７４の項ま
でを１項ずつ繰り下げ，５の項の次に次のように加え

る。

附 則

この条例中第１条の規定は平成１５年４月１日から，第

２条の規定は同月１６日から，第３条の規定は同年８月２５

日から施行する。

新潟市美術館条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１８号

新潟市美術館条例の一部を改正する条例

新潟市美術館条例（昭和６０年新潟市条例第４号）の一

部を次のように改正する。

別表第３（備考以外の部分に限る。）を次のように改め

る。

別表第３（第６条関係）

施設等使用料表

別表第３中備考２を削り，備考３を備考２とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の新潟市美術館条例の規定は，この条例の施

行の日以後に利用の許可を受けるものについて適用

し，同日前に利用の許可を受けているものについて

は，なお従前の例による。

新潟市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１９号

新潟市国民健康保険条例の一部を改正する条例

新潟市国民健康保険条例（昭和３４年新潟市条例第５

号）の一部を次のように改正する。

目次中「第２２条」を「第２１条の２」に，「（第２３条・第２

４条）」を「（第２２条）」に，「（第２５条～第２８条）」を「（第

２３条～第２６条）」に改める。

第５条第１号中「第６号」を「第４号」に改め，同条

第５号及び第６号を削る。

第９条の２中「第２９条の５第１項」を「第２９条の７第

１項」に改める。

第１０条第１項中「（総所得金額中に給与所得が含まれて

いる場合においては，当該給与所得については，所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第２項の規定によつて

計算した金額から当該給与所得に係る収入金額の１００分

の５の金額（その額が２０，０００円を超えるときは２０，０００

円）を控除した金額によるものとする。）」を削り，「地方

税法第３１４条の２第２項」を「同条第２項」に改め，同条

第２項を削り，同条第３項中「第１項」を「前項」に改

め，同項を同条第２項とする。

第１２条の９及び第１７条第６項中「７０，０００円」を「８０，０００

円」に改める。

第２１条の２中「（当該納付義務者及びその世帯に属する

被保険者のすべてが同法第３１７条の２第１項に規定する

給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所
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得を有しなかつた者である場合には，同法第３１７条の６第

１項又は第３項の給与支払報告書又は公的年金等支払報

告書）が市長に提出されている」を「が市長に提出され

ている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被

保険者が同項ただし書（同法附則第３５条の２の４第２項

の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定

する者（同法第３１７条の２第１項ただし書の条例で定める

者を除く。）である」に改める。

第２２条及び第２３条を削り，第２４条を第２２条とし，第２５条

から第２８条までを２条ずつ繰り上げる。

附則第４項中「第１０条及び」を削り，「第１０条第１項中

「第３１４条の２第１項に規定する総所得金額（」とあるの

は「第３１４条の２第１項に規定する総所得金額（総所得金

額中に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第３５条第３項に

規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合にお

いては，当該年金等に係る所得については，同条第２項

第１号の規定によつて計算した金額から１７万円を控除し

た金額によるものとし，」と，「所得税法（昭和４０年法律

第３３号）」とあるのは「同法」と，「第１７条第１項第１号」

を「同条第１項第１号」に改める。

附則第６項中「，第１６条第１項」を削り，「第１０条第２

項及び第３項」を「第１０条第１項中「同条第２項」とあ

るのは「同法第３１４条の２第２項」と，同条第２項」に改

める。

附則第８項中「世帯主及び」を「世帯主又は」に改め，

「，第１６条第１項」を削り，「これらの規定中「及び」を

「第１０条第１項中「」に，「及び山林所得金額並びに地方

税法」を「山林所得金額並びに同法」に，「金額」と，第

１０条第３項」を「金額から同項の規定により適用される

長期譲渡所得の特別控除額を控除した金額に相当する金

額」と，「同条第２項」とあるのは「同法第３１４条の２第

２項」と，同条第２項」に，「又は地方税法」を「又は同

法」に，「金額とする」を「金額から同項の規定により適

用される長期譲渡所得の特別控除額を控除した金額に相

当する金額」と，第１７条第１項第１号中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附

則第３４条第１項に規定する長期譲渡所得の金額」と，「地

方税法第３１４条の２第２項」とあるのは「同法第３１４条の

２第２項」とする」に改める。

附則第９項中「及び」を「又は」に，「地方税法附則第

３４条第１項に規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは

「地方税法附則第３５条第１項に規定する短期譲渡所得

の」を「附則第３４条第１項」とあるのは「附則第３５条第

１項」と，「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡

所得の金額」と，「長期譲渡所得の特別控除額」とあるの

は「短期譲渡所得の金額から控除する」に改める。

附則第１０項中「第１０条，第１６条第１項」を「第１０条」に，

「，第１６条第１項及び第１７条第１項第１号中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税

法」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに同法」に，「第１０条第１項，第１７条第１項第１号及

び同項第２号中「地方税法第３１４条の２第２項」を「「同

条第２項」に，「第１０条第２項及び第３項」を「同条第２

項」に，「する。」を「，「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに同項に規定する株式等に係る

譲渡所得等の金額」と，「地方税法第３１４条の２第２項」

とあるのは「同法第３１４条の２第２項」とする。」に改め

る。

附則第１２項及び附則第１３項を削り，附則第１１項中「第

１０条第２項及び第３項」を「第１０条第１項中「同条第２

項」とあるのは「同法第３１４条の２第２項」と，同条第２

項」に改め，同項を附則第１２項とし，附則第１０項の次に

次の１項を加える。

１１ 地方税法附則第３５条の２の６第７項において準用す

る同条第１項の規定の適用がある場合における前項の

規定の適用については，同項中「株式等に係る譲渡所

得等の金額」とあるのは，「株式等に係る譲渡所得等の

金額（同法附則第３５条の２の６第７項において準用す

る同条第１項の規定の適用がある場合には，その適用

後の金額）」とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例中目次，第５条，第１２条の９及び第１７条の

改正規定並びに第２２条及び第２３条を削り，第２４条を第

２２条とし，第２５条から第２８条までを２条ずつ繰り上げ

る改正規定は平成１５年４月１日から，その他の改正規

定は公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第５条の規定は，平成１５年４月１日以後に

行う療養の給付に係る一部負担金について適用し，同

日前に行った療養の給付に係る一部負担金について

は，なお従前の例による。

３ 改正後の第９条の２，第１０条，第１２条の９及び第１７条

並びに附則第４項，第６項から第１１項まで及び第１２項

の規定は，平成１５年度分の保険料から適用し，平成１４

年度分までの保険料については，なお従前の例によ

る。

新潟市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２０号

新潟市介護保険条例の一部を改正する条例

新潟市介護保険条例（平成１２年新潟市条例第２０号）の

一部を次のように改正する。
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段 階 第１号被保険者 保険料

第１段階
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１
２号。以下「令」という。）第３９条第１
項第１号に掲げる者

１８，３００円

第２段階 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３１，９００円

第３段階 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４５，６００円

第４段階 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５９，２００円

第５段階 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６３，８００円

第６段階 令第３９条第１項第６号に掲げる者 ７７，４００円

第３条の表を次のように改める。

第３条に次の１項を加える。

２ 令第３９条第１項第４号イの市が定める額は２，０００，０００

円とし，同項第５号イの市が定める額は２，５００，０００円と

する。

第５条第３項中「第３８条第１項第１号イ」を「第３９条

第１項第１号イ」に，「又は第４号ロ」を「，第４号ロ又

は第５号ロ」に，「第３８条第１項第１号」を「第３９条第１

項第１号」に，「又は第４号」を「，第４号又は第５号」

に改める。

第６条第１項中「合計所得金額」の次に「（以下「合計

所得金額等」という。）」を加え，「保険料の額を当該年度

の当該保険料に係る納期の数で除して得た」を「合計所

得金額等を第３条に定める保険料の段階に適用した場合

に定まる保険料の額の１２分の１の」に改める。

第１２条第１項に次の１号を加える。

# その他規則に定める要件を満たすこと。

第１２条第２項中「７日」の次に「（前項第６号の規定に

より保険料の減免を受けようとする者が４月から７月ま

での間に申請する時は，７月末日）」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の新潟市介護保険条例の規定は，平成１５年度

分の保険料から適用し，平成１４年度分までの保険料に

ついては，なお従前の例による。

新潟市老人憩の家条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２１号

新潟市老人憩の家条例の一部を改正する条例

新潟市老人憩の家条例（昭和４０年新潟市条例第２７号）

の一部を次のように改正する。

第９条第１項第２号及び第３号を次のように改める。

! 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する国民の祝日（その日が月曜日に当たると

きは，その翌日）

" １月２日及び３日，５月４日，８月８日，９日及

び１３日並びに１２月２９日から３１日まで

第９条第２項を削る。

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市健康増進法に基づく指導及び助言を行うための

届出及び報告の徴収に関する条例を次のように制定する

ものとする。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２２号

新潟市健康増進法に基づく指導及び助言を行う

ための届出及び報告の徴収に関する条例

新潟市栄養改善法に基づく指導を行うための報告の徴

収に関する条例（平成１２年新潟市条例第１１号）の全部を

改正する。

（趣 旨）

第１条 この条例は，健康増進法（平成１４年法律第１０３

号）第１８条第１項第２号に規定する指導及び助言を行

うため，必要な事項を定めるものとする。

（届 出）

第２条 特定かつ多数の者に対して，通例として，継続

的に１回２０食以上又は１日５０食以上の食事を供給する

施設（健康増進法第２０条第１項に規定する特定給食施

設を除く。）を設置した者は，その事業の開始の日から

１月以内に，市長に規則で定める事項を届け出なけれ

ばならない。

２ 前項の規定による届出をした者は，同項の規則で定

める事項に変更を生じたときは，変更の日から１月以

内に，その旨を市長に届け出なければならない。その

事業を休止し，又は廃止したときも，同様とする。

（報告の徴収）

第３条 市長は，栄養管理の実施について指導及び助言

を行うため必要があると認めるときは，前条第１項に

規定する施設の設置者又は管理者に対し，その業務に

関し報告をさせることができる。

２ 前項の報告に関し必要な事項は，規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成１５年５月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際，現に改正後の第２条第１項に

定める事項について市長に届け出ている者は，同項の

規定による届出をした者とみなす。
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新潟市濁川運動広場

! 庭球場

" 野球場

新潟市濁川３９４７番地１

新潟市濁川運動広場

多目的運動広場

新潟市濁川３９４７番地１

利 用 者

使用料の額（１面１時間につき）（円）

照明設備を利用しな
い場合

照明設備を利用する
場合

学校及び学校をもつ
て構成する団体

４００ ７５０

競技団体並びに大学
及び大学をもつて構
成する団体

５６０ ９１０

前２項の者以外の者 ８００ １，１５０

利 用 者

使用料の額（３０分につき）（円）

照明設備を利用しな
い場合

照明設備を利用する
場合

学校及び学校をもつ
て構成する団体

４５０ ２，２００

競技団体並びに大学
及び大学をもつて構
成する団体

６３０ ２，３８０

前２項の者以外の者 ９００ ２，６５０

新潟市工業振興条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２３号

新潟市工業振興条例の一部を改正する条例

新潟市工業振興条例（昭和５９年新潟市条例第４１号）の

一部を次のように改正する。

第２条第１号中「製造業（」を「製造業又は新聞業若

しくは出版業（」に，「昭和５９年行政管理庁告示第２号）

に掲げる大分類 Fの製造業」を「平成１４年総務省告示第

１３９号）に掲げるもの」に，「製造業を」を「これらを」

に改め，同条第２号中「製造業」の次に「又は新聞業若

しくは出版業」を加える。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

新潟市屋外広告物条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２４号

新潟市屋外広告物条例の一部を改正する条例

新潟市屋外広告物条例（平成７年新潟市条例第５９号）

の一部を次のように改正する。

第２４条第１項第３号中「第６２条第１項」を「第４４条第

１項」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

新潟市体育施設条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２５号

新潟市体育施設条例の一部を改正する条例

新潟市体育施設条例（昭和３９年新潟市条例第３３号）の

一部を次のように改正する。

第２１条第１項中「，新潟市黒埼地区総合体育館，新潟

市黒埼地区野球場，新潟市山田高架下ゲートボール場」

を削る。

別表第１ １に次のように加える。

別表第１ ２に次のように加える。

別表第２ １２の次に次のように加える。

１３ 新潟市濁川運動広場

! 庭 球 場

専用利用及び個人利用

" 野 球 場

専用利用

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市地域下水道条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２６号

新潟市地域下水道条例の一部を改正する条例

新潟市地域下水道条例（昭和５８年新潟市条例第７号）

の一部を次のように改正する。

第３条の表新潟市流通センター地域下水道の項を削

り，同表新潟市江口地域下水道の項中「本所の一部」の

次に「，本所２丁目，本所３丁目の一部」を加える。

附 則

この条例中第３条の表新潟市流通センター地域下水道

の項を削る改正規定は平成１５年３月３１日から，同表新潟

市江口地域下水道の項の改正規定は同年１０月２０日から施

行する。

平成１５年４月１５日 第７２２号 13新 潟 市 公 報



新潟市道路占用料条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２７号

新潟市道路占用料条例の一部を改正する条例

新潟市道路占用料条例（昭和４７年新潟市条例第５号）

の一部を次のように改正する。

第２条を次のように改める。

（占用料の額）

第２条 占用料の額は，占用の期間（道路法施行令（昭

和２７年政令第４７９号。以下「政令」という。）第１９条の２

第１項に規定する占用の期間をいう。以下同じ。）に応

じ，別表に定めるところにより算出した額（政令第７

条第８号及び第９号に掲げる施設にあつては，同表占

用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれ

る当該施設において行われる営業により通常得られる

売上収入額に応じて道路法施行規則（昭和２７年建設省

令第２５号）第４条の５の２の規定により算定した額を

勘案して占用面積１平方メートルにつき１年当たりの

妥当な占用の対価として算出した額）とする。この場

合において，その額が１００円に満たない場合にあつて

は，これを１００円とする。

第６条第１号中「道路法施行令（昭和２７年政令第４７９

号。以下「政令」という。）」を「政令」に改め，同条中

第１０号を第１１号とし，第３号から第９号までを１号ずつ

繰り下げ，同条第２号中「及び新幹線鉄道保有機構が建

設し，保有し，又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施

設」を削り，同号を同条第３号とし，同条第１号の次に

次の１号を加える。

" 日本郵政公社が日本郵政公社法（平成１４年法律第

９７号）第１９条第１項に規定する業務の用に供するた

めの占用

別表法第３２条第１項第１号に掲げる工作物の項中「郵

便差出箱」の次に「及び信書便差出箱」を加え，同表政

令第７条第８号に掲げる休憩所，給油所及び自動車修理

所の項中「に掲げる休憩所，給油所及び自動車修理所」

を「及び第９号に掲げる施設」に改め，同表備考中第１

項を削り，第２項を第１項とし，第３項から第５項まで

を１項ずつ繰り上げ，同表備考第６項中「土地」の次に

「（政令第７条第８号及び第９号に掲げる施設について

近傍に類似の土地が存しない場合には，立地条件，収益

性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地）」を加え，

同項を同表備考第５項とし，同表備考中第７項を第６項

とし，第８項を第７項とする。

附 則

この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ

当該各号に定める日から施行する。

! 第６条の改正規定（同条第１号の改正規定及び同

条第２号の改正規定中「及び新幹線鉄道保有機構が

建設し，保有し，又は大規模な災害復旧工事を行う

鉄道施設」を削る部分を除く。）及び別表法第３２条第

１項第１号に掲げる工作物の項の改正規定 平成１５

年４月１日

" 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日

新潟市地区事務所設置条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２８号

新潟市地区事務所設置条例の一部を改正する条

例

新潟市地区事務所設置条例（昭和３９年新潟市条例第７２

号）の一部を次のように改正する。

第２項の表新潟市東地区事務所の項中「大形本町１丁

目から４丁目まで」を「大形本町１丁目から６丁目まで」

に改め，「本所」の次に「，本所１丁目から３丁目まで」

を，「中興野」の次に「，柳ケ丘」を加える。

附 則

この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ

当該各号に定める日から施行する。

! 第２項の表新潟市東地区事務所の項の改正規定中

「本所」の次に「本所１丁目から３丁目まで」を，

「中興野」の次に「，柳ケ丘」を加える部分 平成

１５年１０月２０日

" 第２項の表新潟市東地区事務所の項の改正規定中

「大形本町１丁目から４丁目まで」を「大形本町１

丁目から６丁目まで」に改める部分 平成１５年１１月

１７日

新潟市農業委員会の部会の定数条例の一部を改正する

条例をここに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２９号

新潟市農業委員会の部会の定数条例の一部を改

正する条例

新潟市農業委員会の部会の定数条例（昭和３２年新潟市

条例第８１号）の一部を次のように改正する。

１農地部会法第１２条第１号の委員の互選した者の項中

「２人」を「１人」に改め，２農業振興部会の項中「３

人」を「２人」に改め，３農政部会法第１２条第１号の委

員の互選した者の項中「２人」を「１人」に改める。

附 則
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この条例は，公布の日から施行する。

新潟市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第３０号

新潟市議会委員会条例の一部を改正する条例

新潟市議会委員会条例（昭和４３年新潟市条例第２５号）

の一部を次のように改正する。

第２条総務常任委員会の項中「，計画推進課」を削る。

附 則

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。

規 則

新潟市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に

関する規則をここに公布する。

平成１５年３月７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第６号

新潟市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の

支給に関する規則

（趣 旨）

第１条 この規則は，身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号。以下「身障法」という。）に規定する居宅生

活支援費及び施設訓練等支援費，知的障害者福祉法（昭

和３５年法律第３７号。以下「知障法」という。）に規定す

る居宅生活支援費及び施設訓練等支援費並びに児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「児福法」という。）

に規定する居宅生活支援費の支給に関して必要な事項

を定めるものとする。

（支援費の支給の申請）

第２条 身障法第１７条の５第１項，知障法第１５条の６第

１項及び児福法第２１条の１１第１項に規定する居宅生活

支援費の支給の申請は，別記様式第１号によるものと

する。

２ 身障法第１７条の１１第１項及び知障法第１５条の１２第１

項に規定する施設訓練等支援費の支給の申請は，別記

様式第２号によるものとする。

（支給の決定等）

第３条 市長は，前条第１項の規定による申請をした者

について，居宅生活支援費の支給を決定したときは，

別記様式第３号により当該申請者に通知し，身障法第

１７条の５第５項，知障法第１５条の６第５項又は児福法

第２１条の１１第５項に規定する居宅受給者証を交付する

ものとする。

２ 前項の場合において，扶養義務者の負担があるとき

は，別記様式第４号により当該扶養義務者に通知する

ものとする。

３ 市長は，前条第２項の規定による申請をした者につ

いて，施設訓練等支援費の支給を決定したときは，別

記様式第５号により当該申請者に通知し，身障法第１７

条の１１第５項又は知障法第１５条の１２第５項に規定する

施設受給者証を交付するものとする。

４ 前項の場合において，扶養義務者の負担があるとき

は，別記様式第６号により当該扶養義務者に通知する

ものとする。

（不支給の決定）

第４条 市長は，第２条第１項又は第２項の規定による

申請をした者について，支援費の支給をしないことを

決定したときは，別記様式第７号により当該申請者に

通知するものとする。

（支給量の変更）

第５条 身障法第１７条の７第１項，知障法第１５条の８第

１項及び児福法第２１条の１３第１項に規定する支給量の

変更の申請は，別記様式第８号によるものとする。

２ 市長は，前項の申請をした者について，支給量の変

更を決定したときは別記様式第９号により，変更しな

いことを決定したときは別記様式第１０号により当該申

請者に通知するものとする。

３ 市長は，身障法第１７条の７第２項，知障法第１５条の

８第２項又は児福法第２１条の１３第２項の規定により，

職権による支給量の変更を決定した場合は，別記様式

第９号により居宅支援決定を受けた者に通知するもの

とする。

（障害程度区分の変更）

第６条 身障法第１７条の１２第１項に規定する身体障害程

度区分の変更の申請及び知障法第１５条の１３第１項に規

定する知的障害程度区分の変更の申請は，別記様式第

１１号によるものとする。

２ 市長は，前項の申請をした者について，身体障害程

度区分又は知的障害程度区分の変更を決定したときは

別記様式第１２号により，変更しないことを決定したと

きは別記様式第１３号により当該申請者に通知するもの

とする。

３ 市長は，身障法第１７条の１２第２項の規定により職権

による身体障害程度区分の変更の決定をし，又は知障

法第１５条の１３第２項の規定により職権による知的障害

程度区分の変更の決定をした場合は，別記様式第１２号

により施設支給決定を受けた者に通知するものとす

る。
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（支給決定の取消し）

第７条 市長は，身障法第１７条の８第１項，知障法第１５

条の９第１項又は児福法第２１条の１４第１項の規定によ

り居宅支援決定を取り消したときは，別記様式第１４号

により当該居宅支給決定を受けた者に通知するものと

する。

２ 市長は，身障法第１７条の１３第１項又は知障法第１５条

の１４第１項の規定により施設支給決定を取り消したと

きは，別記様式第１５号により当該施設支給決定を受け

た者に通知するものとする。

（支援費基準）

第８条 身障法第１７条の４第２項第１号（同法第１７条の

６第２項において準用する場合を含む。）の規定により

指定居宅支援に通常要する費用につき市長が定める基

準は，身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要

する費用の額の算定に関する基準（平成１５年厚生労働

省告示第２７号）のとおりとする。

２ 知障法第１５条の５第２項第１号及び第３項（同法第

１５条の７第２項において準用する場合を含む。）の規定

により指定居宅支援に通常要する費用につき市長が定

める基準は，知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援

等に要する費用の額の算定に関する基準（平成１５年厚

生労働省告示第２９号）のとおりとする。

３ 児福法第２１条の１０第２項第１号（同法第２１条の１２第

２項において準用する場合を含む。）の規定により指定

居宅支援に通常要する費用につき市長が定める基準

は，児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用

の額の算定に関する基準（平成１５年厚生労働省告示第

３１号）のとおりとする。

４ 身障法第１７条の１０第２項第１号の規定により指定施

設支援に通常要する費用につき市長が定める基準は，

身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用

の額の算定に関する基準（平成１５年厚生労働省告示第

２８号）のとおりとする。

５ 知障法第１５条の１１第２項第１号の規定により指定施

設支援に通常要する費用につき市長が定める基準は，

知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用

の額の算定に関する基準（平成１５年厚生労働省告示第

３０号）のとおりとする。

（利用者負担基準）

第９条 身障法第１７条の４第２項第２号（同法第１７条の

６第２項において準用する場合を含む。）の規定により

指定居宅支援に係る利用者負担につき市長が定める基

準は，身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係

る利用者負担の額の算定に関する基準（平成１５年厚生

労働省告示第４１号）のとおりとする。

２ 知障法第１５条の５第２項第２号（同法第１５条の７第

２項において準用する場合を含む。）の規定により指定

居宅支援に係る利用者負担につき市長が定める基準

は，知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る

利用者負担の額の算定に関する基準（平成１５年厚生労

働省告示第４３号）のとおりとする。

３ 児福法第２１条の１０第２項第２号（同法第２１条の１２第

２項において準用する場合を含む。）の規定により指定

居宅支援に係る利用者負担につき市長が定める基準

は，児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者

負担の額の算定に関する基準（平成１５年厚生労働省告

示第４５号）のとおりとする。

４ 身障法第１７条の１０第２項第２号及び知障法第１５条の

１１第２項第２号の規定により指定施設支援に係る利用

者負担につき市長が定める基準は，別表に掲げるとお

りとする。

（その他）

第１０条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行

に関し必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を

改正する等の法律（平成１２年法律第１１１号。以下「社会

福祉事業法等改正法」という。）附則第１２条第２項第１

号の規定により旧措置入所者に係る指定施設支援に通

常要する費用につき市長が定める基準は，身体障害者

福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定

に関する基準のとおりとする。

３ 社会福祉事業法等改正法附則第１８条第２項第１号の

規定により旧措置入所者に係る指定施設支援に通常要

する費用につき市長が定める基準は，知的障害者福祉

法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関

する基準のとおりとする。

４ 社会福祉事業法等改正法附則第１２条第２項第２号及

び附則第１８条第２項第２号の規定により旧措置入所者

の指定施設支援に係る利用者負担につき市長が定める

基準は，別表に掲げるとおりとする。

５ この規則の施行前に，新潟市居宅生活支援費及び施

設訓練等支援費の受給手続に関する要綱（平成１４年１０

月１日制定）の規則によりなされた申請は，この規則

の規定によりなされた申請とみなす。

（施行のための必要な準備）

６ 市長は，この規則の施行の日前においても，居宅生

活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関し必要な業

務を行うことができる。

別表（第９条関係）

指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関

する基準
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指定施設支援を利用した際に身体障害者又は知的障害

者（以下「障害者」という。）及びそれらの扶養義務者が

負担すべき額は，障害者については１の表により算定し

た額とし，障害者の扶養義務者については２の表により

算定した額とする。ただし，障害者が病院又は診療所へ

入院した場合においては，入院期間中は算定しないもの

とし，障害者が月の途中で入所し又は退所した場合にお

いては，当該月については次の算式により算定した額（そ

の額に１００円未満の端数があるときは，その端数金額を切

り捨てた額）とする。

算式

１の表又は２の表により算定した額 ×
当該月の入所日以降又は退所日以前の日数

当該月の日数

１ 障害者の負担額算定表

対 象 収 入 額 等 に よ る 階 層 区 分
負担基準月額（円）

入 所 通 所

１ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者 ０ ０

前年分の対象収入額の年額区分
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７
３８
３９
４０

１
階
層
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者

０
２７０，００１
２８０，００１
３００，００１
３２０，００１
３４０，００１
３６０，００１
３８０，００１
４００，００１
４２０，００１
４４０，００１
４６０，００１
４８０，００１
５００，００１
５２０，００１
５４０，００１
５６０，００１
５８０，００１
６００，００１
６４０，００１
６８０，００１
７２０，００１
７６０，００１
８００，００１
８４０，００１
８８０，００１
９２０，００１
９６０，００１
１，０００，００１
１，０４０，００１
１，０８０，００１
１，１２０，００１
１，１６０，００１
１，２００，００１
１，２６０，００１
１，３２０，００１
１，３８０，００１
１，４４０，００１
１，５００，００１

円

円以上

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

２７０，０００
２８０，０００
３００，０００
３２０，０００
３４０，０００
３６０，０００
３８０，０００
４００，０００
４２０，０００
４４０，０００
４６０，０００
４８０，０００
５００，０００
５２０，０００
５４０，０００
５６０，０００
５８０，０００
６００，０００
６４０，０００
６８０，０００
７２０，０００
７６０，０００
８００，０００
８４０，０００
８８０，０００
９２０，０００
９６０，０００
１，０００，０００
１，０４０，０００
１，０８０，０００
１，１２０，０００
１，１６０，０００
１，２００，０００
１，２６０，０００
１，３２０，０００
１，３８０，０００
１，４４０，０００
１，５００，０００

円 ０
８００
１，４００
２，７００
３，７００
４，６００
６，０００
７，２００
８，６００
１０，０００
１１，２００
１２，６００
１４，０００
１５，２００
１６，６００
１８，０００
１９，２００
２０，６００
２２，０００
２４，６００
２７，２００
３０，０００
３１，８００
３３，４００
３５，０００
３６，６００
３８，２００
３９，８００
４１，４００
４３，５００
４５，６００
４７，８００
４９，９００
５２，０００
５５，２００
５８，４００
６１，６００
６４，８００
６４，８００

０
４００
７００
１，３００
１，８００
２，３００
２，９００
３，６００
４，３００
４，９００
５，６００
６，３００
６，９００
７，６００
８，３００
８，９００
９，６００
１０，３００
１０，９００
１２，３００
１３，６００
１４，９００
１５，９００
１６，７００
１７，５００
１８，３００
１９，１００
１９，９００
２０，７００
２１，７００
２２，８００
２３，９００
２４，９００
２６，０００
２７，６００
２９，２００
３０，８００
３２，４００
３２，４００
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２ 障害者の扶養義務者の負担額算定表

備考１ 障害者が負担すべき額は，対象収入額等による階層区分に応じ，負担基準月額の欄に掲げる額とする
（知的障害者通勤寮については，通所の欄に掲げる額とする。）。

２ 次の表に掲げる施設を利用する者については，備考１の規定にかかわらず，当分の間，同表に掲げる
額を負担基準月額の上限とする。ただし，あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゅう師等に関する法律
（昭和２２年法律第２１７号）第２条第１項若しくは第１８条の２第１項に規定する養成施設（以下「養成施設」
という。）又は重度身体障害者更生援護施設（身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準（平
成１２年厚生省令第５４号）第９条第７項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。）の旧
措置入所者については，同表中「３年」とあるのは，「５年」とする。

施 設 区 分
入所後３年未満の者 入所後３年以上の者

入 所 通 所 入 所 通 所

身体障害者更生施設 ３２，０００円 １６，０００円 ５３，０００円 ２６，５００円

身体障害者授産施設 ３２，０００円 １６，０００円 ５３，０００円 ２６，５００円

知的障害者更生施設 ３２，０００円 １６，０００円 ５３，０００円 ２６，５００円

知的障害者授産施設 ３２，０００円 １６，０００円 ５３，０００円 ２６，５００円

知的障害者通勤寮 １６，０００円 ２６，５００円

心身障害者福祉協会法
（昭和４５年法律第４４号）
に規定する福祉施設

３２，０００円 ５３，０００円

３ この表において「対象収入額」とは，収入額（社会通念上収入として認定することが適当でないもの
を除く。）から，租税，社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

税 額 等 に よ る 階 層 区 分
負担基準月額（円）

入 所 通 所

Ａ 生活保護法第６条第１項に規定する被保護者 ０ ０

Ｂ 当該年度分の市町村民税が非課税の者（Ａ階層に該当する者を除
く。）

０ ０

Ｃ１ 前年分の所得税
が非課税の者
（Ａ階層又はＢ
階層に該当する
者を除く。）

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課
税の者

２，２００ １，１００

Ｃ２ 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税
の者

３，３００ １，６００

前年分の所得税額の年額区分
D１
D２
D３
D４
D５
D６
D７
D８
D９
D１０
D１１
D１２
D１３
D１４

前年分の所得税
が課税の者
（Ａ階層又はＢ
階層に該当する
者を除く。）

０
３０，００１
８０，００１
１４０，００１
２８０，００１
５００，００１
８００，００１
１，１６０，００１
１，６５０，００１
２，２６０，００１
３，０００，００１
３，９６０，００１
５，０３０，００１
６，２７０，００１

円

円以上

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

３０，０００
８０，０００
１４０，０００
２８０，０００
５００，０００
８００，０００
１，１６０，０００
１，６５０，０００
２，２６０，０００
３，０００，０００
３，９６０，０００
５，０３０，０００
６，２７０，０００

円 ４，５００
６，７００
９，３００
１４，５００
２０，６００
２７，１００
３４，３００
４２，５００
５１，４００
６１，２００
７１，９００
８３，３００
９５，６００

支援費基準額

２，２００
３，３００
４，６００
７，２００
１０，３００
１３，５００
１７，１００
２１，２００
２５，７００
３０，６００
３５，９００
４１，６００
４７，８００

支援費基準額

備考１ 障害者の扶養義務者（障害者と同一の世帯に属し，かつ，生計を同じくすると認められる配偶者又は
子（障害者が２０歳未満の場合においては，配偶者，父母又は子）のうち，市町村民税又は所得税の税額
が最も高い者に限る。以下同じ。）が負担すべき額は，それぞれ，税額等による階層区分に応じ，負担基
準月額の欄に掲げる額とする（知的障害者通勤寮については，通所の欄に掲げる額とする。）。
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２ 備考１の規定にかかわらず，障害者の扶養義務者が負担すべき額が，支援費基準額から障害者が負担
する額を控除した額を超える場合は，当該控除した額を負担するものとする。

３ 次の表に掲げる施設を利用する者の扶養義務者（指定知的障害者更生施設等にあっては，入所後３年
未満の者の扶養義務者に限る。）については，備考１及び２の規定にかかわらず，当分の間，同表に掲げ
る額から障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし，養成施設又は重度身
体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については，同表中「３年」とあるのは，「５年」と
する。

施 設 区 分
入所後３年未満の者の扶養義務者 入所後３年以上の者の扶養義務者

入 所 通 所 入 所 通 所

身体障害者更生施設 ３２，０００円 １６，０００円 ５３，０００円 ２６，５００円

身体障害者療護施設 ９６，０００円 ４８，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円

身体障害者授産施設 ３２，０００円 １６，０００円 ５３，０００円 ２６，５００円

知的障害者更生施設 ３２，０００円 １６，０００円

知的障害者授産施設 ３２，０００円 １６，０００円

知的障害者通勤寮 １６，０００円

心身障害者福祉協会法
に規定する福祉施設

３２，０００円

４ この表において「市町村民税」とは，地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同
法の規定による特別区民税を含む。）をいい，「均等割」及び「所得割」とは，それぞれ，同法第２９２条第
１項第１号及び第２号に規定する均等割及び所得割（それぞれ，同法の規定による特別区民税に係るも
のを含む。）をいう。ただし，均等割又は所得割の額の計算においては，同法第３２３条の規定により市町
村民税の減免が行われた場合には，その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の
額又は均等割の額とし，所得割の額の計算においては，同法第３１４条の７及び同法附則第５条第２項の規
定は適用しないものとする。

５ この表において「所得税」とは，所得税法（昭和４０年法律第３３号），租税特別措置法（昭和３２年法律第
２６号），経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律（平
成１１年法律第８号）及び災害被害者に対する租税の減免，徴収猶予等に関する法律（昭和２２年法律第１７
５号）の規定によって計算される所得税をいう。ただし，所得税額の計算においては，次の規定は適用
しないものとする。
! 所得税法第９２条第１項並びに第９５条第１項，第２項及び第３項
" 租税特別措置法第４１条第１項，第２項及び第３項
# 租税特別措置法の一部を改正する法律（平成１０年法律第２３号）附則第１２条
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（
身
体
障
害
者
知
的
障
害
者
児
童
）

居
宅
生
活
支
援
費
支
給
申
請
書

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

申
請
年
月
日

年
月

日

申 請 者

フ
リ
ガ
ナ

生
年
月
日

年
月

日
氏

名
性

別
男
・
女

居
住

地
〒

電
話
番
号

フ
リ
ガ
ナ

生
年
月
日

年
月

日
支
給
申
請
に
係
る

児
童
氏
名

性
別

男
・
女
続
柄

フ
リ
ガ
ナ

住 所
電
話
番
号

続
柄

扶
養
義
務
者
氏
名

身
体
障
害
者
手
帳
番
号

療
育
手
帳
番
号

サ ー ビ ス 利 用 の 状 況

居
宅
サ
ー
ビ
ス

利
用
中
の
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
と
内
容

施
設
サ
ー
ビ
ス

利
用
中
の
施
設
名

介
護
保
険

要
介
護
認
定

有
・
無

要
介
護
度

要
支
援
・
要
介
護
１
２
３
４
５

利
用
中
の
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
と
内
容

居 宅 生 活 支 援 費

申
請
す
る
支
援
の
種
類
・
内
容

□
居
宅
介
護

□
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

□
短
期
入
所

□
知
的
障
害
者

地
域
生
活
援
助

緊 急 連 絡 先

フ
リ
ガ
ナ

申
請
者
と
の
関
係

氏
名

住
所

〒
電
話
番
号

届 出 者

フ
リ
ガ
ナ

□
代
理
人

□
代
行
者

氏
名

申
請
者
と
の
関
係

住
所

〒
電
話
番
号

（
身
体
障
害
者
知
的
障
害
者
）

施
設
訓
練
等
支
援
費
支
給
申
請
書

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

申
請
年
月
日

年
月

日

申 請 者

フ
リ
ガ
ナ

生
年
月
日

年
月

日
氏

名
性

別
男
・
女

居
住

地
〒

電
話
番
号

フ
リ
ガ
ナ

住 所
電
話
番
号

続
柄

扶
養
義
務
者
氏
名

身
体
障
害
者
手
帳
番
号

療
育
手
帳
番
号

サ ー ビ ス 利 用 の 状 況

居
宅
サ
ー
ビ
ス

利
用
中
の
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
と
内
容

施
設
サ
ー
ビ
ス

利
用
中
の
施
設
名

介
護
保
険

要
介
護
認
定

有
・
無

要
介
護
度

要
支
援
・
要
介
護
１
２
３
４
５

利
用
中
の
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
と
内
容

施 設 訓 練 等 支 援 費

申
請
す
る
支
援
の
種
類
・
内
容

□
身
体
障
害
者
更
生
施
設

（
入
所
・
通
所
）

□
身
体
障
害
者
療
護
施
設

（
入
所
・
通
所
）

□
身
体
障
害
者
授
産
施
設

（
入
所
・
通
所
）

□
知
的
障
害
者
更
生
施
設

（
入
所
・
通
所
）

□
知
的
障
害
者
授
産
施
設

（
入
所
・
通
所
）

□
知
的
障
害
者
通
勤
療

□
心
身
障
害
者
福
祉
協
会

の
設
置
す
る
福
祉
施
設

緊 急 連 絡 先

フ
リ
ガ
ナ

申
請
者
と
の
関
係

氏
名

住
所

〒
電
話
番
号

届 出 者

フ
リ
ガ
ナ

□
代
理
人

□
代
行
者

氏
名

申
請
者
と
の
関
係

住
所

〒
電
話
番
号

別
記
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

別
記
様
式
第
２
号
（
第
２
条
関
係
）
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（
身
体
障
害
者

知
的
障
害
者

児
童
）

居
宅
生
活
支
援
費
支
給
決
定
・
利
用
者
負
担
額
決
定
通
知
書

年
月

日
様

新
潟
市
長

印

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
１７
条
の
５

知
的
障
害
者
福
祉
法
第
１５
条
の
６

児
童
福
祉
法
第
２１
条
の

１１
）
の
規
定
に
基
づ
き
，
居
宅
生
活
支
援
費
の
支
給
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
決
定
し
，
居
宅
受
給

者
証
を
交
付
し
ま
す
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

居
宅
受
給
者
証
番
号

支
給
決
定
障
害
者

（
保
護
者
）
氏
名

支
給
決
定
日

支
給
決
定
に
係
る

児
童
氏

名

支
給

期
間

居
宅
支
援
の
種
類

居
宅
支
援
の
内
容

利
用
者
負
担
額

本
人

扶
養
義
務
者

居
宅

介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

短
期

入
所

知
的
障
害
者

地
域
生
活
援
助

特
記

事
項

扶
養
義
務
者

住
所

氏
名

続
柄

不
服
の
申
立
て

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
，
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６０

日
以
内
に
，
市
長
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

（
身
体
障
害
者

知
的
障
害
者

児
童
）

居
宅
生
活
支
援
費
扶
養
義
務
者
分
利
用
者
負
担
額
決
定
通
知
書

年
月

日
様

新
潟
市
長

印

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
１７
条
の
５

知
的
障
害
者
福
祉
法
第
１５
条
の
６

児
童
福
祉
法
第
２１
条
の

１１
）
の
規
定
に
基
づ
く
支
給
決
定
に
係
る
扶
養
義
務
者
と
し
て
認
定
し
，
あ
な
た
が
負
担
す
べ
き
費
用

の
額
を
下
記
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

扶
養
義
務
者

住
所

氏
名

続
柄

居
宅
受
給
者
証
番
号

支
給
決
定
障
害
者

（
保
護
者
）
氏
名

支
給
決
定
日

支
給
決
定
に
係
る

児
童
氏

名

支
給

期
間

居
宅
支
援
の
種
類

居
宅
支
援
の
内
容

利
用
者
負
担
額

扶
養
義
務
者

本
人

居
宅

介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

短
期

入
所

知
的
障
害
者

地
域
生
活
援
助

特
記

事
項

不
服
の
申
立
て

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
，
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６０

日
以
内
に
，
市
長
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

別
記
様
式
第
３
号
（
第
３
条
関
係
）

別
記
様
式
第
４
号
（
第
３
条
関
係
）
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（
身
体
障
害
者

知
的
障
害
者
）

施
設
訓
練
等
支
援
費
支
給
決
定
・
利
用
者
負
担
額
決
定
通
知
書

年
月

日
様

新
潟
市
長

印

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
１７
条
の
１１

知
的
障
害
者
福
祉
法
第
１５
条
の
１２
）の
規
定
に
基
づ
き
，
施
設

訓
練
等
支
援
費
の
支
給
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
決
定
し
，
施
設
受
給
者
証
を
交
付
し
ま
す
の
で
通

知
し
ま
す
。

記

施
設
受
給
者
証
番
号

支
給
決
定
障
害
者

氏
名

支
給

決
定

日

支
給

期
間

施
設
支
援
の
種
類
及
び
内
容

障
害
程
度

区
分

利
用
者
負
担
額
（
本
人
）

（
月
額
）

利
用
者
負
担
額（
扶
養
義
務
者
）

（
月
額
）

扶
養
義
務
者

住
所

氏
名

続
柄

不
服
の
申
立
て

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
，
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６０

日
以
内
に
，
市
長
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

（
身
体
障
害
者

知
的
障
害
者
）

施
設
訓
練
等
支
援
費
扶
養
義
務
者
分
利
用
者
負
担
額
決
定
通
知
書

年
月

日
様

新
潟
市
長

印

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
１７
条
の
１１

知
的
障
害
者
福
祉
法
第
１５
条
の
１２
）の
規
定
に
基
づ
く
支
給
決

定
に
係
る
扶
養
義
務
者
と
し
て
認
定
し
，
あ
な
た
が
負
担
す
べ
き
費
用
の
額
を
下
記
の
と
お
り
決
定
し

ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

扶
養
義
務
者

住
所

氏
名

続
柄

施
設
受
給
者
証
番
号

支
給
決
定
障
害
者

氏
名

支
給

決
定

日

支
給

期
間

施
設
支
援
の
種
類
及
び
内
容

障
害
程
度

区
分

利
用
者
負
担
額（
扶
養
義
務
者
）

（
月
額
）

利
用
者
負
担
額
（
本
人
）

（
月
額
）

不
服
の
申
立
て

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
，
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６０

日
以
内
に
，
市
長
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

別
記
様
式
第
５
号
（
第
３
条
関
係
）

別
記
様
式
第
６
号
（
第
３
条
関
係
）
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不
支
給
決
定
通
知
書

年
月

日

様

新
潟
市
長

印

年
月

日
に
申
請
さ
れ
た
（
身
体
障
害
者

知
的
障
害
者

児
童
）（
居

宅
生
活
支
援
費

施
設
訓
練
等
支
援
費
）
の
支
給
に
つ
い
て
は
，
下
記
の
理
由
に
よ

り
不
支
給
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

な
お
，
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
６０
日
以
内
に
，
市
長
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

記

１
申
請
事
項

２
不
支
給
の
理
由

問
い
合
わ
せ
先

（
身
体
障
害
者
知
的
障
害
者
児
童
）
居
宅
生
活
支
援
支
給
量
変
更
申
請
書

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

申
請
年
月
日

年
月

日

申 請 者

居
宅
受
給
者
証
番
号

フ
リ
ガ
ナ

生
年
月
日

年
月

日
氏

名
性

別
男
・
女

居
住

地
〒

電
話
番
号

フ
リ
ガ
ナ

生
年
月
日

年
月

日
支
給
決
定
に
係
る

児
童
氏
名

性
別

男
・
女
続
柄

サ ー ビ ス 利 用 の 状 況

居
宅
サ
ー
ビ
ス

利
用
中
の
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
と
内
容

施
設
サ
ー
ビ
ス

利
用
中
の
施
設
支
援
の
種
類
と
内
容

介
護
保
険

要
介
護
認
定

有
・
無

要
介
護
度

要
支
援
・
要
介
護
１２
３４
５

利
用
中
の
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
と
内
容

変
更
を
申
請
す
る

居
宅
支
援
の
種

類
・
内
容

変
更
を
申
請
す
る

理
由

届 出 者

フ
リ
ガ
ナ

□
代
理
人

□
代
行
者

氏
名

申
請
者
と
の
関
係

住
所

〒
電
話
番
号

別
記
様
式
第
７
号
（
第
４
条
関
係
）

別
記
様
式
第
８
号
（
第
５
条
関
係
）
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（
身
体
障
害
者

知
的
障
害
者

児
童
）
居
宅
生
活
支
援
支
給
量
変
更
決
定
通
知
書

年
月

日

様

新
潟
市
長

印

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
１７
条
の
７

知
的
障
害
者
福
祉
法
第
１５
条
の
８

児
童
福
祉
法
第
２１
条
の

１３
）の
規
定
に
基
づ
き
，支
給
量
の
変
更
に
つ
い
て
下
記
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

居
宅
受
給
者
証
番
号

支
給
決
定
障
害
者

（
保
護
者
）
氏
名

支
給
決
定
に
係
る

児
童
氏

名

変
更

年
月

日

変
更
後
の
サ
ー
ビ
ス
の
種

類
，
内
容
及
び
支
給
量

変
更

の
理

由

居
宅
受
給
者
証
を
下
記
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
先

提
出
期
限

年
月

日

不
服
の
申
立
て

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
，
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６０

日
以
内
に
，
市
長
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

居
宅
生
活
支
援
支
給
量
不
変
更
決
定
通
知
書

年
月

日

様

新
潟
市
長

印

年
月

日
に
申
請
さ
れ
た
（
身
体
障
害
者

知
的
障
害
者

児
童
）
居

宅
生
活
支
援
の
支
給
量
の
変
更
に
つ
い
て
は
，
下
記
の
理
由
に
よ
り
変
更
し
な
い
こ

と
と
決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

な
お
，
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
６０
日
以
内
に
，
市
長
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

記

１
申
請
事
項

２
変
更
し
な
い
理
由

問
い
合
わ
せ
先

別
記
様
式
第
９
号
（
第
５
条
関
係
）

別
記
様
式
第
１０
号
（
第
５
条
関
係
）
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（
身
体
障
害
程
度
区
分
知
的
障
害
程
度
区
分
）
変
更
申
請
書

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

申
請
年
月
日

年
月

日

申 請 者

施
設
受
給
者
証
番
号

フ
リ
ガ
ナ

生
年
月
日

年
月

日
氏

名
性

別
男
・
女

居
住

地
〒

電
話
番
号

現
在
の
施
設
支
援

の
種
類
，
内
容
及

び
障
害
程
度
区
分

変
更
を
申
請
す
る

理
由

届 出 者

フ
リ
ガ
ナ

□
代
理
人

□
代
行
者

氏
名

申
請
者
と
の
関
係

住
所

〒
電
話
番
号

（
身
体
障
害
程
度
区
分

知
的
障
害
程
度
区
分
）
変
更
決
定
通
知
書 年

月
日

様

新
潟
市
長

印

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
１７
条
の
１２

知
的
障
害
者
福
祉
法
第
１５
条
の
１３
）
の
規
定
に
基
づ
き
，
（
身

体
障
害
程
度
区
分

知
的
障
害
程
度
区
分
）
の
変
更
に
つ
い
て
下
記
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
の
で
通

知
し
ま
す
。

記

施
設
受
給
者
証
番
号

支
給
決
定
障
害
者
氏
名

変
更

年
月

日

変
更
後
の
障
害
程
度
区
分

変
更

の
理

由

施
設
受
給
者
証
を
下
記
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
先

提
出
期
限

年
月

日

不
服
の
申
立
て

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
，
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６０

日
以
内
に
，
市
長
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

別
記
様
式
第
１１
号
（
第
６
条
関
係
）

別
記
様
式
第
１２
号
（
第
６
条
関
係
）
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（
身
体
障
害
程
度
区
分

知
的
障
害
程
度
区
分
）
不
変
更
決
定
通
知
書

年
月

日

様

新
潟
市
長

印

年
月

日
に
申
請
さ
れ
た
施
設
訓
練
等
支
援
の
（
身
体
障
害
程
度
区
分

知
的

障
害
程
度
区
分
）
の
変
更
に
つ
い
て
は
，
下
記
の
理
由
に
よ
り
変
更
し
な
い
こ
と
と

決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

な
お
，
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
６０
日
以
内
に
，
市
長
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

記

１
申
請
事
項

２
変
更
し
な
い
理
由

問
い
合
わ
せ
先

居
宅
支
給
決
定
取
消
通
知
書

年
月

日

様

新
潟
市
長

印

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
１７
条
の
８
第
１
項

知
的
障
害
者
福
祉
法
第
１５
条
の
９
第
１
項

児
童
福

祉
法
第
２１
条
の
１４
第
１
項
）
の
規
定
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お
り
居
宅
支
給
決
定
を
取
り
消
し
ま
し
た

の
で
通
知
し
ま
す
。

記

居
宅
受
給
者
証
番
号

支
給
決
定
障
害
者

（
保
護
者
）
氏
名

支
給
決
定
取
消
日

支
給
決
定
に
係
る

児
童
氏

名

取
消

理
由

居
宅
受
給
者
証
を
下
記
ま
で
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

返
還
先

返
還
期
限

年
月

日

不
服
の
申
立
て

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
，
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６０

日
以
内
に
，
市
長
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

別
記
様
式
第
１３
号
（
第
６
条
関
係
）

別
記
様
式
第
１４
号
（
第
７
条
関
係
）
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新潟市下水道条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成１５年３月７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第７号

新潟市下水道条例施行規則の一部を改正する規

則

新潟市下水道条例施行規則（平成７年新潟市規則第１７

号）の一部を次のように改正する。

第３条第９号を次のように改める。

! ディスポーザ排水処理システム等を設置する場合

は，市長が認めるものに限ること。

第５条第３項第１号及び別記様式第１号添付書類２中

「認定書」を「評価書又は認定書」に改める。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

新潟市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第３条

第３項ただし書及び第４条ただし書に規定する区域及び

規模を定める規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成１５年３月１３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第８号

新潟市公有地の拡大の推進に関する法律施行令

第３条第３項ただし書及び第４条ただし書に規

定する区域及び規模を定める規則の一部を改正

する規則

新潟市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第３条

第３項ただし書及び第４条ただし書に規定する区域及び

規模を定める規則（平成８年新潟市規則第１６号）の一部

を次のように改正する。

題名中「第３条第３項ただし書及び」を削る。

本則中「第３条第３項ただし書及び」を削る。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市立看護専門学校奨学金貸与条例施行規則及び新

潟市立看護専門学校学則を廃止する規則をここに公布す

る。

平成１５年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第９号

新潟市立看護専門学校奨学金貸与条例施行規則

及び新潟市立看護専門学校学則を廃止する規則

次に掲げる規則は，廃止する。

施
設
支
給
決
定
取
消
通
知
書

年
月

日

様

新
潟
市
長

印

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
１７
条
の
１３
第
１
項

知
的
障
害
者
福
祉
法
第
１５
条
の
１４
第
１
項
）の
規
定
に

基
づ
き
，
下
記
の
と
お
り
施
設
支
給
決
定
を
取
り
消
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

施
設
受
給
者
証
番
号

支
給
決
定
障
害
者

氏
名

支
給
決
定
取
消
日

取
消

理
由

施
設
受
給
者
証
を
下
記
ま
で
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

返
還
先

返
還
期
限

年
月

日

不
服
の
申
立
て

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
，
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６０

日
以
内
に
，
市
長
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

別
記
様
式
第
１５
号
（
第
７
条
関
係
）
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! 新潟市立看護専門学校奨学金貸与条例施行規則

（昭和５８年新潟市規則第２８号）

" 新潟市立看護専門学校学則（平成８年新潟市規則

第５５号）

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細

則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１５年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１０号

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

施行細則の一部を改正する規則

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細

則（平成元年新潟市規則第１５号）の一部を次のように改

正する。

第１条中「昭和４５年法律第２０号」の次に「。以下「法」

という。」を加える。

本則に次の２条を加える。

（事業登録の申請等）

第３条 省令第３１条第１項の規定による申請書は，別記

様式第４号によるものとする。

２ 省令第３１条第２項から第９項までに規定する書面

は，次のとおりとする。

! 省令第３１条第２項第１号，第３項第１号，第４項

第１号，第５項第１号，第６項第１号，第７項第１

号，第８項第１号及び第９項第１号に規定する書面

別記様式第５号

" 省令第３１条第２項第２号，第３項第２号，第４項

第２号，第５項第３号，第６項第３号，第７項第３

号，第８項第３号並びに第９項第２号，第３号及び

第６号に規定する書面 別記様式第６号

# 省令第３１条第２項第３号，第４項第３号，第６項

第４号，第７項第４号，第８項第４号並びに第９項

第４号及び第７号に規定する書面 別記様式第７号

$ 省令第３１条第２項第４号，第３項第３号，第４項

第４号，第５項第４号，第６項第５号，第７項第５

号，第８項第５号及び第９項第８号に規定する書面

別記様式第８号

３ 省令第３３条第１項の規定による届出は，変更があつ

たときは別記様式第９号により，廃止したときは別記

様式第１０号によるものとする。

（実績報告）

第４条 登録業者は，法第１２条の２第１項の規定による

登録に係る事業の実績を，毎年度終了後３か月以内

に，別記様式第１１号により市長へ報告するものとす

る。

別記様式第１号を次のように改める。
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（
第
１
面
）

特
定
建
築
物
届
書

年
月

日
（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

届
出
者
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話

特
定
建
築
物
の
使
用
を
開
始
し
た
（
特
定
建
築
物
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
）
の
で
，
建
築
物
に
お

け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
５
条
第
１
項
（
第
５
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
１
項
）
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

特
定
建
築
物

名
称

所
在
場

所

用
途

特
定
用
途

面
積

㎡

特
定
用
途
以
外

の
用
途

面
積

㎡

所
有

者

住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

建
築
物
環
境
衛
生

管
理
技
術
者

氏
名

住
所

免
状
番

号
第

号
年

月
日

所
属

他
の
特
定
建
築
物

の
建
築
物
環
境
衛

生
管
理
技
術
者
で

あ
る
場
合

特
定
建
築
物
の
名
称
及
び
所
在
場
所

特
定
建
築
物
が
使
用
さ
れ
る
（
特
定
建
築
物
に
該
当
す
る
）
に
至
つ
た
年
月
日

年
月

日

添
付
書
類

１
建
築
物
環
境
衛
生
管
理
技
術
者
免
状
の
写
し

２
空
気
調
和
設
備
等
の
機
器
一
覧
表
並
び
に
配
置
及
び
系
統
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

３
給
排
水
系
統
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

４
ご
み
集
積
所
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

（
第
２
面
）

各
階
床
面
積
・
用
途

階
特

定
用

途
特
定
用
途
外

面
積
（
㎡
）

用
途

面
積
（
㎡
）

用
途

計

給
水
設
備

飲 料 水

水
源

水
道
水
・
地
下
水
・
そ
の
他
（

）
給
水
方
式

加
圧
ポ
ン
プ
式
・
高
置
水
槽
式
・
そ
の
他
（

）
有
効
容
量

材
質

設
置
場
所

受
水

槽
! !

計
!

高
置
水
槽

! !
計

!
減
菌
装
置

有
・

無
給
湯
方
式

局
所
式
・
中
央
式

（
貯
湯
槽
：
容
量

!
）

雑 用 水

使
用

水
雨
水
・
地
下
水
・
工
業
用
水
・
そ
の
他
（

）
用

途
散
水
・
修
景
水
・
そ
の
他
（

）
容

量
材

質
設
置
場
所

水
槽

!
減
菌
装
置

有
・

無

排
水
設
備

排
水
槽

!
汚
水
槽

!
湧
水
槽

!

別
記
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）
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「

特定建築物
名 称

を
所 在 場 所

」

「
特 定 建 築 物 名 称

に，
特定建築物所在場所

」
「
変更前
建築物環
境衛生管
理技術者

」

を

「

変更前

」

に，

「
変更後
建築物環
境衛生管
理技術者

」

を

「

変更後

」

に改める。

「

特定建築物
名 称

所在場所

変 更 事 項
変 更 前

変 更 後
」

「
特定建築物名称

特定建築物所在場所

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後

」

別記様式第２号中「新潟市長 様」を「（あて先）新潟

市長」に，

別記様式第３号中「新潟市長 様」を「（あて先）新潟

市長」に，

を

に改める。

別記様式第３号の次に次の８様式を加える。

登
録

申
請

書

年
月

日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長 住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
）

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
１２
条
の
２
第
１
項
の
登
録
を

受
け
た
い
の
で
，
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

事
業

の
区

分

営
業
所
の
名
称

営
業
所
の
所
在
地

営
業
所
の
責
任
者
の
氏
名

別
記
様
式
第
４
号
（
第
３
条
関
係
）
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機
械
器
具
の
概
要

年
月

日
現
在

名
称

型
式

数
量

購
入
年
月

監
督
者
等
名
簿

年
月

日
現
在

監
督
者
等
の
名
称

氏
名

業
務
範
囲

経
験
年
数

資
格
の
種
別

資
格
取
得
年
月
日

注
１

「
業
務
範
囲
」
欄
に
は
，
監
督
者
等
が
複
数
い
る
場
合
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
分

担
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

２
「
資
格
の
種
別
」
欄
に
は
，
○
○
講
習
会
終
了
，
建
築
物
環
境
衛
生
管
理
技
術
者

免
状
保
有
者
等
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

別
記
様
式
第
５
号
（
第
３
条
関
係
）

別
記
様
式
第
６
号
（
第
３
条
関
係
）
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（
第
１
面
）

従
事
者
研
修
実
施
状
況

実
績
（

年
月

日
～

年
月

日
）

研
修
の
期
日

研
修
の
内
容

指
導
者
の
氏
名
及
び
資
格
対
象
従
事
者
数

参
加
従
事
者
数

研
修
実
施
者

（
団

体
）

（
第
２
面
）

実
施
計
画
（

年
月

日
～

年
月

日
）

研
修
の
期
日

研
修
の
内
容

指
導
者
の
氏
名
及
び
資
格

対
象
従
事
者
数

別
記
様
式
第
７
号
（
第
３
条
関
係
）
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（
第
１
面
）

作
業
実
施
方
法
等

年
月

日
現
在

作 業 班 編 成

作
業
班

監
督
者
等
の
氏
名

使
用
す
る
機
械
器
具

作 業 手 順

（
第
２
面
）

業
務
を
委
託
す
る
際
の
手
順
及
び
委
託
し
た
業
務
の
実
施
状
況
の
把
握
方
法

苦
情
及
び
緊
急
の
連
絡
に
対
す
る
体
制

別
記
様
式
第
８
号
（
第
３
条
関
係
）
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登
録
申
請
事
項
変
更
届
書

年
月

日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長 住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
）

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
１２
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
登
録
に
関
し
，
次
の
事
項
を
変
更
し
た
の
で
，
同
法
施
行
規
則
第
３３
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

事
業
の
区
分

登
録
番
号

営
業
所
の
名
称

営
業
所
の
所
在
地

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

変
更
年
月
日

年
月

日

添
付
書
類

１
登
録
証
明
書
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
登
録
証
明
書

２
省
令
第
３３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
書
類

登
録
事
業
廃
止
届
書

年
月

日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長 住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
）

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
１２
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
登
録
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
ま
し
た
の
で
，
同
法
施
行
規
則
第
３３
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

事
業
の
区
分

登
録
番
号

営
業
所
の
名
称

営
業
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

年
月

日

別
記
様
式
第
９
号
（
第
３
条
関
係
）

別
記
様
式
第
１０
号
（
第
３
条
関
係
）
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附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市表彰条例施行規則等の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１１号

新潟市表彰条例施行規則等の一部を改正する規

則

（新潟市表彰条例施行規則の一部改正）

第１条 新潟市表彰条例施行規則（昭和３８年新潟市規則

第１２号）の一部を次のように改正する。

第２条第２号中「水道ガス企業」を「水道企業」に

改める。

（新潟市委員会，委員等の職員に対する児童手当の認定

及び支給に関する事務の委任規則の一部改正）

第２条 新潟市委員会，委員等の職員に対する児童手当

の認定及び支給に関する事務の委任規則（昭和４７年新

潟市規則第１１号）の一部を次のように改正する。

本則第７号中「水道ガス事業管理者」を「水道事業

管理者」に改める。

（地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定

める職に関する規則の一部改正）

第３条 地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市

長が定める職に関する規則（昭和５８年新潟市規則第５７

号）の一部を次のように改正する。

本則第３号を次のように改める。

! 課長及び副参事

（新潟市職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則の一

部改正）

第４条 新潟市職員の特別ほう賞金に関する条例施行規

則（平成３年新潟市規則第１５号）の一部を次のように

改正する。

第２条第１項第６号中「水道ガス企業」を「水道企

業」に，「水道ガス事業管理者」を「水道事業管理者」

に改める。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市給与条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１２号

新潟市給与条例施行規則の一部を改正する規則

新潟市給与条例施行規則（昭和３２年新潟市規則第２３

号）の一部を次のように改正する。

第４条第３項中「，看護学校」を削る。

第５条第１号オ"中「郷土資料館，埋蔵文化財セン

実
績
報
告
書

年
月

日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長 住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
）

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
４
条
の
規
定
に
よ

り
，
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

記

事
業
の
区
分

登
録
番
号

営
業
所
の
名
称

営
業
所
の
所
在
地

実
績
報
告
期
間

年
月

日
～

年
月

日

事
業
実
績

（
特
定
建
築
物
に

つ
い
て
は
，
名
称

及
び
所
在
地
を
記

載
）

（
名
称
）

（
所
在
地
）

添
付
書
類

１
機
械
器
具
の
概
要
（
別
記
様
式
第
５
号
）

２
監
督
者
等
名
簿
（
別
記
様
式
第
６
号
）

別
記
様
式
第
１１
号
（
第
４
条
関
係
）

平成１５年４月１５日 第７２２号 35新 潟 市 公 報



「
企画財政局企画部総合企画課
市民局環境部清掃課

行政評価推進室
減量推進室

」

「
市民局環境部清掃課 減量推進室 新焼却場建設準備室

」

「
企画財政局企画部広域行政課 広域行政班 合併推進班

」

「
企画財政局企画部市政改革・創造推進課
企画財政局広域合併推進部広域合併推進課

市政改革推進班 行政評価推進班
総務班 行政制度調整班 まちづくり計画班

」

ター」を「埋蔵文化財センター」に改め，「，弁天線建設

事務所」を削り，同号カ"を削り，同条第２号ウ!中「診
療情報部長」を「医療情報部長，医療管理部長，教育研

修部長」に，「中央検査部長，臨床病理部部長，中央放射

線部長」を「医療技術部長」に改める。

第１８条第６号中「第５条の２第１項」を「第５条の３

第１項」に改める。

第１８条の１６第３号中「第５条の２第２項」を「第５条

の３第２項」に改める。

別表第１中「，消防署及び教育事務所」を「及び消防

署」に，「市民相談室長 ワールドカップ総合対策室長」

を「市民相談室長」に，「診療情報部長」を「医療情報部

長，医療管理部長，教育研修部長」に，「中央検査部長，

臨床病理部長，中央放射線部長」を「医療技術部長」に

改め，「教育事務所の所長及び課長」を削る。

別表第２中市立看護専門学校の副学校長，教務主任及

び専任教員の項を削る。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。ただし，

第１８条第６号及び第１８条の１６第３号の改正規定は，公布

の日から施行する。

新潟市職員の特殊勤務手当支給規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１３号

新潟市職員の特殊勤務手当支給規則の一部を改

正する規則

新潟市職員の特殊勤務手当支給規則（昭和３２年新潟市

規則第４７号）の一部を次のように改正する。

第２条中第１１号を削り，第１２号を第１１号とし，第１３号か

ら第３９号までを１号ずつ繰り上げる。

第３条の１４を次のように改める。

第３条の１４ 削除

第１０条第３項の表中「，講義手当」を削る。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１４号

新潟市行政組織規則の一部を改正する規則

新潟市行政組織規則（昭和５１年新潟市規則第１５号）の

一部を次のように改正する。

目次中「第６款の２ 郷土資料館（第３２条・第３２条の

２）」を「第６款の２ 削除」に改め，「及び弁天線建設

事務所」を削る。

第５条第１項企画財政局企画部の項中「広域行政課」

を「市政改革・創造推進課」に改め，同項の次に次のよ

うに加える。

広域合併推進部

広域合併推進課

政令指定都市調査課

第５条第１項企画財政局財政部用地対策課の項中「用

地第４係」を削り，同項企画財政局ワールドカップ総合

対策室の項を削り，同項市民局保健福祉部障害福祉課の

項中「障害福祉係 相談指導係」を「管理係 在宅福祉

係 支援費サービス係」に改め，同条第２項の表中

を

に改め，同条第３項の表中

を

に改める。

第７条総務局国際文化部歴史文化課企画・文化財係の

項第６号中「郷土資料館」を「旧新潟税関庁舎等の管理」

に改め，同条企画財政局企画部総合企画課総務班の項第

６号中「，広域行政課及びワールドカップ総合対策室」

を「及び市政改革・創造推進課」に改め，同条企画財政

局企画部総合企画課行政評価推進室の項を削り，企画財

政局企画部広域行政課の項を次のように改める。

市政改革・創造推進課

市政改革推進班

市政改革の推進に関する事項

行政評価推進班

行政評価システムの推進に関する事項

第７条企画財政局企画部の項の次に次のように加え

る。

広域合併推進部

広域合併推進課

総務班

広域合併の推進に関する事項

行政制度調整班

行政制度の調整に関する事項

まちづくり計画班
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合併建設計画に関する事項

政令指定都市調査課

! 部の事務事業の調整に関する事項

" 部の予算及び決算の総括に関する事項

# 政令指定都市制度の調査及び研究に関する事

項

$ 広域行政に関する事項

% 部の他の課の所管に属しない事項

& 課及び広域合併推進課の庶務に関する事項

第７条企画財政局財政部用地対策課の項中「用地第４

係」を削り，同条企画財政局財政部工事検査管理室の項

中第１号を削り，第２号を第１号とし，第３号から第７

号までを１号ずつ繰り上げ，同条企画財政局ワールドカ

ップ総合対策室の項を削り，同条市民局市民生活部市民

課証明係の項第１号中「住民異動届，印鑑登録及び諸証

明に係る申請書」を「印鑑登録，住民基本台帳カード及

び諸証明に係る申請書並びに住民異動届」に改め，同項

第４号中「諸証明書」の次に「及び住民基本台帳カード」

を加え，同条市民局保健福祉部障害福祉課の項を次のよ

うに改める。

障害福祉課

管理係

! 心身障害者福祉施策の企画及び調査に関する

事項

" 心身障害者福祉施設に関する事項

# 重度心身障害者医療費の助成に関する事項

$ 心身障害者関係団体の指導，育成及び連絡調

整に関する事項

% 課の庶務に関する事項

在宅福祉係

! 福祉タクシーの利用助成等に関する事項

" 特別児童扶養手当等に関する事項

# 心身障害者扶養共済に関する事項

$ 補装具，日常生活用具，更生医療等の給付又

は貸与に関する事項

% 身体障害者福祉電話に関する事項

& 障害者住宅整備資金の融資及び障害者住宅リ

フォーム助成に関する事項

支援費サービス係

! 心身障害者児に係る支援費の支給に関する事

項

" 支援費制度に係る事業者及び施設の指定等に

関する事項

# 訪問入浴に関する事項

$ 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関

する事項

% 居宅介護，施設入所等の措置に関する事項

& サービスの苦情処理に関する事項

第７条市民局保健福祉部厚生福祉課庶務係の項第２号

中「生活保護費」を「生活保護費等」に改め，同項中第

４号及び第５号を削り，第６号を第４号とし，第７号を

第５号とし，第８号を第６号とし，同条市民局保健福祉

部厚生福祉課保護第１係 保護第２係 保護第３係 保

護第４係 保護第５係の項を次のように改める。

保護第１係

! 生活保護法に基づく医療機関，介護機関，助

産機関等の指定等に関する事項

" 診療報酬の請求に係る事項

保護第２係

救護施設に関する事項

保護第３係

行旅病人及び行旅死亡人に関する事項

保護第４係

精神障害者福祉促進事業に関する事項

保護第５係

婦人の保護更生に関する事項

第７条市民局環境部環境対策課水質係の項第２号中

「土壌」を「土壌汚染対策法の施行その他土壌」に改め，

同条市民局環境部清掃課施設係の項第１号中「新設」の

次に「（新焼却場に係るものを除く。）」を加え，同条市民

局環境部清掃課減量推進室の項の次に次のように加え

る。

新焼却場建設準備室

新焼却場の建設に関する事項

第７条都市整備局開発建築部建築指導課建築審査第１

係 建築審査第２係の項に次の２号を加える。

( エネルギーの使用の合理化に関する法律の施

行に関する事項

) その他建築に関する認定，認可，事前協議等

に関する事項

第７条都市整備局開発建築部建築指導課都市環境整備

室の項に次の２号を加える。

% 都心居住促進活動支援制度に関する事項

& マンションの建替えの円滑化等に関する法律

に基づく届出等に関する事項

第１１条第２項中「黒埼支所会計係」を削る。

第１２条第１項黒埼支所会計係の項を削る。

第１７条第１項地域係の項中第１３号を第１４号とし，第７

号から第１２号までを１号ずつ繰り下げ，第６号の次に次

の１号を加える。

' 使用料及び手数料の徴収に関する事項

第１７条第１項市民係の項第１号を次のように改める。

! 印鑑登録，住民基本台帳カード及び諸証明に

係る申請書並びに住民異動届の受付に関する事

項

第１７条第１項市民係の項第４号中「など諸証明書」を
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「等の諸証明書及び住民基本台帳カード」に改め，同条

第１項厚生係の項第１号を次のように改める。

! 国民年金に関する事項

所管課から送付された各種通知書を交付する

こと。

第１７条第１項厚生係の項第２号ア'中「ホームヘルプ
事業利用申請書」を「老人保健医療受給資格取得届書」

に改め，同号イ中「援護品及び老人に対する祝品」を「慰

問品」に改め，同号中ウからオまでを削り，カをウとし，

キをエとし，同項第３号を次のように改める。

# 保健衛生及び清掃に関する事項

ア 乳児の医療費の受給資格を認定し，並びに

妊産婦及び乳幼児の医療費助成に関する申請

書を受理し，所管課へ送付すること。

イ 一般廃棄物処理届出書（し尿に係るものに

限る。）を受理し，所管課へ送付すること。

第２１条中「相談指導係」を「在宅福祉係 支援費サー

ビス係」に改める。

第２２条障害福祉課の項を次のように改める。

障害福祉課

在宅福祉係

! 身体障害者手帳及び療育手帳に関する事項

" 心身障害者児の相談，調査及び指導に関する

事項

支援費サービス係

心身障害者児の相談，調査及び指導に関する事

項

第２２条厚生福祉課保護第１係 保護第２係 保護第３

係 保護第４係 保護第５係の項中「申請」を「相談，

申請」に改める。

第２２条黒埼支所保健福祉課福祉係の項中第１号を削

り，第２号を第１号とし，同項第３号中「身体に障害の

ある児童又は知的障害のある児童」を「心身障害者児」

に改め，同号を同項第２号とする。

第２５条総務課医務薬事係の項第７号中「採血及び供血

あつせん業取締」を「安全な血液製剤の安定供給の確保

等」に改める。

第２章第３節第６款の２を次のように改める。

第６款の２ 削除

第３２条及び第３２条の２ 削除

第２章第３節第１６款の款名を次のように改める。

第１６款 土木事務所

第５２条第２項を削る。

第５３条第１項維持管理課管理係の項第６号中「黒埼支

所建設課」の次に「及び黒埼支所下水道課」を加え，同

条第２項を削る。

第５７条の４を削り，第５７条の５を第５７条の４とする。

第５８条の３第１項中「企画財政局企画部」の次に「及

び広域合併推進部」を加える。

第６４条第１項の表郷土資料館の項及び弁天線建設事務

所の項を削る。

第６５条第４項中「郷土資料館に主任を，園芸センター，

こども相談センター」を「園芸センター及びこども相談

センター」に改める。

第７１条中「，ワールドカップ総合対策室長」及び「ワー

ルドカップ総合対策室長補佐・」を削る。

第７２条の表郷土資料館の項を削り，同表消費生活セン

ターの項中「係長」を「最上席の職員」に改め，同表弁

天線工事事務所の項を削る。

第７７条第５項中「並びに」を「及び」に改め，「及び教

育委員会黒埼教育事務所学校教育課」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

（新潟市歴史資料及び文学資料取得基金条例施行規則の

一部改正）

２ 新潟市歴史資料及び文学資料取得基金条例施行規則

（平成６年新潟市規則第２２号）の一部を次のように改

正する。

第４条第２項中「郷土資料館長」を「総務局国際文

化部歴史文化課長」に改める。

（旧新潟税関庁舎等管理条例施行規則の一部改正）

３ 旧新潟税関庁舎等管理条例施行規則（平成１１年新潟

市規則第４３号）の一部を次のように改正する。

第６条中「新潟市郷土資料館長」を「総務局国際文

化部歴史文化課長」に改める。

別記様式第８号（裏）中「・郷土資料館」を削る。

新潟市黒埼支所組織規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１５号

新潟市黒埼支所組織規則の一部を改正する規則

新潟市黒埼支所組織規則（平成１２年新潟市規則第９６

号）の一部を次のように改正する。

第３条総務課の項中「管理係」を「計画管理係」に改

め，同条計画推進課の項を削る。

第４条総務課管理係の項中「管理係」を「計画管理係」

に改め，同項に次の２号を加える。

$ 合併建設計画の推進に関する事項

% 合併建設計画の調整に関する事項

第４条計画推進課の項を削り，同条税務課国保介護収

納係の項に次の１号を加える。

& 市税等の収納に関する事項

第４条市民課戸籍住民係の項第１号中「住民異動届，
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印鑑登録及び諸証明に係る申請書」を「印鑑登録，住民

基本台帳カード及び諸証明に係る申請書並びに住民異動

届」に改め，同項第４号中「諸証明」を「の諸証明書及

び住民基本台帳カード」に改め，同条保健福祉課福祉係

の項第７号を次のように改める。

& 心身障害者児に係る支援費の支給に関する事項

第４条保健福祉課福祉係の項中第１３号を削り，第１２号

を第１３号とし，第８号から第１１号までを１号ずつ繰り下

げ，第７号の次に次の１号を加える。

' 居宅介護，施設入所等の措置に関する事項

第４条保健福祉課保健係の項に次の１号を加える。

% 国民健康保険事業に関する事項

第４条下水道課管理係の項第４号中「に係る申請書の

受付」を削る。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市民病院組織規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１６号

新潟市民病院組織規則の一部を改正する規則

新潟市民病院組織規則（昭和４８年新潟市規則第２０号）

の一部を次のように改正する。

第２条中「室，部」を「部」に，「，部の科及び部の室」

を「並びに部の室及び科」に改め，同条事務局総務課の

項中「栄養管理係」を削り，同条教育研修室の項及び治

験管理室の項を削り，同条事務局の項の次に次のように

加える。

教育研修部

教育研修室

医療情報部

病歴室 医療情報室

医療管理部

広報広聴室 医療安全管理室 感染制御室 治験管

理室

地域医療部

健康管理室 地域医療室

第２条診療部の項中「第１内科 第２内科 第３内

科」を「血液科 内分泌代謝科 腎膠原病科」に，「循環

器科」を「循環器科 総合診療科」に，「総合診療科 感

染症室 内視鏡室」を「感染症科 病理科 光学医療室

血液浄化治療室 輸血室」に改め，同条中中央手術部

臨床工学室の項，診療情報部の項及び地域医療部の項を

削り，中央検査部の項から中央放射線部の項までを削

り，薬剤部の項の次に次のように加える。

医療技術部

臨床工学科 臨床検査科 病理検査科 放射線技術

科 リハビリテーション技術科 診療技術科 栄養

管理科

第３条中「室，部」を「部」に，「，部の科及び部の室」

を「並びに部の室及び科」に改め，同条事務局総務課企

画総務係の項中第４号を削り，第５号を第４号とし，第

６号を第５号とし，同条中事務局総務課栄養管理係の項

を削り，「教育研修室」を

「教育研修部

教育研修室」に改め，治験管理室の項を次のように改

める。

医療情報部

病 歴 室

! 診療録の整理保管に関する事項

" X線フィルム等検査記録の整理保管に関する

事項

# 病名管理に関する事項

医療情報室

! 医療情報に係る電算事務の総合管理に関する

事項

" 疾病統計に関する事項

# 資料制作業務に関する事項

医療管理部

広報広聴室

! 病院の広報に関する事項

" 患者の相談窓口に関する事項

# その他病院の広聴に関する事項

医療安全管理室

! 医療事故防止対策に関する事項

" リスクマネジメントに関する事項

# その他医療安全の推進に関する事項

感染制御室

! 院内感染の防止に関する事項

" 感染症病床の管理及び運営に関する事項

# 医療廃棄物の取扱いに関する事項

治験管理室

! 医薬品等の臨床試験及び市販後調査（以下「治

験等」という。）の実施に関する事項

" 治験等の契約に関する事項

# 治験審査部会事務局の運営に関する事項

$ その他治験等に関する事項

地域医療部

健康管理室

! 人間ドックに関する事項

" 健康診査及び健康診断に関する事項

地域医療室

! 継続医療に関する事項

" 病院と病院及び病院と診療所の連携に関する
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「
教育研修室 室長

治験管理室 室長
」

「
教育研修部 部長

教育研修部の室 室長

医療情報部 部長

医療情報部の室 室長

医療管理部 部長

医療管理部の室 室長

地域医療部 部長

地域医療部の室 室長
」

「
薬剤部 部長及び主任

中央検査部 部長及び主任

中央検査部の室 室長

臨床病理部 部長及び主任

中央放射線部 部長及び主任
」

「
薬剤部 部長

医療技術部 部長

医療技術部の科 科長
」

事務局 局次長，参事

課 副参事，課長補佐，主幹及び主査

教育研修部 医療参事及び副参事

教育研修部の室 主幹，主任及び主査

医療情報部 医療参事及び副参事

医療情報部の室 主幹，主任及び主査

医療管理部 医療参事及び副参事

医療管理部の室 主幹，主任及び主査

事項

# 医療福祉相談に関する事項

第３条診療部の項中「感染症室 内視鏡室」を「各室」

に改め，同条中中央手術部臨床工学室の項，診療情報部

の項及び地域医療部の項を削り，中央検査部の項から中

央放射線部の項までを削り，薬剤部の項の次に次のよう

に加える。

医療技術部

臨床工学科

! 医療機器の管理及び操作に関する事項

" 血液浄化治療室の管理及び運営に関する事項

臨床検査科

! 生化学検査，血液学的検査，微生物検査及び

免疫血清学的検査に関する事項

" 生理機能検査に関する事項

# 検査用器材の出納保管に関する事項

$ 検査室の管理に関する事項

% 新鮮血に関する事項

& 保存血の出納保管に関する事項

' 各種血液製剤の作成に関する事項

( 輸血室の管理に関する事項

病理検査科

! 病理学的検査及び診断並びに細胞診断に関す

る事項

" 染色標本，ブロック，病理診断書その他の病

理学的研究資料の整理保管に関する事項

# 病理学的研究，指導等に関する事項

$ 剖検に関する事項

% 病理検査室及び剖検室の管理に関する事項

放射線技術科

! 放射線撮影及び照射に関する事項

" 放射線用器材の出納保管に関する事項

# 放射線室の管理に関する事項

$ MRI室の管理及び運営に関する事項

リハビリテーション技術科

! 理学療法に関する事項

" 作業療法に関する事項

# あん摩マッサージ指圧に関する事項

$ 言語訓練に関する事項

診療技術科

! 視能訓練に関する事項

" 聴力検査に関する事項

# 歯科技工に関する事項

$ 歯科衛生に関する事項

% 臨床心理に関する事項

栄養管理科

! 給食材料の購入及び出納保管に関する事項

" 調理及び配膳に関する事項

# 栄養指導に関する事項

$ 給食室の管理に関する事項

% その他給食に関する事項

第４条及び第５条中「室，部」を「部」に，「及び部の

室」を「並びに部の室及び科」に改める。

第６条第２項の表中

を

に改め，中央手術部の室の項から地域医療部の室の項ま

でを削り，

を

に改め，同条第３項の表を次のように改める。
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地域医療部 医療参事及び副参事

地域医療部の室 主幹，主任及び主査

診療部 医療参事

診療部の科及び室 科副部長及び医長

救命救急センター 医療参事，副センター長及び医長

新生児医療センター 医療参事，副センター長及び医長

中央手術部 医療参事，副部長及び医長

看護部 副参事，副部長，主幹，副看護師長及び主査

薬剤部 副参事，副部長，主幹，主任及び主査

医療技術部 医療参事及び副参事

医療技術部の科 技師長，主幹，医長，主任及び主査

附属大山台診療所 主幹，主任，副看護師長及び主査

１ 新潟市下水道条例（平成７年新潟市条例第３２号）
及び新潟市地域下水道条例（昭和５８年新潟市条例第
７号）に規定する使用料の徴収に関する事務。ただ
し，新潟市下水道条例第２２条第１項第２号及び第４
号に規定する事務並びに新潟市地域下水道条例第７
条の規定により例によることとされるそれらの事務
を除く。

２ ガス事業の廃止に伴う清算に係る事務
! 新潟市ガス事業会計決算の調整に関すること。
" ガス事業清算事業会計予算に係る事務のうち次
に掲げるもの
ア 議会の議決を経るべき事件の原案の作成に関
すること。

イ 予算執行に関すること。
# ガス事業の廃止に伴い市長が保管することとな
つた財産（有形固定資産に限る。）の保管に関する
こと。

第７条第９項中「副部長」の次に「，科長」を加える。

第８条の表副院長の項中「科部長」の次に「，室長」

を加え，「技師長」を「科長」に改め，同表部長の項中

「科部長」の次に「，室長」を加え，「技師長」を「科長」

に改め，「，室長」を削り，「及び主任」を「，技師長及

び最上席の職員」に改める。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市事務委任規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１７号

新潟市事務委任規則の一部を改正する規則

新潟市事務委任規則（昭和４４年新潟市規則第３１号）の

一部を次のように改正する。

別表第１ １第１２項第１５号を次のように改める。

$ 政令第４条第３項又は第４条の２の規定による許

可証の返納を受けること。

別表第１ １第１２項第１６号中「薬事法施行令（昭和３６

年政令第１１号）」を「政令」に改める。

別表第１ １第１８項第７号及び同表１第１９項第７号中

「第４条」を「第５条」に改め，同表１第２８項第２号中

「申請書」の次に「及び変更の届出」を加え，「，及び」

を「並びに」に改め，同表１第３４項第１８号を次のように

改める。

% 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

（以下この号において「法」という。）に基づく事務

のうち次に掲げるもの

ア 法第１２条の２第１項の規定による登録を行うこ

と。

イ 法第１２条の４の規定により登録を取り消すこ

と。

ウ 法第１２条の５第１項の規定による報告の徴収及

び立入検査を行うこと。

エ 法施行規則第３３条第１項の規定による氏名等の

変更又は事業の廃止の届出を受理すること。

別表第１ ２第２項中「第１８条」を「第１７条の２第１

項」に改める。

別表第２ ２を次のように改める。

２ 水道局長に係る事務委任事項表

別表第３ １中第９項を削り，第１０項を第９とし，第

１１項から第１３項までを１項ずつ繰り上げる。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１８号

新潟市屋外広告物条例施行規則の一部を改正す

る規則

新潟市屋外広告物条例施行規則（平成８年新潟市規則

第１７号）の一部を次のように改正する。

第１８条第１項第４号中「終了した」を「修了した」に，

「第６２条第１項」を「第４４条第１項」に改める。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

旅館業施行細則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成１５年３月２５日

平成１５年４月１５日 第７２２号 41新 潟 市 公 報



利 用 者 世 帯 の 階 層 区 分
利用者負担額

派遣時間１時間当たり

A
生計中心者の前年所得税課税年額が１０，０００円
以下の世帯

２５０円

B
生計中心者の前年所得税課税年額が１０，００１円
以上３０，０００円以下の世帯

４００円

C
生計中心者の前年所得税課税年額が３０，００１円
以上８０，０００円以下の世帯

６５０円

D
生計中心者の前年所得税課税年額が８０，００１円
以上１４０，０００円以下の世帯

８５０円

E
生計中心者の前年所得税課税年額が１４０，００１
円以上の世帯

９５０円

「
現在の派遣手数料の額 派遣時間１時間につき金 円

派遣回数１回につき 金 円
」

「
現在の派遣手数料の額 派遣時間１時間につき金 円

」

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１９号

旅館業施行細則の一部を改正する規則

旅館業法施行細則（昭和５５年新潟市規則第３１号）の一

部を次のように改正する。

第１条中「，旅館業法施行令（昭和３２年政令第１５２号。

以下「政令」という。）」を削る。

第６条から第１０条までを削り，第１１条を第６条とし，

第１２条を第７条とし，第１３条を第８条とする。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市身体障害者デイサービスセンター条例施行規則

をここに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第２０号

新潟市身体障害者デイサービスセンター条例施

行規則

（趣 旨）

第１条 この規則は，新潟市身体障害者デイサービスセ

ンター条例（平成１５年新潟市条例第４号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（休館日）

第２条 新潟市身体障害者デイサービスセンター（以下

「センター」という。）の休館日は，次に掲げるとおり

とする。

! 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たる場合は，

その翌日）

" １２月２９日から翌年１月３日まで

２ 前項の規定にかかわらず，市長が特に必要があると

認める場合は，臨時にこれを変更することができる。

（利用時間）

第３条 センターの利用時間は，午前９時から午後５時

までとする。ただし，市長が特に必要があると認める

場合は，臨時にこれを変更することができる。

（その他）

第４条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行

に関し必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第２１号

新潟市ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則

の一部を改正する規則

新潟市ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則（昭和

５８年新潟市規則第２６号）の一部を次のように改正する。

第２条中「第４条第１項」を「第４条第１項第２号」

に改める。

第３条第１項中「に規定する」を「の規定により」に

改め，「徴収する」の次に「同条第１項第２号の」を加え，

「又は派遣回数」を削る。

第３条第２項中「又は派遣回数」及び「又は回数」を

削る。

別表を次のように改める。

別表（第２条関係）

備考 この表を適用する場合において，１月１日から３

月３１日までの間は，「前年所得税課税年額」とあるの

は，「前々年所得税課税年額」と読み替えるものとす

る。

別記様式中「新潟市長 様」を「（あて先）新潟市長」

に，

を

に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第２条，第３条第１項及び別表の規定は，

平成１５年４月分の派遣手数料から適用し，同年３月分

までの派遣手数料については，なお従前の例による。
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「
□公用車使用 □グリーン料金支給 □研修計算により日額
旅費は 割支給 □低廉施設利用の為日当宿泊料は 割支給
□キャンプ計算により日額旅費を支給

」

「

」

新潟市旅費条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第２２号

新潟市旅費条例施行規則の一部を改正する規則

新潟市旅費条例施行規則（昭和３２年新潟市規則第５１

号）の一部を次のように改正する。

第１１条の次に次の１条を加える。

（宿泊料の特例）

第１１条の２ 条例第１７条第１項ただし書に規定する規則

で定める場合は，職員が宿泊場所を指定された場合と

する。

第１２条第１項中「潟東村」の次に「，小須戸町，月潟

村，中之口村，岩室村」を加える。

第１３条第１項に次のただし書を加える。

ただし，第１１条の２の規定に該当する場合は，この

限りでない。

第１３条第２項中「職員が第１項」を「前項本文」に改

め，「研修等に出席するため，８日以上市外へ出張する」

を削り，「前項」を「同項」に改める。

第１５条の次に次の１条を加える。

（その他）

第１６条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行

に関し必要な事項は，市長が別に定める。

別記様式第１号中

を

に改める。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市老人憩の家条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第２３号

新潟市老人憩の家条例施行規則の一部を改正す

る規則

新潟市老人憩の家条例施行規則（昭和５２年新潟市規則

第５２号）の一部を次のように改正する。

別記様式第３号裏中「敬老の日は前日」を「祝日が月

曜日の場合は，火曜日」に改め，「３日」の次に「，５月

４日」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際，残存する用紙については，当

分の間，これを適宜修正して使用することができる。

新潟市美術館条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第２４号

新潟市美術館条例施行規則の一部を改正する規

則

新潟市美術館条例施行規則（平成１１年新潟市規則第３３

号）の一部を次のように改正する。

第２条中「午前９時から午後４時３０分」を「午前９時

３０分から午後６時」に改める。

第６条の見出し中「取消し」を「取止め」に改め，同

条中「取り消そう」を「取り止めよう」に，「取消申出書」

を「取止申出書」に改める。

別表第３備考１中「午前９時」を「午前９時３０分」に，

「午後４時３０分」を「午後６時」に改める。

別記様式第１号及び別記様式第２号中「新潟市長

様」を「（あて先）新潟市長」に改める。

別記様式第３号及び別記様式第４号中「取消申出書」

を「取止申出書」に，「新潟市長 様」を「（あて先）新

潟市長」に，「取消」を「取止」に改める。

別記様式第９号，別記様式第１１号及び別記様式第１３号

中「新潟市長 様」を「（あて先）新潟市長」に改める。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市都市計画法施行細則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成１５年３月２６日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第２５号

新潟市都市計画法施行細則の一部を改正する規

則

新潟市都市計画法施行細則（平成８年新潟市規則第１５

号）の一部を次のように改正する。

第１条の２を削る。

附 則
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「

処

理

欄

課長 補佐 係長 担当 受理
年 月 日

決定
年 月 日

次のとおり決定してよいでしようか。
□公開
□非公開：□全部 □一部

（第 条 号該当）

通知
年 月 日

公開
年 月 日
公開時間

時～ 時

注：! 太線の中は，記入しないでください。
" □のある欄には，該当する□に「$」印を記入してく
ださい。 」

「

処

理

欄

課長 補佐 係長 担当 受理
年 月 日
決定
年 月 日

次のとおり決定してよいでしようか。
□ 公開
□ 非公開：□ 全部 □ 一部（第６条第 号該当）

通知
年 月 日
公開
年 月 日

注１ 太線の中は，記入しないでください。
２ □のある欄には，該当する□に「$」印を記入してくだ
さい。 」

「
決 定 区 分

□ 公開
下欄太枠内の１
～３に記入

□ 一部非公開
下欄太枠内の１
～６に記入

□ 全部非公開
下欄太枠内の５，
６に記入

１請求区分 □公文書の閲覧 □公文書の写しの交付（□ 郵送希望）

２公開の日時 午前 午前
年 月 日 時 分から 時 分まで

午後 午後

３公開の場所 局 部 課

４公開できない
部分の概要

５公開できない
理由

新潟市情報公開条例第６条第 号該当
（具体的な理由）

６上記理由がな
くなる日

□ 有
年 月 日

（この日以後に改めて請求してください。）

□ 無

担 当 課 局 部 課 係
電話 （内線 ）

注：! この決定に不服がある場合は，この決定があつたこと
を知つた日の翌日から起算して６０日以内に市長に対して
異議申立てをすることができます。
" 公文書の公開を受ける際には，この通知書を係員に提
示してください。
# 公文書の写しの交付を郵送希望した場合は，「２ 公開
の日時」欄及び「３ 公開の場所」欄は空欄となります。 」

「
決 定 区 分 □ 公開

下欄１～３に記入
□ 一部非公開
下欄１～６に記入

□ 全部非公開
下欄５，６に記入

１公開の方法 □ 公文書の閲覧，視聴
□ 公文書写しの交付（□ 郵送）

２公開の日時 年 月 日（ ） 午前
午後 時 分

３公開の場所 局 部 課

４公開できない
部分の概要

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第２６号

新潟市職員の公益法人等への職員の派遣等に関

する規則の一部を改正する規則

新潟市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する規

則（平成１４年新潟市規則第３７号）の一部を次のように改

正する。

第２条第１項第１３号を削る。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第２７号

新潟市情報公開条例施行規則の一部を改正する

規則

新潟市情報公開条例施行規則（昭和６２年新潟市規則第

５号）の一部を次のように改正する。

第４条の次に次の１条を加える。

（不服申立て）

第４条の２ 条例第９条第１項に規定する決定に係る行

政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）による不服申立

ては，情報公開・個人情報保護に係る異議申立書（別

記様式第４号の２）により行うものとする。

２ 前項の規定による異議申立てを取り下げるときは，

情報公開・個人情報保護に係る異議申立取下書（別記

様式第４号の３）により行うものとする。

３ 異議申立てについての決定は，情報公開・個人情報

保護に係る異議申立てに対する決定書（別記様式第４

号の４）により行うものとする。

別記様式第１号中

を

に改める。

別記様式第３号中

を
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５公開できない
理由

新潟市情報公開条例第６条第 号該当
（具体的な理由）

６上記理由がな
くなる日

□ 有 ： 年 月 日
（この日以後に改めて請求してください。）

□ 無

担 当 課 局 部 課 係
電話 （内線 ）

注１ 公文書の公開（郵送によるものを除く。）を受ける際に
は，この通知書を持つて，指定の日時に指定の場所に来て
ください。指定日時に来られない場合は，あらかじめ担当
課へご連絡ください。
２ この決定に不服がある場合は，行政不服審査法の規定に
より，この決定があつたことを知つた日の翌日から起算し
て６０日以内に，新潟市長に対して異議申立てをすることが
できます（異議申立書は，新潟市情報公開条例施行規則別
記様式第４号の２「情報公開・個人情報保護に係る異議申
立書」を利用してください。）。 」

に改める。

別記様式第４号の次に次の３様式を加える。

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
に
係
る
異
議
申
立
書

年
月

日
（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

〒 住
所

連
絡
先
電
話
番
号

異
議
申
立
人

氏
名

（
名

称
）

印

年
齢

歳

※
異
議
申
立
人
が
法
人
又
は
法
人
で
な
い
社
団
若
し
く
は
財
団
で
あ
る
場
合
又
は

共
同
で
異
議
申
立
て
を
す
る
場
合
は
，
下
記
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
ら
の
代
表
者
，

管
理
人
，
総
代
又
は

代
理
人

区
分

１
代
表
者

２
管
理
人

３
総
代

４
代
理
人

（
該
当
す
る
番
号
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。）

〒 住
所

連
絡
先
電
話
番
号

氏
名

印

次
の
と
お
り
異
議
を
申
し
立
て
ま
す
。

１
異
議
申
立
て
に
係
る
処
分（
該
当
す
る
□
に
!
印
を
付
け
，
必
要
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

□
情
報
公
開
請
求

年
月

日
付
け

第
号
の

公
開
・
非
公
開
決
定
通
知
書
に
よ
る
処
分

□
個
人
情
報
開
示
請
求

年
月

日
付
け

第
号
の

個
人
情
報
開
示
・
不
開
示
決
定
通
知
書
に
よ
る
処
分

□
個
人
情
報
訂
正
請
求

年
月

日
付
け

第
号
の

個
人
情
報
訂
正
・
不
訂
正
決
定
通
知
書
に
よ
る
処
分

２
異
議
申
立
て
に
係
る
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
年
月
日
（
決
定
通
知
書
が
届
い
た
日
）

年
月

日
３

処
分
庁
の
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
の
教
示
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
（
該
当
す
る
□
に
!
印
を
付
け

て
く
だ
さ
い
。）

□
有

教
示
の
内
容

「
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
，
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
り
，
こ
の
決
定
が

あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６０
日
以
内
に
，
新
潟
市
長
に
対
し
て
異

議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。」
（
決
定
通
知
書
の
注
の
記
載
内
容
）

□
無

※
裏
面
あ
り

（
表
）

別
記
様
式
第
４
号
の
２
（
第
４
条
の
２
関
係
）
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４
異
議
申
立
て
の
趣
旨
及
び
理
由

①
趣
旨

②
理
由

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
に
係
る
異
議
申
立
取
下
書

年
月

日
（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

〒 住
所

連
絡
先
電
話
番
号

異
議
申
立
人

氏
名

（
名

称
）

印

年
齢

歳

※
異
議
申
立
人
が
法
人
又
は
法
人
で
な
い
社
団
若
し
く
は
財
団
で
あ
る
場
合
又
は

共
同
で
異
議
申
立
て
を
す
る
場
合
は
，
下
記
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
ら
の
代
表
者
，

管
理
人
，
総
代
又
は

代
理
人

区
分

１
代
表
者

２
管
理
人

３
総
代

４
代
理
人

（
該
当
す
る
番
号
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。）

〒 住
所

連
絡
先
電
話
番
号

氏
名

印

次
の
と
お
り
異
議
申
立
て
を
取
り
下
げ
ま
す
。

１
取
り
下
げ
る
異
議
申
立
て

年
月

日
に
行
つ
た
異
議
申
立
て

２
取
り
下
げ
る
異
議
申
立
て
に
係
る
処
分
（
該
当
す
る
□
に
!
印
を
付
け
，
必
要
事
項
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。）

□
情
報
公
開
請
求

年
月

日
付
け

第
号
の

公
開
・
非
公
開
決
定
通
知
書
に
よ
る
処
分

□
個
人
情
報
開
示
請
求

年
月

日
付
け

第
号
の

個
人
情
報
開
示
・
不
開
示
決
定
通
知
書
に
よ
る
処
分

□
個
人
情
報
訂
正
請
求

年
月

日
付
け

第
号
の

個
人
情
報
訂
正
・
不
訂
正
決
定
通
知
書
に
よ
る
処
分

（
裏
）

別
記
様
式
第
４
号
の
３
（
第
４
条
の
２
関
係
）
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附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第２８号

新潟市個人情報保護条例施行規則の一部を改正

する規則

新潟市個人情報保護条例施行規則（平成１３年新潟市規

則第３２号）の一部を次のように改正する。

第１１条の次に次の１条を加える。

（不服申立て）

第１１条の２ 条例第１７条第１項又は第２１条第１項に規定

する決定に係る行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０

号）による不服申立ては，別記様式第６号の２の情報

公開・個人情報保護に係る異議申立書によるものとす

る。

２ 前項の規定による異議申立ての取下げは，別記様式

第６号の３の情報公開・個人情報保護に係る異議申立

取下書によるものとする。

３ 異議申立てについての決定は，別記様式第６号の４

の情報公開・個人情報保護に係る異議申立てに対する

決定書によるものとする。

別記様式第３号中「第 号」を「第 号の 」に

改め，同様式注１中「場合は」の次に「，行政不服審査

法の規定により」を，「できます」の次に「（異議申立書

は，新潟市個人情報保護条例施行規則別記様式第６号の

２「情報公開・個人情報保護に係る異議申立書」を利用

してください。）」を加える。

別記様式第６号の次に次の３様式を加える。

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
に
係
る
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
書 第

号
の

年
月

日

異
議
申
立
人

住
所

氏
名

様

参
加

人
住

所
氏

名
様

新
潟
市
長

（
担
当

）

異
議
申
立
人
か
ら

年
月

日
付
け
で
提
起
さ
れ
た

年
月

日
付
け

第
号
の

決
定
通
知
書
に
よ
る
処
分
に
係
る
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
，
次
の
と
お
り
決
定
し
ま
す
。

１
決
定
内
容

２
決
定
理
由

別
記
様
式
第
４
号
の
４
（
第
４
条
の
２
関
係
）
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情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
に
係
る
異
議
申
立
書

年
月

日
（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

〒 住
所

連
絡
先
電
話
番
号

異
議
申
立
人

氏
名

（
名

称
）

印

年
齢

歳

※
異
議
申
立
人
が
法
人
又
は
法
人
で
な
い
社
団
若
し
く
は
財
団
で
あ
る
場
合
又
は

共
同
で
異
議
申
立
て
を
す
る
場
合
は
，
下
記
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
ら
の
代
表
者
，

管
理
人
，
総
代
又
は

代
理
人

区
分

１
代
表
者

２
管
理
人

３
総
代

４
代
理
人

（
該
当
す
る
番
号
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。）

〒 住
所

連
絡
先
電
話
番
号

氏
名

印

次
の
と
お
り
異
議
を
申
し
立
て
ま
す
。

１
異
議
申
立
て
に
係
る
処
分（
該
当
す
る
□
に
!
印
を
付
け
，
必
要
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

□
情
報
公
開
請
求

年
月

日
付
け

第
号
の

公
開
・
非
公
開
決
定
通
知
書
に
よ
る
処
分

□
個
人
情
報
開
示
請
求

年
月

日
付
け

第
号
の

個
人
情
報
開
示
・
不
開
示
決
定
通
知
書
に
よ
る
処
分

□
個
人
情
報
訂
正
請
求

年
月

日
付
け

第
号
の

個
人
情
報
訂
正
・
不
訂
正
決
定
通
知
書
に
よ
る
処
分

２
異
議
申
立
て
に
係
る
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
年
月
日
（
決
定
通
知
書
が
届
い
た
日
）

年
月

日
３

処
分
庁
の
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
の
教
示
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
（
該
当
す
る
□
に
!
印
を
付
け

て
く
だ
さ
い
。）

□
有

教
示
の
内
容

「
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
，
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
り
，
こ
の
決
定
が

あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６０
日
以
内
に
，
新
潟
市
長
に
対
し
て
異

議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。」
（
決
定
通
知
書
の
注
の
記
載
内
容
）

□
無

※
裏
面
あ
り

４
異
議
申
立
て
の
趣
旨
及
び
理
由

①
趣
旨

②
理
由

（
表
）

別
記
様
式
第
６
号
の
２
（
第
１１
条
の
２
関
係
）

（
裏
）

48 平成１５年４月１５日 第７２２号 新 潟 市 公 報



情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
に
係
る
異
議
申
立
取
下
書

年
月

日
（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

〒 住
所

連
絡
先
電
話
番
号

異
議
申
立
人

氏
名

（
名

称
）

印

年
齢

歳

※
異
議
申
立
人
が
法
人
又
は
法
人
で
な
い
社
団
若
し
く
は
財
団
で
あ
る
場
合
又
は

共
同
で
異
議
申
立
て
を
す
る
場
合
は
，
下
記
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
ら
の
代
表
者
，

管
理
人
，
総
代
又
は

代
理
人

区
分

１
代
表
者

２
管
理
人

３
総
代

４
代
理
人

（
該
当
す
る
番
号
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。）

〒 住
所

連
絡
先
電
話
番
号

氏
名

印

次
の
と
お
り
異
議
申
立
て
を
取
り
下
げ
ま
す
。

１
取
り
下
げ
る
異
議
申
立
て

年
月

日
に
行
っ
た
異
議
申
立
て

２
取
り
下
げ
る
異
議
申
立
て
に
係
る
処
分
（
該
当
す
る
□
に
!
印
を
付
け
，
必
要
事
項
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。）

□
情
報
公
開
請
求

年
月

日
付
け

第
号
の

公
開
・
非
公
開
決
定
通
知
書
に
よ
る
処
分

□
個
人
情
報
開
示
請
求

年
月

日
付
け

第
号
の

個
人
情
報
開
示
・
不
開
示
決
定
通
知
書
に
よ
る
処
分

□
個
人
情
報
訂
正
請
求

年
月

日
付
け

第
号
の

個
人
情
報
訂
正
・
不
訂
正
決
定
通
知
書
に
よ
る
処
分

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
に
係
る
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
書 第

号
の

年
月

日

異
議
申
立
人

住
所

氏
名

様

参
加

人
住

所
氏

名
様

新
潟
市
長

（
担
当

）

異
議
申
立
人
か
ら

年
月

日
付
け
で
提
起
さ
れ
た

年
月

日
付
け

第
号
の

決
定
通
知
書
に
よ
る
処
分
に
係
る
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
，
次
の
と
お
り
決
定
し
ま
す
。

１
決
定
内
容

２
決
定
理
由

別
記
様
式
第
６
号
の
３
（
第
１１
条
の
２
関
係
）

別
記
様
式
第
６
号
の
４
（
第
１１
条
の
２
関
係
）
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「
# HIV－１，２抗体価検査
$ HCV抗体価検査
% HCV核酸同定検査
& HBs抗原反応検査

１件につき
１件につき
１件につき
１件につき

１，２８０
１，２８０
３，８４０
３００

」

を

「
# クラミジアトラコマチス抗体価検査
$ HIV－１，２抗体価検査
% HCV抗体価検査
& HCV核酸同定検査
' HBs抗原反応検査

１件につき
１件につき
１件につき
１件につき
１件につき

２，３２０
１，２８０
１，２８０
３，８４０
３００

」

に

「
１，３３０
７３０
１，３００
７００
１，２８０
６８０
１，２４０
６４０
６３０
１１０

を

「
１，３２０
７２０
１，２９０
６９０
１，２７０
６７０
１，２４０
６４０
６２０
１１０

に改める。

２２０
１１０

」

２１０
１００

」

「

備 考

」

を

「
備 考

に
受給資格の認定に際し必要な所得の状況について，住民税課税
台帳等を閲覧することに同意します。
住所 氏名 印

（本人が署名した場合は押印は不要です。）
」

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市保健所条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第２９号

新潟市保健所条例施行規則の一部を改正する規

則

新潟市保健所条例施行規則（平成７年新潟市規則第２１

号）の一部を次のように改正する。

別表中

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の新潟市保健所条例施行規則の規定は，この

規則の施行の日以後に利用する者について適用し，同

日前に利用した者については，なお従前の例による。

新潟市妊産婦及び乳幼児医療費助成規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第３０号

新潟市妊産婦及び乳幼児医療費助成規則の一部

を改正する規則

新潟市妊産婦及び乳幼児医療費助成規則（昭和５８年新

潟市規則第３０号）の一部を次のように改正する。

第４条第３号中イを削り，ウをイとし，エをウとし，

オをエとし，同条に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず，申請書に添えて提出する

書類により明らかすべき事項のうち公簿等により確認

できるものについて市長がその確認を行うことに同意

した受給資格を得ようとする者は，当該確認できる事

項を明らかにするために必要な書類を省略することが

できる。

第７条第１項第１号中「４歳に達した日の属する月を

経過した幼児及び」及び「（薬剤の支給に伴う一部負担金

を除く。）」を削り，同項第３号中「（４歳に達した日の属

する月を経過した幼児に係るものを除く。）」を削り，同

条第２項中「（幼児のうち，保護者が法第１７条第１項に規

定する公務員又は法第１８条第１項に規定する被用者以外

の者について，前年又は前前年の所得の額が，法第５条

第１項で定める額以上であるときは除く。）」を削る。

第８条第１項第２号中「（出生した日の属する月の翌々

月以後の医療費受給資格認定申請書の提出があつたとき

は，受給期間の始期は，当該申請のあつた日の属する月

の初日とする。）」を削り，同項第３号中「（１歳に達した

日の属する月の翌々月以後の医療費受給資格認定申請書

の提出があつたときは，受給期間の始期は，当該申請の

あつた日の属する月の初日とする。）」を削る。

第８条の次に次の１条を加える。

（医療費受給者証の有効期限）

第８条の２ 幼児の医療費受給者証の有効期限は，８月

３１日（その日前に助成対象期間が満了する場合は，そ

の満了する日）とする。

第９条中「８月」を「８月まで」に改め，「更新」の次

に「の手続き」を加える。

附則第３項中「かかわらず」の次に「，その者が３歳

に達した日の属する月の末日までは」を加える。

別記様式第１号"及び別記様式第３号"中

改める。

別記様式第５号!（表）中
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「
当 月 分 点 数 点

を
薬剤一部負担金 円

」
「

当月分点数 点 に改める。

」

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に初めて受給資格を申請した者の受給期間の始期は，

施行日以後の日とし，同日前に申請した者の受給期間

の始期は，なお従前の例による。

３ この規則の施行の際，残存する用紙については，当

分の間，これを適宜修正して使用することができる。

新潟市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第３１号

新潟市介護保険条例施行規則の一部を改正する

規則

新潟市介護保険条例施行規則（平成１２年新潟市規則第

４３号）の一部を次のように改正する。

第１４条中第２項を第３項とし，同条第１項中「介護保

険料減免申請書」を「介護保険料減免申請書（兼同意書）」

に改め，同項を同条第２項とし，同条に第１項として次

の１項を加える。

条例第１２条第１項第６号に規定する規則で定める要件

は，次に掲げるとおりとする。

! 第１号被保険者が介護保険法施行令（平成１０年政

令第４１２号）第３９条第１項第２号イに該当する者で，

その者が課される保険料額について同項第１号の区

分による割合を適用されてもなお生活保護法による

保護を必要とする状態にあり，又はこれに準ずるも

のとして市長が認める状態にあること。

" 被保険者が，減免を受けようとする保険料の賦課

期日の属する年度分の地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）に規定する市町村民税の課税において，同法

に規定する控除対象配偶者又は扶養親族でないこ

と。

# 被保険者及び当該被保険者の世帯に属する者が，

市税及び保険料を滞納していないこと。

別記様式第５号の２から別記様式第５号の４までを次

のように改める。
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年度 介護保険料特別徴収仮徴収開始通知書 年 月 日

被保険者 様

新潟市長

あなたの介護保険料（特別徴収 仮徴収額）を下記のとおり決定しましたので通知します。

介護保険料について

１ 賦課の根拠
介護保険料（以下「保険料」という。）は，介護保険法及び介護保険法施行令，
新潟市介護保険条例の規定により，本年度の４月１日現在の世帯状況等及び本
年度の市民税課税状況に基づき賦課されます。

２ 納付義務者
!特別徴収 年金保険者が，年金から保険料を天引し，被保険者に代わり市に

納付します。
"普通徴収 被保険者のほかに，被保険者の配偶者及び被保険者の属する世帯

の世帯主には連帯納付義務が生じます。

３ 保険料の期別納付額
!特別徴収 年金支給（偶数月年金支給日）時に，特別徴収（年金天引）され
ます。４月，６月，８月の期別納付額は，原則として，前年度の２月の期
割額と同額で仮徴収されます。１０月，１２月，２月の期別納付額は，保険料
（年額）から９月以前の納付額を差し引いて，残った納期で除した額とな
ります。各納期の１００円未満の端数については，１０月の期割額にまとめて徴
収されます。なお，６月及び８月期割額の減額以外の保険料変更について
は普通徴収への切換え又は還付等となります

"普通徴収 毎月末が納期となります。（１２月のみ２８日）
４月から６月までの期別納付額は，暫定賦課として，本年度の４月１日現
在の世帯状況等及び前年度の市民税課税状況に基づき算定されます。７月
以降の期別納付額は，保険料（年額）から６月以前の納付額を差し引いて，
残った納期で除した額となります。各納期の１００円未満の端数については，
７月の期別納付額にまとめて徴収されます。なお，保険料を変更したとき
は，別途算定して差額が徴収，充当又は還付されます。

４ 普通徴収の特例による修正の申出
本年度の保険料（確定保険料見込額）が，前年度の保険料の２分の１の額に
満たないと思われるときは，条例の規定により，この通知書を受け取った日か
ら３０日以内に，普通徴収の暫定賦課額の修正の申出をすることができます。

５ 仮徴収額の平準化について
特別徴収の仮徴収額は，原則として前年度２月期と同額ですが，年度内の各
納期の保険料額が，概ね均等になるように仮徴収期間の６月期及び８月期で減
額調整されることがあります。

６ 納期限までに保険料が完納されないとき
普通徴収において納期限までに納付されないと，納期限の翌日から納付の日
まで年１４．６％の割合で延滞金がかかります（納期限の翌日から１か月を経過す
る日までは，前年１１月３０日を経過するときにおける公定歩合に年４％を加算し
た割合か，年７．３％のいずれか低い方の割合で延滞金がかかります。）。
※延滞金の計算：保険料額の１，０００円未満は切捨て（保険料が２，０００円未満の場

合は計算しません。）。計算した延滞金の１００円未満は切捨て
（延滞金が１，０００円未満の場合は，徴収されません。）

※保険料を一定期間以上滞納した場合，保険給付の制限を受けることがあります。

７ 不服の申立て
この通知書に記載された事項について不服があるときは，この通知書を受け
取った日の翌日から起算して６０日以内に，新潟県介護保険審査会に対して審査
請求をすることができます。
新潟県介護保険審査会

新潟市新光町４番地１

被保険者番号及び徴収方法 特別徴収仮徴収額算定内訳

①前年度２月特別徴収保険料額 円
被保険者番号

徴収方法
（納付方法） ②４月分仮徴収額

（①と同額）
円

③標準的な仮徴収額合計
（②×３回）

円
特別徴収に関する事項

④年間期割額平準化等のための減額 円特別徴収対象年金
特別徴収義務者

⑤あなたの仮徴収額合計
（③－④）

円口座振替に関する事項（普通徴収の口座振替申込者）
金融機関・本支店名

※① 前年度の保険料確定通知書でご確認ください。
③ 仮徴収額は，原則として，４月，６月，８月とも同額です。
④ ③の額が，仮徴収上限額（暫定保険料年額の半額程度）を超
える場合は，６月期，８月期の仮徴収額を減額して，仮徴収
額合計額を暫定保険料年額の半額程度に調整します（ただ
し，４月分の仮徴収額は減額できません。）。
２月以降に生活保護を開始された場合なども減額調整します。

預金種別・口座番号
口座名義人

納期別保険料額

納期（月期）徴収方法 仮徴収保険料額 納 期

円

円

円

合 計 円

年度 介護保険料暫定通知書 年 月 日

被保険者 様

新潟市長

あなたの介護保険料（普通徴収 暫定保険料）を下記のとおり決定しましたので通知します。

介護保険料について

１ 賦課の根拠
介護保険料（以下「保険料」という。）は，介護保険法及び介護保険法施行令，
新潟市介護保険条例の規定により，本年度の４月１日現在の世帯状況等及び本
年度の市民税課税状況に基づき賦課されます。

２ 納付義務者
!特別徴収 年金保険者が，年金から保険料を天引し，被保険者に代わり市に

納付します。
"普通徴収 被保険者のほかに，被保険者の配偶者及び被保険者の属する世帯

の世帯主には連帯納付義務が生じます。

３ 保険料の期別納付額
!特別徴収 年金支給（偶数月年金支給日）時に，特別徴収（年金天引）され
ます。４月，６月，８月の期別納付額は，原則として，前年度の２月の期
割額と同額で仮徴収されます。１０月，１２月，２月の期別納付額は，保険料
（年額）から９月以前の納付額を差し引いて，残った納期で除した額とな
ります。各納期の１００円未満の端数については，１０月の期割額にまとめて徴
収されます。なお，６月及び８月期割額の減額以外の保険料変更について
は普通徴収への切換え又は還付等となります

"普通徴収 毎月末が納期となります。（１２月のみ２８日）
４月から６月までの期別納付額は，暫定賦課として，本年度の４月１日現
在の世帯状況等及び前年度の市民税課税状況に基づき算定されます。７月
以降の期別納付額は，保険料（年額）から６月以前の納付額を差し引いて，
残った納期で除した額となります。各納期の１００円未満の端数については，
７月の期別納付額にまとめて徴収されます。なお，保険料を変更したとき
は，別途算定して差額が徴収，充当又は還付されます。

４ 普通徴収の特例による修正の申出
本年度の保険料（確定保険料見込額）が，前年度の保険料の２分の１の額に
満たないと思われるときは，条例の規定により，この通知書を受け取った日か
ら３０日以内に，普通徴収の暫定賦課額の修正の申出をすることができます。

５ 仮徴収額の平準化について
特別徴収の仮徴収額は，原則として前年度２月期と同額ですが，年度内の各
納期の保険料額が，概ね均等になるように仮徴収期間の６月期及び８月期で減
額調整されることがあります。

６ 納期限までに保険料が完納されないとき
普通徴収において納期限までに納付されないと，納期限の翌日から納付の日
まで年１４．６％の割合で延滞金がかかります（納期限の翌日から１か月を経過す
る日までは，前年１１月３０日を経過するときにおける公定歩合に年４％を加算し
た割合か，年７．３％のいずれか低い方の割合で延滞金がかかります。）。
※延滞金の計算：保険料額の１，０００円未満は切捨て（保険料が２，０００円未満の場

合は計算しません。）。計算した延滞金の１００円未満は切捨て
（延滞金が１，０００円未満の場合は，徴収されません。）

※保険料を一定期間以上滞納した場合，保険給付の制限を受けることがあります。

７ 不服の申立て
この通知書に記載された事項について不服があるときは，この通知書を受け
取った日の翌日から起算して６０日以内に，新潟県介護保険審査会に対して審査
請求をすることができます。

新潟県介護保険審査会
新潟市新光町４番地１

被保険者番号及び徴収方法 普通徴収暫定保険料算定内訳

①暫定保険料年額 円
被保険者番号

徴収方法
（納付方法） ②本年度加入予定月数 月

③標準的な暫定保険料月額
①÷②

円
特別徴収に関する事項

④条例第６条による減額（月額） 円特別徴収対象年金
特別徴収義務者

⑤
（③－④）×３か月

あなたの暫定保険料額合計 円口座振替に関する事項（普通徴収の口座振替申込者）
金融機関・本支店名 ※③ 保険料額は１００円未満切捨て
預金種別・口座番号
口座名義人

暫定保険料の保険料段階区分
納期別保険料額暫定保険料段階

暫定保険料年額 円
納期（月期）徴収方法 暫定保険料額 納 期

区分
の根
拠

老齢福祉年金受給又は生活保護受給

円世帯全体での市民税課税状況

あなたの市民税課税状況

円あなたの市民税合計所得金額状況

円
暫定保険料段階は，本年度４月１日現在の世帯状況等及

び前年度の市民税課税状況により算定された見込額です。
７月には，本年度の確定保険料を通知します。確定保険

料額から暫定賦課額を除いた額は，７月以降，普通徴収又
は特別徴収されます。

合 計 円

暫定保険料の保険料段階区分
暫定保険料段階

暫定保険料年額 円

区分
の根
拠

老齢福祉年金受給又は生活保護受給

世帯全体での市民税課税状況

あなたの市民税課税状況

あなたの市民税合計所得金額状況

暫定保険料段階は，本年度４月１日現在の世帯状況等及
び前年度の市民税課税状況により算定された見込額です。
７月には，本年度の確定保険料を通知します。確定保険

料額から暫定賦課額を除いた額は，７月以降，普通徴収又
は特別徴収されます。

別記様式第５号の２（第６条の２関係）

別記様式第５号の３（第６条の２関係）
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別記様式第６号中「２５０万円未満・・・１～４ ２５０万

円以上・・・５」を削り，「３～５」を「３～６」に，「４

～５」を「４～６」に改める。

別記様式第８号から別記様式第１１号までを次のように

改める。

年度 介護保険料変更通知書（暫定期間用） 年 月 日

被保険者 様

新潟市長

あなたの介護保険料を下記のとおり変更しましたので通知します。

介護保険料について

１ 賦課の根拠
介護保険料（以下「保険料」という。）は，介護保険法及び介護保険法施行令，
新潟市介護保険条例の規定により，本年度の４月１日現在の世帯状況等及び本
年度の市民税課税状況に基づき賦課されます。

２ 納付義務者
!特別徴収 年金保険者が，年金から保険料を天引し，被保険者に代わり市に

納付します。
"普通徴収 被保険者のほかに，被保険者の配偶者及び被保険者の属する世帯

の世帯主には連帯納付義務が生じます。

３ 保険料の期別納付額
!特別徴収 年金支給（偶数月年金支給日）時に，特別徴収（年金天引）され
ます。４月，６月，８月の期別納付額は，原則として，前年度の２月の期
割額と同額で仮徴収されます。１０月，１２月，２月の期別納付額は，保険料
（年額）から９月以前の納付額を差し引いて，残った納期で除した額とな
ります。各納期の１００円未満の端数については，１０月の期割額にまとめて徴
収されます。なお，６月及び８月期割額の減額以外の保険料変更について
は普通徴収への切換え又は還付等となります

"普通徴収 毎月末が納期となります。（１２月のみ２８日）
４月から６月までの期別納付額は，暫定賦課として，本年度の４月１日現
在の世帯状況等及び前年度の市民税課税状況に基づき算定されます。７月
以降の期別納付額は，保険料（年額）から６月以前の納付額を差し引いて，
残った納期で除した額となります。各納期の１００円未満の端数については，
７月の期別納付額にまとめて徴収されます。なお，保険料を変更したとき
は，別途算定して差額が徴収，充当又は還付されます。

４ 仮徴収額の平準化について
特別徴収の仮徴収額は，原則として前年度２月期と同額ですが，年度内の各
納期の保険料額が，概ね均等になるように仮徴収期間の６月期及び８月期で減
額調整されることがあります。

５ 納期限までに保険料が完納されないとき
普通徴収において納期限までに納付されないと，納期限の翌日から納付の日
まで年１４．６％の割合で延滞金がかかります（納期限の翌日から１か月を経過す
る日までは，前年１１月３０日を経過するときにおける公定歩合に年４％を加算し
た割合か，年７．３％のいずれか低い方の割合で延滞金がかかります。）。
※延滞金の計算：保険料額の１，０００円未満は切捨て（保険料が２，０００円未満の場

合は計算しません。）。計算した延滞金の１００円未満は切捨て
（延滞金が１，０００円未満の場合は，徴収されません。）

※保険料を一定期間以上滞納した場合，保険給付の制限を受けることがあります。

６ 不服の申立て
この通知書に記載された事項について不服があるときは，この通知書を受け
取った日の翌日から起算して６０日以内に，新潟県介護保険審査会に対して審査
請求をすることができます。
新潟県介護保険審査会

新潟市新光町４番地１

納期別保険料額 （単位：円）
変更理由 納付

月期
徴収
方法

決定（変更）前
保 険 料 額

ア

決定（変更）に
伴う増減額

イ

決定（変更）後
保 険 料 額
ア＋イ

納 期

被保険者番号 特別徴収

徴収方法
（納付方法）

普通徴収
特別徴収
普通徴収
特別徴収

特別徴収に関する事項
普通徴収
特別徴収

特別徴収対象年金 普通徴収
特別徴収義務者 特別徴収

口座振替に関する事項（普通徴収の口座振替申込者）
普通徴収
特別徴収

金融機関・本支店名 普通徴収
特別徴収預金種別・口座番号
普通徴収口座名義人
特別徴収

暫定保険料段階の区分 普通徴収
特別徴収

保険料の変更状況 変更前 変更後 普通徴収
保険料段階 特別徴収

区分
の
根拠

老齢福祉年金受給又は生活保護受給 普通徴収
世帯全員での市民税課税状況 特別徴収
あなたの市民税課税状況 普通徴収
あなたの市民税合計所得金額状況 特別徴収

暫定保険料（１か月分）算定内訳
普通徴収
特別徴収

保険料
段 階

段階別年額
ａ （円）

該当月数の割合
ｂ／ｃ （月）

保険料額
ａ×ｂ÷ｃ（円）

普通徴収
特別徴収

①段階別
保険料額

月／ 月 普通徴収
月／ 月

合 計月／ 月
月／ 月

合計 ※１００円未満切捨て
②減免額 ※算出根拠は別途減免決定通知書参照

③暫定保険料月額（①－②） ※１００円未満切捨て
※１か年度内で期間別に保険料が変更されるのは生活保護等のみです。

別記様式第５号の４（第６条の２関係）
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年度 介護保険料確定通知書 年 月 日

被保険者 様

新潟市長

あなたの介護保険料を下記のとおり確定しましたので通知します。

介護保険料について

１ 賦課の根拠
介護保険料（以下「保険料」という。）は，介護保険法及び介護保険法施行令，
新潟市介護保険条例の規定により，本年度の４月１日現在の世帯状況等及び本
年度の市民税課税状況に基づき賦課されます。

２ 納付義務者
!特別徴収 年金保険者が，年金から保険料を天引し，被保険者に代わり市に

納付します。
"普通徴収 被保険者のほかに，被保険者の配偶者及び被保険者の属する世帯

の世帯主には連帯納付義務が生じます。

３ 保険料の期別納付額
!特別徴収 年金支給（偶数月年金支給日）時に，特別徴収（年金天引）され
ます。４月，６月，８月の期別納付額は，原則として，前年度の２月の期
割額と同額で仮徴収されます。１０月，１２月，２月の期別納付額は，保険料
（年額）から９月以前の納付額を差し引いて，残った納期で除した額とな
ります。各納期の１００円未満の端数については，１０月の期割額にまとめて徴
収されます。なお，６月及び８月期割額の減額以外の保険料変更について
は普通徴収への切換え又は還付等となります

"普通徴収 毎月末が納期となります。（１２月のみ２８日）
４月から６月までの期別納付額は，暫定賦課として，本年度の４月１日現
在の世帯状況等及び前年度の市民税課税状況に基づき算定されます。７月
以降の期別納付額は，保険料（年額）から６月以前の納付額を差し引いて，
残った納期で除した額となります。各納期の１００円未満の端数については，
７月の期別納付額にまとめて徴収されます。なお，保険料を変更したとき
は，別途算定して差額が徴収，充当又は還付されます。

４ 仮徴収額の平準化について
特別徴収の仮徴収額は，原則として前年度２月期と同額ですが，年度内の各
納期の保険料額が，概ね均等になるように仮徴収期間の６月期及び８月期で減
額調整されることがあります。

５ 納期限までに保険料が完納されないとき
普通徴収において納期限までに納付されないと，納期限の翌日から納付の日
まで年１４．６％の割合で延滞金がかかります（納期限の翌日から１か月を経過す
る日までは，前年１１月３０日を経過するときにおける公定歩合に年４％を加算し
た割合か，年７．３％のいずれか低い方の割合で延滞金がかかります。）。
※延滞金の計算：保険料額の１，０００円未満は切捨て（保険料が２，０００円未満の場

合は計算しません。）。計算した延滞金の１００円未満は切捨て
（延滞金が１，０００円未満の場合は，徴収されません。）

※保険料を一定期間以上滞納した場合，保険給付の制限を受けることがあります。

６ 不服の申立て
この通知書に記載された事項について不服があるときは，この通知書を受け
取った日の翌日から起算して６０日以内に，新潟県介護保険審査会に対して審査
請求をすることができます。
新潟県介護保険審査会

新潟市新光町４番地１

被保険者番号及び徴収方法 納期別保険料額 （単位：円）

被保険者番号 納付
月数

徴収
方法

暫定（仮徴収）
保 険 料 額

確定保険料額
納 期

徴収方法
（納付方法）

特別徴収に関する事項
特別徴収対象年金
特別徴収義務者

口座振替に関する事項（普通徴収の口座振替申込者）
金融機関・本支店名
預金種別・口座番号
口座名義人

保険料段階の区分
保険料段階

区分
の
根拠

老齢福祉年金受給又は生活保護受給
世帯全員での市民税課税状況
あなたの市民税課税状況
あなたの市民税合計所得金額状況

合 計

保険料算定内訳（資格取得期間 年 月～ 年 月）
保険料
段 階

段階別年額
ａ （円）

該当月数の割合
ｂ／ｃ （月）

保険料額
ａ×ｂ÷ｃ（円）

①段階別
保険料額

月／ 月
月／ 月
月／ 月

合計 ※１００円未満切捨て
②減免額 ※算出根拠は別途減免決定通知書参照

③確定保険料年額（①－②） ※１００円未満切捨て
※１か年度内で期間別に保険料が変更されるのは生活保護等のみです。

年度 介護保険料決定通知書 年 月 日

被保険者 様

新潟市長

に伴い，あなたの介護保険料を下記のとおり決定しましたので通知します。

介護保険料について

１ 賦課の根拠
介護保険料（以下「保険料」という。）は，介護保険法及び介護保険法施行令，
新潟市介護保険条例の規定により，本年度の４月１日現在の世帯状況等及び本
年度の市民税課税状況に基づき賦課されます。

２ 納付義務者
!特別徴収 年金保険者が，年金から保険料を天引し，被保険者に代わり市に

納付します。
"普通徴収 被保険者のほかに，被保険者の配偶者及び被保険者の属する世帯

の世帯主には連帯納付義務が生じます。

３ 保険料の期別納付額
!特別徴収 年金支給（偶数月年金支給日）時に，特別徴収（年金天引）され
ます。４月，６月，８月の期別納付額は，原則として，前年度の２月の期
割額と同額で仮徴収されます。１０月，１２月，２月の期別納付額は，保険料
（年額）から９月以前の納付額を差し引いて，残った納期で除した額とな
ります。各納期の１００円未満の端数については，１０月の期割額にまとめて徴
収されます。なお，６月及び８月期割額の減額以外の保険料変更について
は普通徴収への切換え又は還付等となります

"普通徴収 毎月末が納期となります。（１２月のみ２８日）
４月から６月までの期別納付額は，暫定賦課として，本年度の４月１日現
在の世帯状況等及び前年度の市民税課税状況に基づき算定されます。７月
以降の期別納付額は，保険料（年額）から６月以前の納付額を差し引いて，
残った納期で除した額となります。各納期の１００円未満の端数については，
７月の期別納付額にまとめて徴収されます。なお，保険料を変更したとき
は，別途算定して差額が徴収，充当又は還付されます。

４ 仮徴収額の平準化について
特別徴収の仮徴収額は，原則として前年度２月期と同額ですが，年度内の各
納期の保険料額が，概ね均等になるように仮徴収期間の６月期及び８月期で減
額調整されることがあります。

５ 納期限までに保険料が完納されないとき
普通徴収において納期限までに納付されないと，納期限の翌日から納付の日
まで年１４．６％の割合で延滞金がかかります（納期限の翌日から１か月を経過す
る日までは，前年１１月３０日を経過するときにおける公定歩合に年４％を加算し
た割合か，年７．３％のいずれか低い方の割合で延滞金がかかります。）。
※延滞金の計算：保険料額の１，０００円未満は切捨て（保険料が２，０００円未満の場

合は計算しません。）。計算した延滞金の１００円未満は切捨て
（延滞金が１，０００円未満の場合は，徴収されません。）

※保険料を一定期間以上滞納した場合，保険給付の制限を受けることがあります。

６ 不服の申立て
この通知書に記載された事項について不服があるときは，この通知書を受け
取った日の翌日から起算して６０日以内に，新潟県介護保険審査会に対して審査
請求をすることができます。
新潟県介護保険審査会

新潟市新光町４番地１

納期別保険料額 （単位：円）
決定理由 納付

月期
徴収
方法

決定（変更）前
保 険 料 額

ア

決定（変更）に
伴う増減額

イ

決定（変更）後
保 険 料 額
ア＋イ

納 期

被保険者番号 特別徴収

徴収方法
（納付方法）

普通徴収
特別徴収
普通徴収
特別徴収

特別徴収に関する事項
普通徴収
特別徴収

特別徴収対象年金 普通徴収
特別徴収義務者 特別徴収

口座振替に関する事項（普通徴収の口座振替申込者）
普通徴収
特別徴収

金融機関・本支店名 普通徴収
特別徴収預金種別・口座番号
普通徴収口座名義人
特別徴収

保険料段階の区分 普通徴収
特別徴収

保険料の変更状況 変更前 変更後 普通徴収
保険料段階 特別徴収

区分
の
根拠

老齢福祉年金受給又は生活保護受給 普通徴収
世帯全員での市民税課税状況 特別徴収
あなたの市民税課税状況 普通徴収
あなたの市民税合計所得金額状況 特別徴収

普通徴収
特別徴収
普通徴収
特別徴収
普通徴収

合 計

保険料算定内訳（資格取得期間 年 月～平成 年 月）
保険料
段 階

段階別年額
ａ （円）

該当月数の割合
ｂ／ｃ （月）

保険料額
ａ×ｂ÷ｃ（円）

①段階別
保険料額

月／ 月
月／ 月
月／ 月
月／ 月

合計 ※１００円未満切捨て
②減免額 ※算出根拠は別途減免決定通知書参照

③暫定保険料月額（①－②） ※１００円未満切捨て
※１か年度内で期間別に保険料が変更されるのは生活保護等のみです。

別記様式第８号（第８条関係）

別記様式第９号（第８条関係）
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年度 介護保険料変更通知書 年 月 日

被保険者 様

新潟市長

あなたの介護保険料を下記のとおり変更しましたので通知します。

介護保険料について

１ 賦課の根拠
介護保険料（以下「保険料」という。）は，介護保険法及び介護保険法施行令，
新潟市介護保険条例の規定により，本年度の４月１日現在の世帯状況等及び本
年度の市民税課税状況に基づき賦課されます。

２ 納付義務者
!特別徴収 年金保険者が，年金から保険料を天引し，被保険者に代わり市に

納付します。
"普通徴収 被保険者のほかに，被保険者の配偶者及び被保険者の属する世帯

の世帯主には連帯納付義務が生じます。

３ 保険料の期別納付額
!特別徴収 年金支給（偶数月年金支給日）時に，特別徴収（年金天引）され
ます。４月，６月，８月の期別納付額は，原則として，前年度の２月の期
割額と同額で仮徴収されます。１０月，１２月，２月の期別納付額は，保険料
（年額）から９月以前の納付額を差し引いて，残った納期で除した額とな
ります。各納期の１００円未満の端数については，１０月の期割額にまとめて徴
収されます。なお，６月及び８月期割額の減額以外の保険料変更について
は普通徴収への切換え又は還付等となります

"普通徴収 毎月末が納期となります。（１２月のみ２８日）
４月から６月までの期別納付額は，暫定賦課として，本年度の４月１日現
在の世帯状況等及び前年度の市民税課税状況に基づき算定されます。７月
以降の期別納付額は，保険料（年額）から６月以前の納付額を差し引いて，
残った納期で除した額となります。各納期の１００円未満の端数については，
７月の期別納付額にまとめて徴収されます。なお，保険料を変更したとき
は，別途算定して差額が徴収，充当又は還付されます。

４ 仮徴収額の平準化について
特別徴収の仮徴収額は，原則として前年度２月期と同額ですが，年度内の各
納期の保険料額が，概ね均等になるように仮徴収期間の６月期及び８月期で減
額調整されることがあります。

５ 納期限までに保険料が完納されないとき
普通徴収において納期限までに納付されないと，納期限の翌日から納付の日
まで年１４．６％の割合で延滞金がかかります（納期限の翌日から１か月を経過す
る日までは，前年１１月３０日を経過するときにおける公定歩合に年４％を加算し
た割合か，年７．３％のいずれか低い方の割合で延滞金がかかります。）。
※延滞金の計算：保険料額の１，０００円未満は切捨て（保険料が２，０００円未満の場

合は計算しません。）。計算した延滞金の１００円未満は切捨て
（延滞金が１，０００円未満の場合は，徴収されません。）

※保険料を一定期間以上滞納した場合，保険給付の制限を受けることがあります。

６ 不服の申立て
この通知書に記載された事項について不服があるときは，この通知書を受け
取った日の翌日から起算して６０日以内に，新潟県介護保険審査会に対して審査
請求をすることができます。
新潟県介護保険審査会

新潟市新光町４番地１

納期別保険料額 （単位：円）
変更理由 納付

月期
徴収
方法

決定（変更）前
保 険 料 額

ア

決定（変更）に
伴う増減額

イ

決定（変更）後
保 険 料 額
ア＋イ

納 期

被保険者番号 特別徴収

徴収方法
（納付方法）

普通徴収
特別徴収
普通徴収
特別徴収

特別徴収に関する事項
普通徴収
特別徴収

特別徴収対象年金 普通徴収
特別徴収義務者 特別徴収

口座振替に関する事項（普通徴収の口座振替申込者）
普通徴収
特別徴収

金融機関・本支店名 普通徴収
特別徴収預金種別・口座番号
普通徴収口座名義人
特別徴収

保険料段階の区分 普通徴収
特別徴収

保険料の変更状況 変更前 変更後 普通徴収
保険料段階 特別徴収

区分
の
根拠

老齢福祉年金受給又は生活保護受給 普通徴収
世帯全員での市民税課税状況 特別徴収
あなたの市民税課税状況 普通徴収
あなたの市民税合計所得金額状況 特別徴収

普通徴収
特別徴収
普通徴収
特別徴収
普通徴収

合 計

保険料算定内訳（資格取得期間 年 月～ 年 月）
保険料
段 階

段階別年額
ａ （円）

該当月数の割合
ｂ／ｃ （月）

保険料額
ａ×ｂ÷ｃ（円）

①段階別
保険料額

月／ 月
月／ 月
月／ 月
月／ 月

合計 ※１００円未満切捨て
②減免額 ※算出根拠は別途減免決定通知書参照

③確定保険料月額（①－②） ※１００円未満切捨て
※１か年度内で期間別に保険料が変更されるのは生活保護等のみです。

年度 介護保険料徴収方法変更通知書 年 月 日

被保険者 様

新潟市長

あなたの介護保険料の徴収方法を下記のとおり変更しましたので通知します。

介護保険料について

１ 賦課の根拠
介護保険料（以下「保険料」という。）は，介護保険法及び介護保険法施行令，
新潟市介護保険条例の規定により，本年度の４月１日現在の世帯状況等及び本
年度の市民税課税状況に基づき賦課されます。

２ 納付義務者
!特別徴収 年金保険者が，年金から保険料を天引し，被保険者に代わり市に

納付します。
"普通徴収 被保険者のほかに，被保険者の配偶者及び被保険者の属する世帯

の世帯主には連帯納付義務が生じます。

３ 保険料の期別納付額
!特別徴収 年金支給（偶数月年金支給日）時に，特別徴収（年金天引）され
ます。４月，６月，８月の期別納付額は，原則として，前年度の２月の期
割額と同額で仮徴収されます。１０月，１２月，２月の期別納付額は，保険料
（年額）から９月以前の納付額を差し引いて，残った納期で除した額とな
ります。各納期の１００円未満の端数については，１０月の期割額にまとめて徴
収されます。なお，６月及び８月期割額の減額以外の保険料変更について
は普通徴収への切換え又は還付等となります

"普通徴収 毎月末が納期となります。（１２月のみ２８日）
４月から６月までの期別納付額は，暫定賦課として，本年度の４月１日現
在の世帯状況等及び前年度の市民税課税状況に基づき算定されます。７月
以降の期別納付額は，保険料（年額）から６月以前の納付額を差し引いて，
残った納期で除した額となります。各納期の１００円未満の端数については，
７月の期別納付額にまとめて徴収されます。なお，保険料を変更したとき
は，別途算定して差額が徴収，充当又は還付されます。

４ 仮徴収額の平準化について
特別徴収の仮徴収額は，原則として前年度２月期と同額ですが，年度内の各
納期の保険料額が，概ね均等になるように仮徴収期間の６月期及び８月期で減
額調整されることがあります。

５ 納期限までに保険料が完納されないとき
普通徴収において納期限までに納付されないと，納期限の翌日から納付の日
まで年１４．６％の割合で延滞金がかかります（納期限の翌日から１か月を経過す
る日までは，前年１１月３０日を経過するときにおける公定歩合に年４％を加算し
た割合か，年７．３％のいずれか低い方の割合で延滞金がかかります。）。
※延滞金の計算：保険料額の１，０００円未満は切捨て（保険料が２，０００円未満の場

合は計算しません。）。計算した延滞金の１００円未満は切捨て
（延滞金が１，０００円未満の場合は，徴収されません。）

※保険料を一定期間以上滞納した場合，保険給付の制限を受けることがあります。

６ 不服の申立て
この通知書に記載された事項について不服があるときは，この通知書を受け
取った日の翌日から起算して６０日以内に，新潟県介護保険審査会に対して審査
請求をすることができます。
新潟県介護保険審査会

新潟市新光町４番地１

納期別保険料額 （単位：円）
変更理由 納付

月期
徴収
方法

決定（変更）前
保 険 料 額

ア

決定（変更）に
伴う増減額

イ

決定（変更）後
保 険 料 額
ア＋イ

納 期

被保険者番号 特別徴収

徴収方法
（納付方法）

普通徴収
特別徴収
普通徴収
特別徴収

特別徴収に関する事項
普通徴収
特別徴収

特別徴収対象年金 普通徴収
特別徴収義務者 特別徴収

口座振替に関する事項（普通徴収の口座振替申込者）
普通徴収
特別徴収

金融機関・本支店名 普通徴収
特別徴収預金種別・口座番号
普通徴収口座名義人
特別徴収

保険料段階の区分 普通徴収
特別徴収

保険料の変更状況 変更前 変更後 普通徴収
保険料段階 特別徴収

区分
の
根拠

老齢福祉年金受給又は生活保護受給 普通徴収
世帯全員での市民税課税状況 特別徴収
あなたの市民税課税状況 普通徴収
あなたの市民税合計所得金額状況 特別徴収

普通徴収
特別徴収
普通徴収
特別徴収
普通徴収

合 計

保険料算定内訳（資格取得期間 年 月～ 年 月）
保険料
段 階

段階別年額
ａ （円）

該当月数の割合
ｂ／ｃ （月）

保険料額
ａ×ｂ÷ｃ（円）

①段階別
保険料額

月／ 月
月／ 月
月／ 月
月／ 月

合計 ※１００円未満切捨て
②減免額 ※算出根拠は別途減免決定通知書参照

③確定保険料月額（①－②） ※１００円未満切捨て
※１か年度内で期間別に保険料が変更されるのは生活保護等のみです。

別記様式第１０号（第８条関係）

別記様式第１１号（第８条関係）
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別記様式第２１号及び別記様式第２２号を次のように改める。
介
護
保
険
料
減
免
申
請
書
（
兼
同
意
書
）

申
請
日
年
月
日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

新
潟
市
介
護
保
険
条
例
第
１２
条
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
介
護
保
険
料
の
減
免
を
申
請
し
ま
す
。

申 請 者

本
人
又
は
申
請
代
理

人
氏
名
（
自
署
）

生
年
月
日

年
月

日
本
人
と
の
関
係

申
請
代
理
人
住
所
〒

電
話
番
号

（
）

被 保 険 者

被
保
険
者
番
号

保
険
者
番
号
１
５
２
０
１
７

フ
リ

ガ
ナ

氏
名

生
年
月
日

年
月

日

住
所
〒

電
話
番
号

（
）

申
請
理
由
該
当
す
る
申
請
理
由
の
□
に
!
印
を
つ
け
，
必
要
な
資
料
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
添
付
資
料

□
１

被
保
険
者
又
は
生
計
中
心
者
が
，
震
災
，
風
水
害
，
火
災
等
に
よ
り
住
宅
そ
の
他
に
財
産
の
著
し
い
被
害
を
受
け
た
。

□
２

被
保
険
者
又
は
生
計
中
心
者
が
死
亡
し
，障
害
を
受
け
，又
は
長
期
入
院
し
た
こ
と
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
。

□
３

生
計
中
心
者
の
収
入
が
，
事
業
の
休
廃
止
，
事
業
損
失
，
失
業
等
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
。

□
４

生
計
中
心
者
の
収
入
が
，
干
ば
つ
，
冷
害
等
に
よ
る
農
作
物
の
不
作
，
不
漁
等
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
。

□
５

監
獄
，
労
役
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
に
拘
禁
さ
れ
た
。

□
６

そ
の
他
市
長
が
規
則
で
定
め
る
要
件（
お
お
む
ね
生
活
保
護
以
下
の
収
入
・
資
産
で
，扶
養
者
が
い
な
い
。）
を
満
た
す
。

別
紙
１

別
紙
２

別
紙
３

別
紙
４

別
紙
５

別
紙
６

具
体
的
な
理
由

（
詳
細
に
）

同
意
書

こ
の
申
請
の
審
査
に
お
い
て
，
新
潟
市
が
必
要
が
あ
る
と
き
は
，
下
記
の
機
関
に
照
会
し
，
及
び
調
査
す
る
こ
と
に

同
意
し
ま
す
。

１
申
請
理
由
１
に
よ
る
場
合
の
照
会
先

損
害
保
険
会
社
，
市
の
災
害
担
当
課
及
び
固
定
資
産
税
担
当
課

２
申
請
理
由
２
～
４
に
よ
る
場
合
の
照
会
先
１
に
加
え
て
，
税
担
当
部
署
（
税
務
署
，
県
税
部
局
，
市
税
部
局

等
），
金
融
機
関（
銀
行
，
郵
便
局
，
信
用
金
庫
，
信
用
組
合
，
農

協
，
証
券
会
社
，
保
険
会
社
等
）
及
び
年
金
支
払
機
関
（
社
会
保

険
事
務
所
等
）

３
申
請
理
由
６
に
よ
る
場
合
の
照
会
先

１
，２
に
加
え
て
，
公
共
料
金
関
係
機
関
（
水
道
局
，
電
力
会
社
，

ガ
ス
会
社
等
），
民
法
上
の
扶
養
義
務
者
等

氏
名
（
署
名
）

生
年
月
日

住
所 （
被
保
険
者
と
別
居
の
場
合
の

み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。）

現
在
の

月
収

被
保
険
者

印
年

月
日

被
保
険
者

と
生
計
を

一
に
す
る

者

印
年

月
日

印
年

月
日

印
年

月
日

印
年

月
日

印
年

月
日

注
１
被
保
険
者
及
び
被
保
険
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
全
員
が
署
名
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
，
申
請
理
由
５

に
よ
り
申
請
す
る
場
合
は
，
同
意
書
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

２
調
査
時
に
は
，
こ
の
同
意
書
の
写
し
を
上
記
機
関
に
提
示
し
ま
す
。

第
号

年
月

日

新
潟
市
長

様

介
護
保
険
料
減
免
（
承
認
・
不
承
認
）
通
知
書

年
月
日
付
け
で
申
請
が
あ
り
ま
し
た

年
度
分
の
介
護
保
険
料
の
減
免
に
つ

い
て
は
，
下
記
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

被
保
険
者
氏
名

被
保
険
者
番
号

申
請
番
号

決
定
内
容

理
由

減
免
前
保
険
料

減
免

額

減
免
後
保
険
料

問
い
合
わ
せ
先
新
潟
市

所
在
地

電
話
番
号

注
上
記
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
，
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６０
日
以
内
に
新
潟
県
介
護
保
険
審
査
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

別
記
様
式
第
２１
号
（
第
１４
条
関
係
）

別
記
様
式
第
２２
号
（
第
１４
条
関
係
）
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各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 徴収金額（月額）
単位：円

階層区分 定 義 ３歳未満児の場合 ３歳以上児の場合

A
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世
帯（単給世帯を含む。） ０ ０

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第３２号

新潟市市税条例施行規則の一部を改正する規則

新潟市市税条例施行規則（昭和４１年新潟市規則第３９

号）の一部を次のように改正する。

第７条の２の次に次の２条を加える。

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料の計算）

第７条の３ 条例第６９条の２第２項の規定による閲覧の

回数の計算は，次の各号に定めるところによる。

! 名寄帳による場合 年度ごとに，土地，家屋及び

償却資産のそれぞれにつき１回とする。

" 課税台帳による場合 年度ごとに，土地１筆又は

家屋１棟につき１回とする。

（固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交

付手数料の計算）

第７条の４ 条例第６９条の３第２項の規定による証明書

の枚数の計算は，年度ごとに，土地１筆又は家屋１棟

の証明につき１枚とする。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市児童福祉施設負担金等徴収規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第３３号

新潟市児童福祉施設負担金等徴収規則の一部を改正

する規則

新潟市児童福祉施設負担金等徴収規則（昭和３６年新潟

市規則第６１号）の一部を次のように改正する。

別表第１（備考以外の部分に限る。）を次のように改め

る。

別表第１（第２条第１項関係）

保育料負担金徴収金額表

別記様式第２４号を次のように改める。
第

号
年

月
日

新
潟
市
長

様 介
護
保
険
料
減
免
取
消
通
知
書

年
月
日
付
け
申
請
に
よ
り
，

年
度
分
介
護
保
険
料
を
減
免
し
て
い
ま
し
た

が
，
次
の
理
由
に
よ
り
取
り
消
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

被
保
険
者
氏
名

被
保
険
者
番
号

申
請
番
号

取
消
し
の
理
由

減
免
後
保
険
料

減
免
取
消
額

取
消
後
保
険
料

問
い
合
わ
せ
先
新
潟
市

所
在
地

電
話
番
号

注
上
記
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
，
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６０
日
以
内
に
新
潟
県
介
護
保
険
審
査
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

別
記
様
式
第
２４
号
（
第
１５
条
関
係
）
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B A階層及び D階層
を除き前年度分の市
町村民税の額の区分
が次の区分に該当す
る世帯

市町村民税非課税世帯 ３，０００ ２，０００

C１ 均等割の額のみ（所得割の額
のない世帯） １１，０００ ９，０００

C２ 所得割の額のある世帯 １３，３００ １１，５００

D１ A階層を除き前年
分の所得税課税世帯
であつてその所得税
の額の区分が次の区
分に該当する世帯

１４，０００円未満 １６，３００ １５，２００

D２ １４，０００円以上４０，０００円未満 ２０，５００ １９，５００

D３ ４０，０００円以上６４，０００円未満 ２５，０００ ２２，９００

D４ ６４，０００円以上８５，０００円未満 ２９，５００ ２６，０００

D５ ８５，０００円以上１２０，０００円未満 ３３，０００ ２９，５００

D６ １２０，０００円以上１６０，０００円未満 ３７，６００ ３３，０００

D７ １６０，０００円以上２００，０００円未満 ４３，０００ ３５，０００

D８ ２００，０００円以上４０８，０００円未満 ４８，５００ ３５，３００

D９ ４０８，０００円以上５００，０００円未満 ５３，５００ ３５，７００

D１０ ５００，０００円以上 ５７，２００ ３５，８００

別表第１備考３中「D１～D１６階層」を「D１～D１０階

層」に改め，同表備考６中「D１６階層」を「D１０階層」に，

「D１～D５階 層」を「D１～D３階 層」に，「D６～D

１６階層」を「D４～D１０階層」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の新潟市児童福祉施設負担金等徴収規則の規

定は，平成１５年４月分の負担金から適用し，平成１５年

３月分までの負担金については，なお従前の例によ

る。

農事組合法人に関する事務施行細則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第３４号

農事組合法人に関する事務施行細則の一部を改

正する規則

農事組合法人に関する事務施行細則（平成１４年新潟市

規則第４０号）の一部を次のように改正する。

第７条を第８条とし，第６条の次に次の１条を加え

る。

（出資農事組合法人の組織変更の届出）

第７条 法第７３条の１２の規定による組織変更の届出は，

別記様式第７号により行うものとする。

別記様式第６号の次に次の１様式を加える。

出
資
農
事
組
合
法
人
組
織
変
更
届

年
月

日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

出
資
農
事
組
合
法
人
の
住
所

出
資
農
事
組
合
法
人
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

下
記
の
と
お
り
組
織
を
変
更
し
た
の
で
，
農
業
協
同
組
合
法
第
７３
条
の
１２
の
規
定
に
よ

り
，
関
係
書
類
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。

記

１
組
織
変
更
の
年
月
日

２
組
織
変
更
後
の
会
社
の
名
称

添
付
書
類

１
組
織
変
更
に
係
る
登
記
簿
の
謄
本

２
組
織
変
更
に
係
る
総
会
の
議
事
録
の
謄
本

３
組
織
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面

４
組
織
変
更
計
画
書

５
組
織
変
更
時
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
（
事
業
年
度
終
了
の
日
を

も
っ
て
組
織
変
更
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
農
業
協
同
組
合
法
第
７２
条
の
１２
の
２

第
１
項
に
規
定
す
る
書
類
）

６
組
織
変
更
後
の
会
社
の
定
款

別
記
様
式
第
７
号
（
第
７
条
関
係
）
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「
〃 〃 〃 埋火葬許可書及び証明

書用（１号印）
市民局市民生
活部市民課長

１ 市民局市民
生活部市民
課

４７

〃 〃 〃 住民基本台帳及び外国
人登録に関する公文書
用（２号印）

市民局市民生
活部市民課長

２ 市民局市民
生活部市民
課

４７

〃 〃 〃 印鑑証明書，身分証
明，戸籍の謄・抄本，
住民票の写し，転出証
明，戸籍及び住民票の
記載事項証明書認証
印，契印並びに記載訂
正用（３号印）

市民局市民生
活部市民課長

６ 市民局市民
生活部市民
課

４７

〃 〃 〃 印鑑証明書，身分証
明，戸籍の謄・抄本，
住民票の写し，戸籍及
び住民票の記載事項証
明書認証印，契印並び
に記載訂正用（３号印）

市民局市民生
活部自治振興
課長

１ 市民局市民
生活部自治
振興課入舟
連絡所

４７

１ 市民局市民
生活部自治
振興課関屋
行政サービ
スコーナー

４７

黒埼支所市民
課長

１ 黒埼支所市
民課黒埼行
政サービス
コーナー

４７

〃 〃 〃 戸籍原本契印用（４号
印）

市民局市民生
活部市民課長

１ 市民局市民
生活部市民
課

４７

〃 〃 〃 黒埼支所市民課所管事
務で戸籍住民係に属す
る公文書用（１２号印）

黒埼支所市民
課長

１ 黒埼支所市
民課

４７

」

「
〃 〃 〃 埋火葬及び火葬場利用

の許可並びに戸籍事務
に関する公文書（証明
書を除く。）用（１号印）

市民局市民生
活部市民課長

３ 市民局市民
生活部市民
課

４７

〃 〃 〃 住民基本台帳及び印鑑
登録の事務（証明事務
を除く。）並びに外国人
登録事務に関する公文
書用（２号印）

市民局市民生
活部市民課長

１ 市民局市民
生活部市民
課

４７

〃 〃 〃 市民課所管事務（外国
人登録事務及び国民年
金事務を除くに関する
証明書用（３号印）

市民局市民生
活部市民課長

６ 市民局市民
生活部市民
課

４７

市民局市民生
活部自治振興
課長

１ 市民局市民
生活部自治
振興課入舟
連絡所

４７

１ 市民局市民
生活部自治
振興課関屋
行政サービ
スコーナー

４７

〃 〃 〃 黒埼支所市民課所管事
務で戸籍住民係に属す
る事務に関する公文書
用（１２号印）

黒埼支所市民
課長

１ 黒埼支所市
民課

４７

１ 黒埼支所市
民課黒埼行
政サービス
コーナー

４７

」

「
福祉年金事務に関する公文書用

」
を

「
国民年金事務に関する公文書用

」
に，

「
市長の姓の
印

く形縦
１０横６

〃 戸籍記載文末検認
及び記載訂正用

市民局市民生活部
市民課長

４ 市民局市民生
活部市民課

６４

黒埼支所市民課長 １ 黒埼支所市民
課

東地区事務所次長 ２ 各地区事務所

中・西・北・南・
坂井輪・石山の各
地区事務所次長

各
１

市長職務代
理者の姓の
印

〃 〃 戸籍記載文末検認
及び記載訂正用

市民局市民生活部
市民課長

４ 市民局市民生
活部市民課

６４
の
２

黒埼支所市民課長 １ 黒埼支所市民
課

東地区事務所次長 ２ 各地区事務所

中・西・北・南・
坂井輪・石山の各
地区事務所次長

各
１

」

「
市長の姓の
印

く形縦
１０横６

〃 戸籍記載文末検認
及び記載訂正用

市民局市民生活部
市民課長

２ 市民局市民生
活部市民課

６４

黒埼支所市民課長 １ 黒埼支所市民
課

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市公印規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第３５号

新潟市公印規則の一部を改正する規則

新潟市公印規則（昭和４０年新潟市規則第１７号）の一部

を次のように改正する。

別表第１!中新潟市郷土資料館長印の項及び新潟市立
看護専門学校長印の項を削り，同表"中

を

に，

を
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市長職務代
理者の姓の
印

〃 〃 戸籍記載文末検認
及び記載訂正用

市民局市民生活部
市民課長

２ 市民局市民生
活部市民課長

６４
の
２

黒埼支所市民課長 １ 黒埼支所市民
課

」

「
新潟市消防
署長印

正方形
１８

〃 り災証明書に係る
電子印用

各消防署長 各
１
各消防署 ２９

」

「
〃 正方形

１８
〃 危険物規制事務に
関する公文書に係
る電子印用

消防局総務課長 １ 消防局総務課 ２７

新潟市消防
署長印

〃 〃 り災証明書に係る
電子印用

各消防署長 各
１
各消防署 ２９

」

に改め，新潟市看護専門学校印の項を削り，

を

に改める。

別表第２（１２の３）を次のように改める。

（１２の３）

削除

別表第２（２４）を次のように改める。

（２４）

削除

別表第２（６７）を削る。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市知的障害者援護施設負担金徴収規則の一部を改

正する規則をここに公布する。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第３６号

新潟市知的障害者援護施設負担金徴収規則の一

部を改正する規則

新潟市知的障害者援護施設負担金徴収規則（昭和４２年

新潟市規則第３８号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

新潟市知的障害者更生施設等負担金徴収規則

第３条を次のように改める。

（負担金の額）

第３条 新潟市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の

支給に関する規則（平成１５年新潟市規則第６号）別表

の規定は，被措置者又はその扶養義務者から徴収する

負担金の額の算定について準用する。

別表第１及び別表第２を削る。

別記様式第１号中「新潟市知的障害者援護施設負担金

徴収規則」を「新潟市知的障害者更生施設等負担金徴収

規則」に改める。

別記様式第２号中「新潟市知的障害者施設負担金免除

（還付）申請書」を「新潟市知的障害者更生施設等負担

金免除（還付）申請書」に，「新潟市長 様」を「（あて

先）新潟市長」に改める。

別記様式第３号中「新潟市知的障害者援護施設負担金

免除（還付）許可書」を「新潟市知的障害者更生施設等

負担金免除（還付）許可書」に，「新潟市知的障害者援護

施設負担金」を「新潟市知的障害者更生施設等負担金」

に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の新潟市知的障害者更生施設等負担金徴収規

則の規定は，平成１５年４月分の負担金から適用し，同

年３月分までの負担金については，なお従前の例によ

る。

新潟市知的障害者福祉法施行細則の一部を改正する規

則をここに公布する。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第３７号

新潟市知的障害者福祉法施行細則の一部を改正

する規則

新潟市知的障害者福祉法施行細則（昭和６３年新潟市規

則第２０号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「第３条」を「第３９条」に改める。

第４条第２項中「援護」を「更生援護」に改める。

第５条を次のように改める。

第５条 削除

第６条の見出し中「援護施設」を「更生施設等」に改

め，同条第１項中「援護施設に」を「知的障害者更生施

設等（以下「更生施設等」という。）に」に，「入所措置

又は措置委託書」を「入所措置（委託）書」に，「援護施

設の」を「更生施設等の」に改め，同項第２号中「入所

申請書の写し（添付書類を含む。）及び」を削る。

第７条の見出し中「援護施設」を「更生施設等」に改

め，同条第１項中「援護施設」を「更生施設等」に，「援

護」を「更生援護」に，「援護委託依頼書」を「更生援護

委託依頼書」に，「当該援護施設」を「当該施設」に改め，

同条第２項中「援護施設」を「更生施設等」に，「援護」

を「更生援護」に，「入所措置又は措置委託書に入所申請

書の写し（添付書類を含む。）を添付して」を「入所措置

（委託）書を」に改める。

第８条（見出しを含む。）中「援護施設」を「更生施設

等」に改め，同条に次の１項を加える。

２ 前項の規定は，法第１５条の１１に規定する施設訓練等

支援費の支給を決定した場合について準用する。
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別記様式第１号中「知的障害者援護施設」を「知的障

害者更生施設等」に改める。

別記様式第３号及び別記様式第８号中「新潟市長

様」を「（あて先）新潟市長」に改める。

別記様式第１０号から別記様式第１２号までを次のように

改める。

別記様式第１０号から別記様式第１２号まで 削除

別記様式第１３号中「（援護施設長）」を削る。

別記様式第１６号中「（援護施設長）」を削り，「援護委託

依頼書」を「更生援護委託依頼書」に，「援護」を「更生

援護」に改める。

別記様式第１９号中「（援護施設長）」を削る。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市身体障害者更生援護施設費用徴収規則の一部を

改正する規則をここに公布する。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第３８号

新潟市身体障害者更生援護施設費用徴収規則の

一部を改正する規則

新潟市身体障害者更生援護施設費用徴収規則（昭和６１

年新潟市規則第３４号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

新潟市身体障害者更生施設等費用徴収規則

第１条中「身体障害者更生援護施設」を「身体障害者

更生施設等」に改める。

第２条中「第１８条第４項第３号の規定により」を「第

１８条第３項の規定に係る」に改める。

第３条を次のように改める。

（費用の額）

第３条 新潟市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の

支給に関する規則（平成１５年新潟市規則第６号）別表

の規定は，被措置者又はその扶養義務者から徴収する

費用の額の算定について準用する。

別表第１及び別表第２を削る。

別記様式第１号中「第１８条第４項第３号に規定する」

を「第１８条第３項の規定に係る」に，「新潟市身体障害者

更生援護施設費用徴収規則」を「新潟市身体障害者更生

施設等費用徴収規則」に改める。

別記様式第２号中「新潟市身体障害者更生援護施設費

用徴収金免除申請書」を「新潟市身体障害者更生施設等

費用徴収金免除申請書」に改め，「昭和」を削り，「新潟

市長 殿」を「（あて先）新潟市長」に改める。

別記様式第３号中「新潟市身体障害者更生援護施設費

用徴収金免除（還付）通知書」を「新潟市身体障害者更

生施設等費用徴収金免除（還付）通知書」に，「新潟市身

体障害者更生援護施設費用徴収金」を「新潟市身体障害

者更生施設等費用徴収金」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の新潟市身体障害者更生施設等費用徴収規則

の規定は，平成１５年４月分の費用徴収から適用し，同

年３月分までの費用徴収については，なお従前の例に

よる。

新潟市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規

則をここに公布する。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第３９号

新潟市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正

する規則

新潟市身体障害者福祉法施行細則（平成８年新潟市規

則第６号）の一部を次のように改正する。

第３条中「第１条の２第１項」を「第３条第１項」に

改める。

第５条中「第４条第２項から第６項まで」を「第９条

第２項又は第４項」に改める。

第６条第１項を次のように改める。

法第１５条第１項に規定する身体障害者手帳の交付の

申請又は政令第１０条第１項に規定する身体障害者手帳

の再交付の申請は，別記様式第４号によるものとす

る。

第６条第２項中「若しくは第４項」を削る。

第８条中「第１８条の２第１項」を「第１７条の１４（法第

１８条の２第１項において準用する場合を含む。）」に，「身

体障害者更正援護施設」を「身体障害者更生施設等」に，

「更正援護施設」を「更生施設等」に改める。

第９条第２項中「第５条の８第２項」を「第２２条第２

項」に改める。

第１０条中「第５条の９」を「第２３条」に改める。

第１１条中「第５条の１０」を「第２４条」に改める。

第１３条第２項及び第１４条第２項中「新潟県身体障害者

更正相談所」を「新潟県身体障害者更生相談所」に改め

る。

第２２条中「第２６条第２項」を「第２６条第３項」に改め

る。

第２３条の見出しを「（更生施設等）」に改め，同条第１

項中「第１８条第４項第３号」を「第１８条第３項」に，「を

更生援護施設」を「の入所を更生施設等」に改め，「，新

潟県身体障害者更生相談所の判定を求め，その判定に基

づき」を削り，「更生援護施設」を「更生施設等」に改め，
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同条第２項中「更生援護施設」を「更生施設等」に，「援

護」を「入所」に改め，同条第３項中「更生援護施設」

を「更生施設等」に改め，同条に次の１項を加える。

４ 前項の規定は，法第１７条の１０に規定する施設訓練等

支援費の支給を決定した場合について準用する。

第２４条中「更生援護施設」を「身体障害者更生援護施

設」に改める。

別記様式第２号中注３を注４とし，注２を注３とし，

注１の次に次のように加える。

２ 歯科矯正治療等の適応の判断を要する症例について

は，「歯科医師による診断書・意見書」を添付してくだ

さい。

別記様式第２号別紙（その２）を次のように改める。

聴
覚
，
平
衡
，
音
声
，
言
語
又
は
そ
し
ゃ
く
の
機
能
障
害
の
状
態
及
び
所
見

［
は
じ
め
に
］（
認
定
要
領
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。）

こ
の
診
断
書
に
お
い
て
は
，以
下
の
４
つ
の
障
害
区
分
の
う
ち
，認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
障
害
に
つ
い
て
，

□
に
%
を
入
れ
て
選
択
し
，
そ
の
障
害
に
関
す
る
「
状
態
及
び
所
見
」
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
，
音
声
機
能
障
害
，
言
語
機
能
障
害
及
び
そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
が
重
複
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
，
各
々

に
つ
い
て
障
害
認
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
が
，
等
級
は
そ
の
中
の
最
重
度
の
等
級
を
も
っ
て
決
定
す
る
旨
，

留
意
し
て
く
だ
さ
い
（
各
々
の
障
害
の
合
計
指
数
を
も
っ
て
等
級
決
定
す
る
こ
と
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。）
。

□
聴
覚
障
害

→
『
１
「
聴
覚
障
害
」
の
状
態
及
び
所
見
』
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

□
平
衡
機
能
障
害

→
『
２
「
平
衡
機
能
障
害
」
の
状
態
及
び
所
見
』
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

□
音
声
・
言
語
機
能
障
害
→
『
３
「
音
声
・
言
語
機
能
障
害
」の
状
態
及
び
所
見
』に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

□
そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
→
『
４
「
そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
」
の
状
態
及
び
所
見
』
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

１
「
聴
覚
障
害
」
の
状
況
及
び
所
見

!
聴
力
（
会
話
音
域
の
平
均
聴
力
レ
ベ
ル
）

"
障
害
の
種
類

#
鼓
膜
の
状
態

（
右
）

（
左
）

$
聴
覚
検
査
の
結
果
（
ア
又
は
イ
の
い
ず
れ
か

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

ア
純
音
に
よ
る
検
査

オ
ー
ジ
オ
メ
ー
タ
の
形
式

イ
語
音
に
よ
る
検
査

り
ょ
う

語
音
明
瞭
度

右
dB

左
dB

伝
音

性
難

聴
感

音
性

難
聴

混
合

性
難

聴

５０
０

１０
００

２０
００

H
z

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０ １０
０
dB

右
％

左
％

別
紙
（
そ
の
２
）
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２
「
平
衡
機
能
障
害
」
の
状
態
及
び
所
見

３
「
音
声
・
言
語
機
能
障
害
」
の
状
態
及
び
所
見

４
「
そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
」
の
状
態
及
び
所
見

!
障
害
の
程
度
及
び
検
査
所
見

下
の
「
該
当
す
る
障
害
」
の
□
に
"
を
入
れ
，
さ
ら
に
ア
又
は
イ
の
該
当
す
る
□
に
"
を
，
（
）
内
に

必
要
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

%
え
ん

(
□
そ
し
ゃ
く
・
嚥
下
機
能
の
障
害

( (
→
「
ア
そ
し
ゃ
く
・
嚥
下
機
能
の
障
害
」
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

「
該
当
す
る
障
害
」
'

こ
う

(
□
咬
合
異
常
に
よ
る
そ
し
ゃ
く
機
能
の
障
害

(
こ
う

(
→「
イ
咬
合
異
常
に
よ
る
そ
し
ゃ
く
機
能
の
障
害
」に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

) え
ん

ア
そ
し
ゃ
く
・
嚥
下
機
能
の
障
害

#
障
害
の
程
度

□
経
口
的
に
食
物
等
を
摂
取
で
き
な
い
た
め
，
経
管
栄
養
を
行
っ
て
い
る
。

□
経
口
摂
取
の
み
で
は
十
分
に
栄
養
摂
取
が
で
き
な
い
た
め
，
経
管
栄
養
を
併
用
し
て
い
る
。

え
ん

□
経
口
摂
取
の
み
で
栄
養
摂
取
が
で
き
る
が
，
誤
嚥
の
危
険
が
大
き
く
摂
取
で
き
る
食
物
の
内

容
・
摂
取
方
法
に
著
し
い
制
限
が
あ
る
。

□
そ
の
他

%
&

(
(

(
(

)
*

$
参
考
と
な
る
検
査
所
見

ａ
各
器
官
の
一
般
的
検
査

○
所
見
（
上
記
の
枠
内
の
「
各
器
官
の
観
察
点
」
に
留
意
し
，
異
常
の
部
位
，
内
容
，
程
度
等
を
詳
細

に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

%
&

(
(

(
(

(
(

(
(

(
(

)
*

え
ん

ｂ
嚥
下
状
態
の
観
察
と
検
査

○
観
察
・
検
査
の
方
法

□
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
（

）
□
内
視
鏡
検
査

（
）

□
そ
の
他

（
）

え
ん

○
所
見
（
上
記
の
枠
内
の
〈
参
考
１
〉
と
〈
参
考
２
〉
の
観
察
点
か
ら
，
嚥
下
状
態
に
つ
い
て
詳
細
に

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

%
&

(
(

(
(

(
(

(
(

(
(

)
*

こ
う

イ
咬
合
異
常
に
よ
る
そ
し
ゃ
く
機
能
の
障
害

#
障
害
の
程
度

こ
う

□
著
し
い
咬
合
障
害
が
あ
り
，
歯
科
矯
正
治
療
等
を
必
要
と
す
る
。

□
そ
の
他

%
&

(
(

(
(

(
(

(
(

)
*

こ
う

$
参
考
と
な
る
検
査
所
見
（
咬
合
異
常
の
程
度
及
び
そ
し
ゃ
く
機
能
の
観
察
結
果
）

こ
う

こ
う

ａ
咬
合
異
常
の
程
度
（
そ
し
ゃ
く
運
動
時
又
は
安
静
位
咬
合
の
状
態
を
観
察
し
て
く
だ
さ
い
。）

%
&

(
(

(
(

(
(

)
*

〈
参
考
〉
各
器
官
の
観
察
点

あ
ご

・
口
唇
・
下
顎
：
運
動
能
力
，
不
随
意
運
動
の
有
無
，
反
射
異
常
な
い
し
は
病
的
反
射

・
舌

：
形
状
，
運
動
能
力
，
反
射
異
常

が
い

・
軟
口
蓋
：
挙
上
運
動
，
反
射
異
常 か

だ
り
ゅ
う

・
声
帯
：
内
外
転
運
動
，
梨
状
窩
の
唾
液
貯
溜

〈
参
考
１
〉
各
器
官
の
観
察
点

く
う

・
口
腔
内
保
持
の
状
態

く
う

い
ん

・
口
腔
か
ら
咽
頭
へ
の
送
り
込
み
の
状
態

こ
う

こ
う

く
う

・
喉
頭
挙
上
と
喉
頭
内
腔
の
閉
鎖
の
状
態

・
食
道
入
口
部
の
開
大
と
流
動
物
（
bo
lu
s）
の
送
り
込
み

え
ん

〈
参
考
２
〉
摂
取
で
き
る
食
物
の
内
容
と
誤
嚥
に
関
す
る
観
察
点

・
摂
取
で
き
る
食
物
の
内
容
（
固
形
物
，
半
固
形
物
，
流
動
食
）

え
ん

・
誤
嚥
の
程
度
（
毎
回
，
２
回
に
１
回
程
度
，
数
回
に
１
回
，
ほ
と
ん
ど
無
し
）
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別記様式第２号別紙（その９）を次のように改める。

が
い

が
く

こ
う

ｂ
そ
し
ゃ
く
機
能
（
口
唇
・
口
蓋
裂
で
は
，
上
下
顎
の
咬
合
関
係
や
形
態
異
常
等
を
観
察
し
て
く

だ
さ
い
。）

%
&

(
(

(
(

(
(

+
,

"
そ
の
他
（
今
後
の
見
込
み
等
）

%
&

(
(

(
(

(
(

(
(

(
(

+
,

#
障
害
程
度
の
等
級

（
下
の
該
当
す
る
障
害
程
度
の
等
級
の
項
目
の
□
に
$
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。）

え
ん

ア
「
そ
し
ゃ
く
の
機
能
の
喪
失
」（
３
級
）
と
は
，
経
管
栄
養
以
外
に
方
法
の
な
い
そ
し
ゃ
く
・
嚥
下
機

能
の
障
害
を
い
い
ま
す
。

具
体
的
な
例
は
次
の
と
お
り
で
す
。

□
重
症
筋
無
力
症
等
の
神
経
・
筋
疾
患
に
よ
る
も
の

ひ

□
延
髄
機
能
障
害
（
仮
性
球
麻
痺
，
血
管
障
害
を
含
む
。）
及
び
末
梢
神
経
障
害
に
よ
る
も
の

し
ゅ
よ
う

あ
ご

が
く

く
う

が
い

ほ
お

□
外
傷
，
腫
瘍
切
除
等
に
よ
る
顎
（
顎
関
節
を
含
む
。）
，
口
腔
（
舌
，
口
唇
，
口
蓋
，
頬
，
そ
し
ゃ

い
ん

こ
う

く
筋
等
），
咽
頭
，
喉
頭
の
欠
損
等
に
よ
る
も
の

え
ん

こ
う

イ
「
そ
し
ゃ
く
機
能
の
著
し
い
障
害
」（
４
級
）
と
は
，
著
し
い
そ
し
ゃ
く
・
嚥
下
機
能
ま
た
は
，
咬
合

異
常
に
よ
る
そ
し
ゃ
く
機
能
の
著
し
い
障
害
を
い
い
ま
す
。

具
体
的
な
例
は
次
の
と
お
り
で
す
。

□
重
症
筋
無
力
症
等
の
神
経
・
筋
疾
患
に
よ
る
も
の

ひ

□
延
髄
機
能
障
害
（
仮
性
球
麻
痺
，
血
管
障
害
を
含
む
。）
及
び
末
梢
神
経
障
害
に
よ
る
も
の

し
ゅ
よ
う

あ
ご

が
く

く
う

が
い

ほ
お

□
外
傷
，
腫
瘍
切
除
等
に
よ
る
顎
（
顎
関
節
を
含
む
。）
，
口
腔
（
舌
，
口
唇
，
口
蓋
，
頬
，
そ
し
ゃ

い
ん

こ
う

く
筋
等
），
咽
頭
，
喉
頭
の
欠
損
等
に
よ
る
も
の

が
い

こ
う

□
口
唇
・
口
蓋
裂
等
の
先
天
異
常
の
後
遺
症
に
よ
る
咬
合
異
常
に
よ
る
も
の

［
記
入
上
の
注
意
］

１
聴
力
障
害
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
，
JI
S
規
格
に
よ
る
オ
ー
ジ
オ
メ
ー
タ
で
測
定
し
て
く
だ
さ
い
。

dB
値
は
，
周
波
数
５０
０
，１
００
０
，２
００
０
H
z
に
お
い
て
測
定
し
た
値
を
そ
れ
ぞ
れ
ａ
，
ｂ
，
ｃ
と
し
た
場
合
，

ａ
＋
２
ｂ
＋
ｃ

４
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
，
ａ
，
ｂ
，
ｃ
の
う
ち
い
ず
れ
か
１
又
は
２
に
お
い
て
１０
０
dB
の
音
が

聴
取
で
き
な
い
場
合
は
，
当
該
dB
値
を
１０
５
dB
と
し
て
当
該
算
式
を
計
上
し
，
聴
力
レ
ベ
ル
を
算
定
し
て
く

だ
さ
い
。

２
歯
科
矯
正
治
療
等
の
適
応
の
判
断
を
要
す
る
症
例
に
つ
い
て
は
，「
歯
科
医
師
に
よ
る
診
断
書
・
意
見
書
」

（
別
様
式
）
の
提
出
を
求
め
て
く
だ
さ
い
。

３
小
腸
機
能
障
害
を
併
せ
も
つ
場
合
に
つ
い
て
は
，
必
要
と
さ
れ
る
栄
養
摂
取
の
方
法
等
が
，
ど
ち
ら
の
障

害
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
等
に
つ
い
て
詳
細
に
診
断
し
，
該
当
す
る
障
害
に
つ
い
て
認
定
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の
機
能
障
害
の
状
態
及
び
所
見

〔
記
入
上
の
注
意
〕

１
「
ぼ
う
こ
う
機
能
障
害
」，
「
直
腸
機
能
障
害
」
に
つ
い
て
は
，
該
当
す
る
障
害
に
つ
い
て
の
み
記
載
し
，

両
方
の
障
害
を
併
せ
も
つ
場
合
に
は
，
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
１
～
３
の
各
障
害
及
び
障
害
程
度
の
等
級
の
欄
に
お
い
て
は
，
該
当
す
る
項
目
の
□
に
を
入
れ
，
必
要

事
項
を
記
述
し
て
く
だ
さ
い
。

３
障
害
認
定
の
対
象
と
な
る
ス
ト
マ
に
つ
い
て
は
，
排
尿
・
排
便
の
た
め
の
機
能
を
も
ち
，
永
久
的
に
造
設

さ
れ
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

１
ぼ
う
こ
う
機
能
障
害

□
尿
路
変
向
（
更
）
の
ス
ト
マ

!
種
類
・
術
式

じ
ん
ろ
う

じ
ん
う
ろ
う

□
腎
瘻

□
腎
孟
瘻

ろ
う

ろ
う

①
種
類

□
尿
管
瘻
□
ぼ
う
こ
う
瘻

□
回
腸
（
結
腸
）
導
管

□
そ
の
他［

］

②
術
式
：
［

］

③
手
術
日
：
［

年
月

日
］

（
ス
ト
マ
，
び
ら
ん
の
部
位
等
を
図
示
）

"
ス
ト
マ
に
お
け
る
排
尿
処
理
の
状
態

○
長
期
に
わ
た
る
ス
ト
マ
用
装
具
の
装
着
が
困
難

な
状
態
の
有
無
に
つ
い
て

□
有 （
理
由
）

□
軽
快
の
見
込
み
の
な
い
ス
ト
マ
周
辺
の

皮
膚
に
著
し
い
び
ら
ん
が
あ
る
（
部
位
，

大
き
さ
に
つ
い
て
図
示
）。

□
ス
ト
マ
の
変
形

□
不
適
切
な
造
設
箇
所

□
無

□
高
度
の
排
尿
機
能
障
害

!
原
因

□
神
経
障
害

□
先
天
性
：［

］
せ
き
つ
い

（
例
：
二
分
脊
椎
等
）

□
直
腸
の
手
術

・
術
式
：
［

］
・
手
術
日
：
［

年
月
日
］

□
自
然
排
尿
型
代
用
ぼ
う
こ
う

・
術
式
：
［

］
・
手
術
日
：
［

年
月

日
］

"
排
尿
機
能
障
害
の
状
態
・
対
応

□
カ
テ
ー
テ
ル
の
常
時
留
置

□
自
己
導
尿
の
常
時
施
行

□
完
全
尿
失
禁

□
そ
の
他

%
&

(
(

(
(

(
(

+
,

)'''''*

別
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２
直
腸
機
能
障
害

□
腸
管
の
ス
ト
マ

!
種
類
・
術
式

□
空
腸
・
回
腸
ス
ト
マ

①
種
類

□
上
行
・
横
行
結
腸
ス
ト
マ

□
下
行
・
Ｓ
状
結
腸
ス
ト
マ

□
そ
の
他［

］

②
術
式
：
［

］

③
手
術
日
：
［

年
月

日
］

（
ス
ト
マ
，
び
ら
ん
の
部
位
等
を
図
示
）

"
ス
ト
マ
に
お
け
る
排
便
処
理
の
状
態

○
長
期
に
わ
た
る
ス
ト
マ
用
装
具
の
装
着
が
困
難

な
状
態
の
有
無
に
つ
い
て

□
有 （
理
由
）

□
軽
快
の
見
込
み
の
な
い
ス
ト
マ
周
辺
の

皮
膚
に
著
し
い
び
ら
ん
が
あ
る
（
部
位
，

大
き
さ
に
つ
い
て
図
示
）。

□
ス
ト
マ
の
変
形

□
不
適
切
な
造
設
箇
所

□
無

ろ
う

□
治
癒
困
難
な
腸
瘻

!
原
因

①
放
射
線
障
害

□
疾
患
名
：［

］

②
そ
の
他

□
疾
患
名
：［

］

ろ
う

"
瘻
孔
の
数
：
［

個
］

ろ
う

（
腸
瘻
，
び
ら
ん
の
部
位
等
を
図
示
）

ろ
う

#
腸
瘻
か
ら
の
腸
内
容
の
洩
れ
の
状
態

□
大
部
分

□
一
部
分

ろ
う

$
腸
瘻
に
お
け
る
腸
内
容
の
排
泄
処
理
の
状
態

ろ
う

□
軽
快
の
見
込
み
の
な
い
腸
瘻
周
辺
の
皮
膚

に
著
し
い
び
ら
ん
が
あ
る
（
部
位
，
大
き
さ

に
つ
い
て
図
示
）。

□
そ
の
他

%
&

(
(

(
(

(
(

+
,

□
高
度
の
排
便
機
能
障
害

!
原
因

□
先
天
性
疾
患
に
起
因
す
る
神
経
障
害

［
］

せ
き
つ
い

（
例
：
二
分
脊
椎
等
）

□
そ
の
他

こ
う

こ
う

□
先
天
性
鎖
肛
に
対
す
る
肛
門
形
成
術

手
術
日
：
［

年
月

日
］

こ
う

ふ
ん

□
小
腸
肛
門
吻
合
術

手
術
日
：
［

年
月

日
］

"
排
便
機
能
障
害
の
状
態
・
対
応

□
完
全
便
失
禁

こ
う

□
軽
快
の
見
込
み
の
な
い
肛
門
周
辺
の
皮
膚
の

著
し
い
び
ら
ん
が
あ
る
。

□
週
に
２
回
以
上
の
定
期
的
な
用
手
摘
便
が
必
要

□
そ
の
他

%
&

(
(

(
(

(
(

+
,

３
障
害
程
度
の
等
級

（
１
級
に
該
当
す
る
障
害
）

□
腸
管
の
ス
ト
マ
に
尿
路
変
向
（
更
）
の
ス
ト
マ
を
併
せ
も
ち
，
か
つ
，
い
ず
れ
か
の
ス
ト
マ
に
お
い

て
排
便
・
排
尿
処
理
が
著
し
く
困
難
な
状
態
が
あ
る
も
の

□
腸
管
の
ス
ト
マ
を
も
ち
，
か
つ
，
ス
ト
マ
に
お
け
る
排
便
処
理
が
著
し
く
困
難
な
状
態
及
び
高
度
の

排
尿
機
能
障
害
が
あ
る
も
の

ろ
う

□
尿
路
変
向
（
更
）
の
ス
ト
マ
に
治
癒
困
難
な
腸
瘻
を
併
せ
も
ち
，
か
つ
，
ス
ト
マ
に
お
け
る
排
尿
処

ろ
う

理
が
著
し
く
困
難
な
状
態
又
は
腸
瘻
に
お
け
る
腸
内
容
の
排
泄
処
理
が
著
し
く
困
難
な
状
態
が
あ
る
も

の
□
尿
路
変
向
（
更
）
の
ス
ト
マ
を
も
ち
，
か
つ
，
ス
ト
マ
に
お
け
る
排
尿
処
理
が
著
し
く
困
難
な
状
態

及
び
高
度
の
排
便
機
能
障
害
が
あ
る
も
の

ろ
う

ろ
う

□
治
癒
困
難
な
腸
瘻
が
あ
り
，
か
つ
，
腸
瘻
に
お
け
る
腸
内
容
の
排
泄
処
理
が
著
し
く
困
難
な
状
態
及

び
高
度
の
排
尿
機
能
障
害
が
あ
る
も
の

（
３
級
に
該
当
す
る
障
害
）

□
腸
管
の
ス
ト
マ
に
尿
路
変
向
（
更
）
の
ス
ト
マ
を
併
せ
も
つ
も
の

□
腸
管
の
ス
ト
マ
を
も
ち
，
か
つ
，
ス
ト
マ
に
お
け
る
排
便
処
理
が
著
し
く
困
難
な
状
態
又
は
高
度
の

排
尿
機
能
障
害
が
あ
る
も
の

ろ
う

□
尿
路
変
向
（
更
）
の
ス
ト
マ
に
治
癒
困
難
な
腸
瘻
を
併
せ
も
つ
も
の

□
尿
路
変
向
（
更
）
の
ス
ト
マ
を
も
ち
，
か
つ
，
ス
ト
マ
に
お
け
る
排
尿
処
理
が
著
し
く
困
難
な
状
態

又
は
高
度
の
排
便
機
能
障
害
が
あ
る
も
の

ろ
う

ろ
う

□
治
癒
困
難
な
腸
瘻
が
あ
り
，
か
つ
，
腸
瘻
に
お
け
る
腸
内
容
の
排
泄
処
理
が
著
し
く
困
難
な
状
態
又

は
高
度
の
排
尿
機
能
障
害
が
あ
る
も
の

□
高
度
の
排
尿
機
能
障
害
が
あ
り
，
か
つ
，
高
度
の
排
便
機
能
障
害
が
あ
る
も
の

（
４
級
に
該
当
す
る
障
害
）

□
腸
管
又
は
尿
路
変
向
（
更
）
の
ス
ト
マ
を
も
つ
も
の

ろ
う

□
治
癒
困
難
な
腸
瘻
が
あ
る
も
の

□
高
度
の
排
尿
機
能
障
害
又
は
高
度
な
排
便
機
能
障
害
が
あ
る
も
の

)'''''*
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検 査 法 検 査 日 検査結果

スクリーニング法
による判定結果

年 月 日 陽性，陰性

確認法による判定
結果

年 月 日 陽性，陰性

検 査 名 検 査 日 検 査 結 果

年 月 日

検 査 法 検 査 日 検査結果

判 定 結 果 年 月 日 陽性，陰性

検 査 名 検 査 日 検査結果

抗体確認検査の結果 年 月 日 陽性，陰性

HIV病原検査の結果 年 月 日 陽性，陰性

検 査 法 検 査 日 検査結果

スクリーニング法
による判定結果

年 月 日 陽性，陰性

確認法による判定
結果

年 月 日 陽性，陰性

検 査 名 検 査 日 検 査 結 果

年 月 日

検 査 法 検 査 日 検査結果

判 定 結 果 年 月 日 陽性，陰性

検 査 名 検 査 日 検査結果

抗体確認検査の結果 年 月 日 陽性，陰性

HIV病原検査の結果 年 月 日 陽性，陰性

別記様式第２号別紙（その１１）中

「!又は"のうちいずれか一つの検査による確認が必要
です。

! HIV抗体検査方法及び結果

注１ スクリーニング法，確認法の双方の検査結果に

ついて記入してください。

２ 「スクリーニング法」では，PA法，ELISA法

等のうち一つを行ってください。

３ 「確認法」では，Western blot法，IFA法のう

ちいずれかを行ってください。

" 病原検査の結果

注 「病原検査」とは，HIV抗原検査，ウイルス分離，

PCR法等の検査をいいます。 」

を

「! HIVの抗体スクリーニング検査法の結果

注 酵素抗体法（ELISA），粒子擬集法（PA），免疫ク

ロマトグラフィー法（IC）等のうち１つを行ってく

ださい。

" 抗体確認検査又は HIV病原検査の結果（いずれか

１つの検査による確認が必要です。）

注１ 「抗体確認検査」とは，Western Blot法，蛍光

抗体法（IFA）等の検査をいいます。

２ 「HIV病原検査」とは，HIV抗原検査，ウイル

ス分離，PCR法等の検査をいいます。 」

に改め，同様式別紙（その１１）２中「特徴的症状」を「指

標疾患」に，「サーベイランスのための AIDS診断基準」

（厚生省サーベイランス委員会，１９９４」を「サーベイラ

ンスのための HIV感染症／AIDS診断基準」（厚生省エ

イズ動向委員会，１９９９」に改め，同様式別紙（その１１）

４!中「４週間」を「注 ４週間」に改め，同様式別紙

（その１１）４"中「等級表解説」を「身体障害認定基準」

に，「脂質の摂取禁止」を「脂質の摂取制限」に改め，同

様式別紙（その１２）中

「小児の HIV感染は，原則として以下の!又は"の検査
により確認されます。ただし，周産期に母親が HIVに感

染していたと考えられる検査時に生後１５か月未満の小児

については，さらに以下の"又は#の検査による確認が
必要です。

! HIV抗体検査方法及び結果

注１ スクリーニング法，確認法の双方の検査結果に

ついて記入してください。

２ 「スクリーニング法」では，PA法，ELISA法

等のうち一つを行ってください。

３ 「確認法」では，Western blot法，IFA法のう

ちいずれかを行ってください。

" 病原検査の結果

注 「病原検査」とは，HIV抗原検査，ウイルス分離，

PCR法等の検査をいいます。 」

を

「小児の HIV感染は，原則として以下の!及び"の検査
により確認されます。"についてはいずれか１つの検査
による確認が必要です。ただし，周産期に母親が HIV

に感染していたと考えられる検査時に生後１８か月未満の

小児については，さらに以下の!の検査に加えて，"の
うち「HIV病原検査の結果」又は#の検査による確認が
必要です。

! HIVの抗体スクリーニング検査法の結果

注 酵素抗体法（ELISA），粒子擬集法（PA），免疫ク

ロマトグラフィー法（IC）等のうち１つを行ってく

ださい。

" 抗体確認検査又は HIV病原検査の結果

注１ 「抗体確認検査」とは，Western Blot法，蛍光
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「
１５ HCV抗体価検査 １件につき １，２８０

」
を

「
１５ HCV抗体価検査
１６ クラミジアトラコマチス抗体価検査

１件につき
１件につき

１，２８０
２，３２０

」
に

「
歴史文
化課

課 長 歴史文化課の職員
（収納事務に従事
しない者を除く。）

所管事務に係る収
入金を収納するこ
と。

郷土資料館の職員
（収納事務に従事
しない者を除く。）

」

「
歴史文
化課

課 長 歴史文化課の職員
（収納事務に従事
しない者を除く。）

所管事務に係る収
入金を収納するこ
と。

」

抗体法（IFA）等の検査をいいます。

２ 「HIV病原検査」とは，HIV抗原検査，ウイル

ス分離，PCR法等の検査をいいます。 」

に改め，同様式別紙（その１２）２!中「「免疫学的分類」
を「注 「免疫学的分類」に，「等級表解説」を「身体障

害認定基準」に改め，同様式別紙（その１２）２"中「特
徴的症状」を「指標疾患」に，「サーベイランスのための

AIDS診断基準」（厚生省サーベイランス委員会，１９９４」

を「サーベイランスのための HIV感染症／AIDS診断基

準」（厚生省エイズ動向委員会，１９９９」に改める。

別記様式第４号中

「２ 申請の内容

身体障害者手帳再交付申請」を

「２ 申請の内容

! 身体障害者手帳交付申請

" 身体障害者手帳再交付申請」に改める。

別記様式第８号中「身体障害者福祉法施行規則第１３条

の６第１項」を「身体障害者福祉法施行令第２２条第２項」

に改める。

別記様式第９号中「身体障害者福祉法施行規則第１３条

の７第１項」を「身体障害者福祉法施行令第２３条」に改

める。

別記様式第２７号中「変更したいので，身体障害者福祉

法施行規則第２０条の３第１項」を「変更したので，同条

第２項」に改め，「３ 下記のとおり身体障害者福祉法第

２６条第１項の規定により届け出た事項を変更したので，

身体障害者福祉法施行規則第２０条の３第２項の規定によ

り届け出ます。」を削る。

別記様式第２８号中「第２６条第２項」を「第２６条第３項」

に改める。

別記様式第３０号中「第１８条第４項第３号」を「第１８条

第３項」に，「援護」を「入所」に改める。

別記様式第３１号中「さきに に入所希

望がありましたが，下記の期日に入所できることになり

ました」を「身体障害者福祉法第１８条第３項の規定に基

づき，下記のとおり施設への入所を決定した」に，「入所

期日 年 月 日」を

「１ 入所期日 年 月 日

２ 入所施設 」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際，残存する用紙については，当

分の間，これを適宜修正して使用することができる。

新潟市衛生試験所条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第４０号

新潟市衛生試験所条例施行規則の一部を改正す

る規則

新潟市衛生試験所条例施行規則（昭和５１年新潟市規則

第２号）の一部を次のように改正する。

別表２血清学的検査の項中

改める。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市財務規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成１５年３月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第４１号

新潟市財務規則の一部を改正する規則

新潟市財務規則（昭和３９年新潟市規則第１２号）の一部

を次のように改正する。

第２条第３号中「中央卸売市場管理課」を「中央卸売

市場の課」に改める。

第４条第１項第１号中「及び会計課黒埼支所会計係」

を削り，同条第２項中「及び会計課黒埼支所会計係職員」

を削る。

第２２条第２項中「，教育委員会事務局黒埼教育事務所

の課長」を削る。

別表第１中

を

に
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「
税務課 課 長 税務課の職員（収

納事務に従事しな
い者を除く。）

市民課 課 長 市民課及びその管
理の下にあるサー
ビスコーナーの職
員（収納事務に従
事しない者を除
く。）

」

「
税務課 課 長 税務課の職員（収

納事務に従事しな
い者を除く。）

１ 市の収入金を
収納すること。

２ 他の公共団体
から嘱託を受け
た徴収金を収納
すること。

市民課 課 長 市民課及びその管
理の下にあるサー
ビスコーナーの職
員（収納事務に従
事しない者を除
く。）

所管事務に係る収
入金を収納するこ
と。

」

「
黒埼教
育事務
所

生涯学
習推進
課

課長 生涯学習推進課の
職員（収納事務に
従事しない者を除
く。）

」

３ 職員の外国
出張を命令す
ること。

局
長
，
消
防
局
長

部
長
，
地
区
事
務
所
長
，
局
に
属
す
る
課
長
，
局
付
職
員

○ ○

! 設計の審査
をすること

○ ○ ○

を

に改め，

を削る。

附 則

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。

訓 令

新潟市事務専決規程の一部を改正する規程を次のよう

に定める。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市訓令第１号

新潟市事務専決規程の一部を改正する規程

新潟市事務専決規程（平成４年新潟市訓令第７号）の

一部を次のように改正する。

第２条第１項の表中「，ワールドカップ総合対策室

長」，「，郷土資料館長」及び「，弁天線建設事務所長」

を削る。

別表第１ １!イただし書を削り，同表１!ウ中「広
域行政課」を「市政改革・創造推進課並びに企画財政局

広域合併推進部の広域合併推進課」に改め，同表１"の
表中

「" 服務に関する事項表

ア 部長の専決権限事項については，ワールドカッ

プ総合対策室にあっては，企画財政局参事が当該

事項を専決するものとする。

イ この表中保健所等の欄の「次長」とあるのは衛

生試験所，中央卸売市場，福祉事務所及び土木事

務所にあっては，課長と読み替えるものとする。」

を

「" 服務に関する事項表

この表中保健所等の欄の「次長」とあるのは，衛

生試験所，中央卸売市場，福祉事務所及び土木事務

所にあっては，課長と読み替えるものとする。」

に改め，同表第２項の項中「（外国出張を除く。）」を削り，

同表中第１２項の項を第１３項の項とし，第３項の項から第

１１項の項までを１項ずつ繰り下げ，第２項の項の次に次

のように加える。

別表第１ １#イただし書を削り，同表１#ウ中「広
域行政課長等」を「市政改革・創造推進課長等」に，「広

域行政課長，ワールドカップ総合対策室長」を「市政改

革・創造推進課長，広域合併推進課長」に改め，同表１

#の表第３項第１０号の項中「広域行政課長等」を「市政
改革・創造推進課長等」に改め，別表第１ ２用地対策

課・清掃課・商工振興課・農林水産部各課・都市整備局

各課・土木事務所・下水道管理センター・清掃センター

の表第１項の項中第１１号の項を第１２号の項とし，第１号

の項から第１０号の項までを１項ずつ繰り下げ，同表第１

項の項に第１号の項として次のように加える。

別表第１ ２総務局総務部の項総務課の表第２項の項

中第１号の項を削り，第２号の項を第１号の項とし，第
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５ 旧新潟税関庁舎等の管理に関す
る事務を処理すること。

重要な
もの

軽易な
もの

６ 歴史資料及び文学資料取得基金
に属する歴史資料を一般会計予算
により取得すること。

○

市政改革・創造推進課

項 目 助役 局長 部長 課長

１ 市政改革・創造推進に関する事
務を処理すること。

重要な
もの

軽易な
もの

２ 行政評価システムの推進に関す
る事務を処理すること。

重要な
もの

軽易な
もの

政令指定都市調査課

項 目 助役 局長 部長 課長

広域行政の推進に関する事務を処
理すること。

○

# 法第１５条の３２第１項の規定に
より知的障害者に対し必要な措
置をとること。

○

$ 法第１５条の３２第２項の規定に
より日常生活上の便宜を図るた
めの用具の給付又は貸与をする
こと。

○

! 法第２１条の２５第１項の規定に
より障害児に対し必要な措置を
とること。

○

" 法第２１条の２５第２項の規定に
より日常生活上の便宜を図るた
めの用具の給付又は貸与をする
こと。

○

３号の項を削り，第４号の項を第２号の項とし，第５号

の項から第７号の項までを２項ずつ繰り上げ，別表第１

２総務局総務部の項人事課の表第３項第４号の項中

「（海外派遣研修を除く。）」を削り，別表第１ ２総務局

国際文化部の項歴史文化課の表に次のように加える。

別表第１ ２企画財政局企画部の項総合企画課の表第

５項の項を削り，同表の次に次の１表を加える。

別表第１ ２企画財政局企画部の項広域行政課の表を

削り，同項の次に次のように加える。

企画財政局広域合併推進部

別表第１ ２企画財政局財政部の項工事検査管理室の

表中第１項の項を削り，第２項の項を第１項の項とし，

第３項の項を第２項の項とし，第４項の項を第３項の項

とし，別表第１ ２市民局保健福祉部の項障害福祉課の

表第１項第７号の項中「巡回入浴車の派遣」を「訪問入

浴」に改め，同表第１項の項中第８号の項を削り，第９

号の項を第８号の項とし，第１０号の項から第１６号の項ま

でを１項ずつ繰り上げ，同表第２項第５号の項中「社会

福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する

等の法律（平成１２年法律第１１１号）による改正後の身体障

害者福祉法（以下この項において「改正法」という。）」

を「法」に改め，同表第２項第６号の項から第１４号の項

までの規定中「改正法」を「法」に改め，同表第３項第

２号の項及び第３号の項を削り，同表第３項第４号の項

中「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を

改正する等の法律による改正後の知的障害者福祉法（以

下この項において「改正法」という。）」を「法」に改め，

同項を同表第３項第２号の項とし，同表第３項第５号の

項中「改正法」を「法」に改め，同項を同表第３項第３

号の項とし，同表第３項第６号の項中「改正法」を「法」

に改め，同項を同表第３項第４号の項とし，同表第３項

第７号の項中「改正法」を「法」に改め，同項を同表第

３項第５号の項とし，同表第３項第８号の項中「改正法」

を「法」に改め，同項を同表第３項第６号の項とし，同

表第３項第９号の項中「改正法」を「法」に改め，同項

を同表第３項第７号の項とし，同表第３項第１０号の項中

「改正法」を「法」に改め，同項を同表第３項第８号の

項とし，同表第３項第１１号の項中「改正法」を「法」に

改め，同項を同表第３項第９号の項とし，同項の次に次

のように加える。

別表第１ ２市民局保健福祉部の項障害福祉課の表第

４項第２号の項を削り，同表第４項第３号の項中「社会

福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する

等の法律による改正後の児童福祉法（以下この項におい

て「改正法」という。）」を「法」に改め，同項を同表第

４項第２号の項とし，同表第４項第４号の項中「改正法」

を「法」に改め，同項を同表第４項第３号の項とし，同

表第４項第５号の項中「改正法」を「法」に改め，同項

を同表第４項第４号の項とし，同表第４項第６号の項中

「改正法」を「法」に改め，同項を同表第４項第５号の

項とし，同表第４項第７号の項中「改正法」を「法」に

改め，同項を同表第４項第６号の項とし，同項の次に次

のように加える。

別表第１ ２市民局保健福祉部の項障害福祉課の表第

４項の項中第８号の項を第９号の項とし，同項の前に次

のように加える。

別表第１ ２市民局保健福祉部の項障害福祉課の表第

１０項の項中「指定心身障害者更生施設等」を「指定身体

障害者更生施設等及び指定知的障害者更生施設等」に改

め，同表第１１項の項中「明生園及び」を削り，同表第１３

項の項中「及び知的障害者デイサービスセンター」を削

り，別表第１ ２市民局環境部の項環境対策課の表第１３

の項を次のように改める。
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１３ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に
関する法律（平成１４年法律第８８
号。以下この項において「法」と
いう。）に関する事項

! 法第９条及び法第１０条の規定
により捕獲の許可及び措置命令
をすること。

○

" 法第１９条及び法第２２条の規定
により飼養の登録及び措置命令
をすること。

○

# 法第２４条の規定により販売の
許可及び措置命令をすること。

○

$ 法第７５条の規定により報告徴
収及び立入検査をすること。

○

１５ 土壌汚染対策法（平成１４年法律
第５３号。以下この項において「法」
という。）に関する事項

! 法第３条第１項の規定により
確認すること。

○

" 法第３条第２項の規定により
土地の所有者等に対し，通知す
ること。

○

# 法第３条第３項の規定により
報告を行い，又は報告内容を是
正すべきこことを命ずること。

○

$ 法第４条第１項の規定により
土地の所有者等に対し，調査及
び報告を命ずること。

○

% 法第４条第２項の規定により
調査を行うこと。

○

& 法第５条第１項の規定により
指定すること。

○

' 法第５条第４項の規定により
指定を解除すること。

○

( 法第７条第１項又は第２項の
規定により土地の所有者等に対
し，汚染の除去等の措置を命ず
ること。

○

) 法第９条第４項の規定により
計画の変更を命ずること。

○

* 法第２９条第１項の規定により
報告を求め，又は職員に検査を
させること。

○

+ 法第３１条第２項の規定により
関係行政機関の長等に対し，必
要な協力を求め，又は意見を述
べること。

○

' 法第７３条の１２の規定により出
資農事組合法人の組織変更の届
出を受理すること。

○

# 法第８６条第３項若しくは第４
項，法第８６条の２第２項若しく
は第３項又は法第８６条の５第３
項の規定により一団地内におけ
る制限の緩和を許可し，又は取
り消すこと。

○

! 法第６８条の５の４第１項及び
第２項の規定により地区計画等
の区域内における制限の特例を
承認すること。

○

" 法第６８条の５の５第１項の規
定により地区計画等の区域内に
おける建築物の建ぺい率の特例
を承認すること。

○

別表第１ ２市民局環境部の項環境対策課の表に次の

ように加える。

別表第１ １産業経済局農林水産部の項農業振興課の

表第５項の項中第１０号の項を第１１号の項とし，第７号の

項から第９号の項までを１項ずつ繰り下げ，第６号の項

の次に次のように加える。

別表第１ ２都市整備局開発建築部の項都市開発課の

表第３項の項中第１１号の項を削り，第１２号の項を第１１号

の項とし，第１３号の項から第１７号の項までを１項ずつ繰

り上げ，別表第１ ２都市整備局開発建築部の項建築指

導課の表第１項第１４号の項中「第５２条第７項及び第１１

項」を「第５２条第９項及び第１３項」に改め，同表第１項

の項中第３４号の項を同３８号の項とし，第２９号の項から第

３３号の項までを４項ずつ繰り下げ，第２８号の項を第３１号

の項とし，同項の次に次のように加える。

別表第１ ２都市整備局開発建築部の項建築指導課の

表第１項の項中第２７号の項を第３０号の項とし，第２３号の

項から第２６号の項までを３項ずつ繰り下げ，同表第１項

第２２号の項中「第６８条の５第１項及び第２項」を「第６８

条の５の２第２項」に，「再開発地区計画」を「地区計画

等」に，「緩和の承認及び」を「の特例の」に改め，同項

を同表第１項第２３号の項とし，同項の次に次のように加

える。

別表第１ ２都市整備局開発建築部の項建築指導課の

表第１項第２１号の項中「から第４項」を削り，「住宅地高

度利用地区計画」を「地区計画等」に，「制限緩和の承認

及び許可」を「建築物の容積率の特例を承認」に改め，

同項を同表第１項第２２号の項とし，同表第１項第２０号の

項中「，第４項及び第５号」を「から第４項まで」に，

「地区計画の区域」を「再開発等促進区等」に，「特例を

承認する」を「緩和の承認及び許可をする」に改め，同

項を同表第１項第２１号の項とし，同表第１項の項中第１９
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& 法第５３条の２第１項第３号及
び第４号の規定による建築物の
敷地面積の緩和の許可をするこ
と。

○

２ 高齢者，身体障害者等が円滑に
利用できる特定建築物の建築の促
進に関する法律（平成６年法律第
４４号。以下この項において「法」
という。）に関する事項

! 法第４条第１項の規定により
違反を是正するための必要な措
置を命ずること。

○

" 法第４条第３項の規定により
報告させ，又は職員に立入検査
させること。

○

# 法第６条第３項の規定により
計画を認定し，又は法第１２条の
規定により認定を取り消すこ
と。

○

$ 法第１０条の規定により認定事
業者に対し，特定建築物の建築
等又は維持保全の状況について
報告させること。

○

% 法第１１条の規定により認定を
受けた計画に従って認定建築物
の建築等又は維持保全を行って
いない場合に認定事業者に対
し，必要な措置を命ずること。

○

１３ エネルギー使用の合理化に関す
る法律（昭和５４年法律第４９号。以
下この項において「法」という。）
に関する事項

! 法第１５条第１項の規定により
建築物の設計及び施工に係る事
項について必要な指導及び助言
をすること。

○

" 法第１５条の２第１項の規定に
より特定建築物に関する届出を
受理すること。

○

# 法第１５条の２第２項の規定に
より特定建築物に関する届出が
不十分であると認めるとき，変
更すべき旨を指示すること。

○

$ 法第１５条の２第３項の規定に
より正当な理由なく指示に従わ
なかったとき，その旨を公表す
ること。

○

% 法第２５条第４項の規定により
特定建築物に関し報告させ，又
は職員に立入検査をさせるこ
と。

○

１４ 都心居住促進活動支援制度に関
する事項

! 助成対象者の認定及び取消し
をすること。

○

" 計画の変更，中止及び廃止を
承認すること。

○

# 助成対象者に対し報告若しく
は書類等の提出を求め，又は必
要な措置を命ずること。

○

１４ 難病対策に関する事項

! 難病患者看護手当及び
紙おむつの支給に関する
事務を処理すること。

○

" 難病患者等居宅生活支
援事業に関する事務を処
理すること。

○

# 難病患者夜間訪問看護
サービスに関する事務を
処理すること。

○

１５ 精神保健福祉に関する事項

! 精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律第３３
条の規定により入院の同
意をすること。

○

" 精神障害者居宅生活支
援事業に関する事務を処
理すること。

重要な
もの

軽易な
もの

# 精神障害者入院医療費
助成事業に関する事務を
処理すること。

○

１６ 牛海綿状脳症対策特別措
置法（平成１４年法律第７０
号）第７条第２項ただし書
の規定により牛の特定部位
の焼却の免除を許可するこ
と及びその許可を取り消す
こと。

○

号の項を第２０号の項とし，第１５号の項から第１８号の項ま

でを１項ずつ繰り下げ，第１４号の項の次に次のように加

える。

別表第１ ２都市整備局開発建築部の項建築指導課の

表第２項の項を次のように改める。

別表第１ ２都市整備局開発建築部の項建築指導課の

表に次のように加える。

別表第１ ２機関の項地区事務所の表第１５項の項中

「新潟市妊産婦及び乳児医療費助成規則」を「新潟市妊

産婦及び乳幼児医療費助成規則（昭和５８年新潟市規則第

３０号）」に改め，「及び第１４条」及び「妊産婦及び」を削

り，別表第１ ２機関の項保健所の表第３項の項中「及

び第１５条」を削り，同表に次のように加える。
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２ ひしみの園

! 通園を一時停止すること。 ○

" ひしのみ園の休園日を臨時に
変更すること。

○

# 入園児に対する生活指導を行
うこと。

○

$ 入園児の健康診断計画を決定
し，及びこれを実施すること。

○

% その他ひしのみ園の管理運営
に関する事務を処理すること。

重要な
もの

軽易な
もの

３ 明生園

! 入園者又は短期入所事業の利
用者との契約に関する事務を処
理すること。

○

" 入園者の支援計画を決定し，
及びこれを実施すること。

○

# 施設訓練等支援費及び居宅生
活支援費に関する事務を処理す
ること。

○

$ 明生園の休園日を臨時に変更
すること。

○

% その他明生園の管理運営に関
する事務を処理すること。

重要な
もの

軽易な
もの

４ 知的障害デイサービスセンター

! 利用者との契約に関する事務
を処理すること。

○

" 利用者の支援計画を決定し，
及びこれを実施すること。

○

# 居宅生活支援費に関する事務
を処理すること。

○

$ センターの休館日を臨時に変
更すること。

○

% その他センターの管理運営に
関する事務を処理すること。

重要な
もの

軽易な
もの

「
企画分科会 企画部長 総合企画課長 広域行

政課長 情報政策課長
」

「
企画分科会 企画部長 総合企画課長 市政改

革・創造推進課長 情
報政策課長

広域合併推
進分科会

広域合併推
進部長

広域合併推進課長 政
令指定都市調査課長

」

「
企画財政局 企画部 総合企画課長 広域行政課長 」

「
企画財政局 企画部

広域合併推進部

総合企画課長 市政改革・創造推
進課長
広域合併推進課長 政令指定都市
調査課長 」

別表第２ １備考１中「，郷土資料館，埋蔵文化財セ

ンター及び弁天線建設事務所」を「及び埋蔵文化財セン

ター」に改め，同表２!の表中第１項の項を削り，第２
項の項の項番号を削り，別表第２ ２%の表中「子ども
相談センター」を「１ こども相談センター」に改め，

同表に次のように加える。

別表第２ ２中&の表を削り，'の表を&の表とす
る。

別表第３ １備考３及び備考４を削り，同表２教育委

員会黒埼教育事務所の項を削る。

附 則

この規程は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市総合計画策定委員会規程等の一部を改正する規

程を次のように定める。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市訓令第２号

新潟市総合計画策定委員会規程等の一部を改正

する規程

（新潟市総合計画策定委員会規程の一部改正）

第１条 新潟市総合計画策定委員会規程（昭和５８年新潟

市訓令第４号）の一部を次のように改正する。

別表第２総務・企画財政部会の項部会員の欄中「企

画部長」を「企画部長 広域合併推進部長」に改め，

同表総務・企画財政部会の項中

を

に改める。

（新潟市工場立地推進委員会規程の一部改正）

第２条 新潟市工場立地推進委員会規程（昭和５８年新潟

市訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

別表第１中「企画部長」を「企画部長 広域合併推

進部長」に改める。

別表第２中

を

に改める。

（新潟都市圏域検討会議設置規程の一部改正）

第３条 新潟市都市圏域検討会議設置規程（平成元年新

潟市訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

第６条第４項中「企画財政局企画部広域行政課長」

を「企画財政局広域合併推進部政令指定都市調査課

長」に改める。

第７条中「企画財政局企画部広域行政課」を「企画

財政局広域合併推進部政令指定都市調査課」に改め

る。

別表第１中「企画部長」を「企画部長 広域合併推

進部長」に改める。
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「
企画財政局 企画部 総合企画課長 広域行政課長 」

「
企画財政局 企画部

広域合併推
進部

総合企画課長 市政改革・創造推進
課長
広域合併推進課長 政令指定都市調
査課長 」

「
企画財政局 企画部 総合企画課長，広域行政課長

」

「
企画財政局 企画部

広域合併推進部

総合企画課長，市政改革・創造推
進課長
広域合併推進課長，政令指定都市
調査課長 」

３ 職員の外国出張を命令すること。 支所長 ○

８ 合併建設計画の推進に関する事
務を処理すること。

重要な
もの

軽易な
もの

９ 合併建設計画の調整に関する事
務を処理すること。

重要な
もの

軽易な
もの

１２ 私設排水路等整備助成金（以下
この項において「助成金」とい
う。）に関する事項

! 助成金の交付又は不交付を決
定すること。

○

" 助成金の交付決定を取り消す
こと。

○

# 助成金の返還を命ずること。 ○

$ 助成基準工事単価及び助成基
準工事費を決定すること。

○

別表第２企画財政局の項中

を

に改める。

（新潟市環境保全調整会議規程の一部改正）

第４条 新潟市環境保全調整会議規程（平成７年新潟市

訓令第７号）の一部を次のように改正する。

別表第１中「企画部長」の次に「，広域合併推進部

長」を加える。

別表第２中

を

に改める。

附 則

この規程は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市黒埼支所事務専決規程の一部を改正する規程を

次のように定める。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市訓令第３号

新潟市黒埼支所事務専務専決規程の一部を改正

する規程

新潟市黒埼支所事務専決規程（平成１２年新潟市訓令第

１４号）の一部を次のように改正する。

別表１"の表第２項の項中「（外国出張を除く。）」を削
り，同表中第１１項の項を第１２項の項とし，第３項の項か

ら第１０項の項までを１項ずつ繰り下げ，第２項の項の次

に次のように加える。

別表２総務課の表に次のように加える。

別表２計画推進課の表を削り，別表２保健福祉課の表

中第５項の項を削り，第６項の項を第５項の項とし，同

表第７項第１号の項中「第１５条の３第４項」を「第１５条

の３２第２項」に，「給付等の措置」を「給付又は貸与」に

改め，同表第７項の項を同表第６項の項とし，同表第８

項第２号の項中「第２１条の１０第４項」を「第２１条の２５第２

項」に改め，「の措置」を削り，同表中第８項の項を第７

項の項とし，第９項の項から第１４項の項までを１項ずつ

繰り上げ，同表第１５項の項中「妊産婦及び乳児」を「乳

児」に改め，同項を同表第１４項の項とし，別表２下水道

課の表に次のように加える。

附 則

この規程は，平成１５年４月１日から施行する。

新潟市病院事業事務専決規程の一部を改正する規程を

次のように定める。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市訓令第４号

新潟市病院事業事務専決規程の一部を改正する

規程

新潟市病院事業事務専決規程（昭和４８年新潟市訓令第

１３号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「室長」を「教育研修部，医療情報部，

医療管理部，地域医療部」に改め，「，診療情報部，地域

医療部」を削り，「中央検査部，臨床病理部，中央放射線

部」を「医療技術部」に，「診療部，中央手術部，診療情

報部」を「教育研修部，医療情報部，医療管理部」に，

「及び中央検査部」を「，診療部及び医療技術部」に，

「及び室長」を「，室長及び科長」に改める。

別表備考２中「診療部，中央手術部，診療情報部，地

域医療部及び中央検査部」を「教育研修部，医療情報部，

医療管理部，地域医療部，診療部及び医療技術部」に改

め，同表備考３中「教育研修室，治験管理室，救命救急

センター」を「救命救急センター」に改め，「新生児医療

センター」の次に「，中央手術部」を加え，「，臨床病理

部，中央放射線部」を削る。

別表第１"の表第２項の項中「（外国出張を除く。）」を
削り，同表中第１８項の項を第１９項の項とし，第３項の項
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３ 職員の外国出張を命令す
ること。

院長 副院
長，
事務
局長

診療
部長
等，
看護
部長
等，
診療
部等
の職
員，
看護
部等
の職
員

課長
，課
の職
員

指定事業者
の名称 事業所の名称 事業所の所在地 居宅支援

の種類
指 定
年月日

アビリティ
有限会社

アビリティ訪問介
護

新潟市木工新町４３
２番地３ 居宅介護平成１５年３月１日

株式会社
ツクイ

総合福祉ツクイ新
潟

新潟市姥ヶ山１丁
目３番６号 居宅介護平成１５年３月１日

指定事業者
の名称 事業所の名称 事業所の所在地 居宅支援

の種類
指 定
年月日

社会福祉法人
更生慈仁会

十字園 地域生活
支援センター

新潟市上新栄町１
丁目２番１２号 居宅介護平成１５年３月１日

アビリティ
有限会社

アビリティ訪問介
護

新潟市木工新町４３
２番地３ 居宅介護平成１５年３月１日

株式会社
ツクイ

総合福祉ツクイ新
潟

新潟市姥ヶ山１丁
目３番６号 居宅介護平成１５年３月１日

指定事業者
の名称 事業所の名称 事業所の所在地 居宅支援

の種類
指 定
年月日

社会福祉法人
更生慈仁会

十字園 地域生活
支援センター

新潟市上新栄町１
丁目２番１２号 居宅介護平成１５年３月１日

アビリティ
有限会社

アビリティ訪問介
護

新潟市木工新町４３
２番地３ 居宅介護平成１５年３月１日

株式会社
ツクイ

総合福祉ツクイ新
潟

新潟市姥ヶ山１丁
目３番６号 居宅介護平成１５年３月１日

収納事務

受託区域

委 託 者 解 除 者

住 所 氏 名 住 所 氏 名

沼 垂 上
七 ノ 丁

沼垂東４丁
目５番８号 近藤基博 沼垂東４丁

目５番５号 関谷正夫

津 島 屋
第 三

津島屋４丁
目６３番地 坂井幸雄

下 山 下山２丁目
５００番地 木村恒穗

から第１７項の項までを１項ずつ繰り下げ，第２項の項の

次に次のように加える。

附 則

この規程は，平成１５年４月１日から施行する。

告 示

新潟市告示第５４号

指定居宅支援事業者の指定について

身体障害者福祉法第１７条の４第１項の規定により，下

記のとおり，指定居宅支援事業者を指定したので告示す

る。

平成１５年３月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第５５号

指定居宅支援事業者の指定について

知的障害者福祉法第１５条の５第１項の規定により，下

記のとおり，指定居宅支援事業者を指定したので告示す

る。

平成１５年３月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第５６号

指定居宅支援事業者の指定について

児童福祉法第２１条の１０第１項の規定により，下記のと

おり，指定居宅支援事業者を指定したので告示する。

平成１５年３月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第５７号

一般廃棄物処理手数料収納事務委託契約又は解

除について

一般廃棄物処理手数料収納事務委託者が平成１５年２月

１日付けで，次のとおり委託又は解除になったので地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項に基

づき告示します。

平成１５年３月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

一般廃棄物処理手数料収納事務委託者又は解除者

新潟市告示第５８号

予算の要領について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規

定により平成１４年度新潟市一般会計，特別会計及び企業

会計の各補正予算の要領を次のとおり告示します。

平成１５年３月３日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

７ 地 方 交 付 税 ２３，５１６，２０６ ３７３，９８０ ２３，８９０，１８６

１ 地 方 交 付 税 ２３，５１６，２０６ ３７３，９８０ ２３，８９０，１８６

１１ 分担金及び負担金 ２，６０８，４４７ １１６，７２７ ２，７２５，１７４

１ 負 担 金 ２，５７８，０３１ １１６，７２７ ２，６９４，７５８

１３ 国 庫 支 出 金 １８，８９２，２４１ ８２９，１４０
△ １１４，９００ １９，６０６，４８１

１ 国 庫 負 担 金 １２，１７６，９５７ ６４２，１０１ １２，８１９，０５８

２ 国 庫 補 助 金 ６，５３４，４９２ １８７，０３９
△ １１４，９００ ６，６０６，６３１

１４ 県 支 出 金 ３，５２１，９９８ １３，５１３
△ ５６，７００ ３，４７８，８１１

１ 県 負 担 金 ６７１，４５７ ９，７８９ ６８１，２４６

２ 県 補 助 金 １，７２３，０７４ ３，７２４
△ ５６，７００ １，６７０，０９８

１５ 財 産 収 入 ９４４，５１３ ４，３０６ ９４８，８１９

１ 財 産 運 用 収 入 １２７，２７５ ４，３０６ １３１，５８１

１９ 諸 収 入 １９，０６８，５４４ ４１４，１２７ １９，４８２，６７１

４ 雑 入 ２８２，７５８ ４１４，１２７ ６９６，８８５

２０ 市 債 １９，３４８，７００ ２９２，０００
△ ５３，０００ １９，５８７，７００

１ 市 債 １９，３４８，７００ ２９２，０００
△ ５３，０００ １９，５８７，７００

歳 入 合 計 １９４，１５３，７３９ ２，０４３，７９３
△ ２２４，６００ １９５，９７２，９３２

平成１４年度新潟市一般会計補正予算（第５号）

平成１４年度新潟市の一般会計補正予算（第５号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８１９，１９３千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１９５，９７２，９３２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第２条 継続費の変更は，「第２表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することのできる

経費は，「第３表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第４条 債務負担行為の追加は，「第４表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第５条 地方債の変更は，「第５表 地方債補正」による。
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歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 ２０，５８７，３２８ ２０７，９９８ ２０，７９５，３２６

１ 総 務 管 理 費 １７，４００，７４６ ２０７，９９８ １７，６０８，７４４

３ 民 生 費 ４２，６５３，０４１ １，０３４，２６４ ４３，６８７，３０５

２ 児 童 福 祉 費 １２，９９３，２９０ ２３１，９８３ １３，２２５，２７３

４ 生 活 保 護 費 ８，２５１，２９２ ８０２，２８１ ９，０５３，５７３

４ 衛 生 費 １７，８５０，３５８ ８４，３６９
△ ５３，０００ １７，８８１，７２７

１ 保 健 衛 生 費 ８，２６５，４０６ ８４，３６９
△ ５３，０００ ８，２９６，７７５

８ 土 木 費 ３７，６４１，１８４ ６４８，６８０
△ ２３０，３１０ ３８，０５９，５５４

２ 道 路 橋 梁 費 １０，４３９，５４４ １８６，３８６ １０，６２５，９３０

４ 都 市 計 画 費 １９，５０９，９２２ １７２，９３４
△ ２３０，３１０ １９，４５２，５４６

５ 公 園 緑 地 費 ２，９９０，２９２ ２８９，３６０ ３，２７９，６５２

１０ 教 育 費 ２３，７７２，６７２ １６７，０００ ２３，９３９，６７２

２ 小 学 校 費 ７，４３２，５９３ １３１，０００ ７，５６３，５９３

３ 中 学 校 費 ３，４８８，５７３ ３６，０００ ３，５２４，５７３

１１ 公 債 費 ２１，１２２，８４０ １，２８３ ２１，１２４，１２３

１ 公 債 費 ２１，１２２，８４０ １，２８３ ２１，１２４，１２３

１２ 諸 支 出 金 ３，６５０，８１３ △ ４１，０９１ ３，６０９，７２２

１ 普 通 財 産 取 得 費 ５１２，２１１ △ ４１，０９１ ４７１，１２０

歳 出 合 計 １９４，１５３，７３９ ２，１４３，５９４
△ ３２４，４０１ １９５，９７２，９３２

第２表 継続費補正

１ 変 更 （単位 千円）

款 項 事 業 名
補 正 前 補 正 後

総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額

１０ 教育費
２ 小 学

校 費 黒埼南小学校建設事業 １，５７７，０００
平成１４年度 ５２３，０００

１，５７７，０００
平成１４年度 ５８５，０００

平成１５年度 １，０５４，０００ 平成１５年度 ９９２，０００
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第５表 地方債補正

１ 変 更 （単位 千円）

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限度額 起債の
方 法 利 率 償還の方法 限度額 起債の

方 法 利 率 償還の方法

水 道 事 業
出 資 金

４１１，０００

普通
貸借
又は
債券
発行

年５．０％
以内

（ただし，利
率見直し方
式で借入れ
る場合で，
政府資金及
び公営企業
金融公庫資
金について
利率の見直
しを行った
後において
は，当該見
直し後の利
率）

借入れの年から据
置期間を含み３０年
以内に元利均等又
は元金均等若しく
は不均等の方法に
より，毎年度１期
又は２期に償還す
る。ただし，財政
の都合により据置
期間中であっても
繰上償還し，償還
年限を短縮し，又
は低利債に借り換
えることができ
る。

３５８，０００

普通
貸借
又は
債券
発行

年５．０％
以内

（ただし，利
率見直し方
式で借入れ
る場合で，
政府資金及
び公営企業
金融公庫資
金について
利率の見直
しを行った
後において
は，当該見
直し後の利
率）

借入れの年から据
置期間を含み３０年
以内に元利均等又
は元金均等若しく
は不均等の方法に
より，毎年度１期
又は２期に償還す
る。ただし，財政
の都合により据置
期間中であっても
繰上償還し，償還
年限を短縮し，又
は低利債に借り換
えることができ
る。

道 路 橋 梁
整 備 事 業 費

１，７７９，９００ １，７９３，４００

公 園 緑 地
整 備 事 業 費

６７３，１００ ８５３，１００

小 学 校 給 食 施 設
整 備 事 業 費

２６，２００ ５４，７００

小 学 校 大 規 模
改 造 事 業 費

５０９，８００ ５５５，８００

中 学 校 大 規 模
改 造 事 業 費

３９４，２００ ４１８，２００

第４表 債務負担行為補正

１ 追 加 （単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

学校建設事業設計委託料 平 成 １５ 年 度 ４０，４００

第３表 繰越明許費補正 （単位 千円）

款 項 事 業 名 金 額

６ 農 林 水 産 業 費

２ 農 地 費 県営土地改良事業費負担金 ２５，４２０

３ 水 産 業 費
新川漁港修築事業 ２１，１８９

新川漁港海岸整備事業 ２３，１３８

８ 土 木 費

２ 道 路 橋 梁 費 道路改良事業 １，１９３，８４１

４ 都 市 計 画 費 街路事業 ４９２，５５７

５ 公 園 緑 地 費
蔵岡公園（仮称）整備事業 ８０，０００

金巻の池周辺公園整備事業 ３０，５００

１０ 教 育 費
２ 小 学 校 費 松浜小学校トイレ改修事業 ６９，０００

３ 中 学 校 費 東石山中学校トイレ改修事業 ３６，０００
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

４ 国 庫 支 出 金 １１，２８３，３８５ ２１８，８２２ １１，５０２，２０７

１ 国 庫 負 担 金 ８，８２０，２９２ ２１８，８２２ ９，０３９，１１４

９ 繰 入 金 ２，７４０，０７３ ２９９，２８３ ３，０３９，３５６

２ 基 金 繰 入 金 ３２３，０２６ ２９９，２８３ ６２２，３０９

１１ 諸 収 入 ３８，４７０ ３１，２９３ ６９，７６３

２ 雑 入 ３８，４５０ ３１，２９３ ６９，７４３

歳 入 合 計 ３１，７２２，８１１ ５４９，３９８ ３２，２７２，２０９

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 老 人 保 健 拠 出 金 ９，８８３，５６６ ５４７，０５５ １０，４３０，６２１

１ 老 人 保 健 拠 出 金 ９，８８３，５６６ ５４７，０５５ １０，４３０，６２１

８ 諸 支 出 金 ２００，６３６ ２，３４３ ２０２，９７９

１ 償還金及び還付加算金 ２００，６３６ ２，３４３ ２０２，９７９

歳 出 合 計 ３１，７２２，８１１ ５４９，３９８ ３２，２７２，２０９

平成１４年度新潟市国民健康保険事業会計補正予算（第３号）

平成１４年度新潟市の国民健康保険事業会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４９，３９８千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３

２，２７２，２０９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 国 庫 支 出 金 ６，８０９，４５０ １，８６５，０００ ８，６７４，４５０

１ 国 庫 補 助 金 ６，８０９，４５０ １，８６５，０００ ８，６７４，４５０

５ 繰 入 金 １２，６３１，４３０ １７２，９３４ １２，８０４，３６４

１ 他 会 計 繰 入 金 １２，６３１，４３０ １７２，９３４ １２，８０４，３６４

８ 市 債 ２０，７１０，２６５ １，７４１，７００ ２２，４５１，９６５

１ 市 債 ２０，７１０，２６５ １，７４１，７００ ２２，４５１，９６５

歳 入 合 計 ５０，１６４，９３４ ３，７７９，６３４ ５３，９４４，５６８

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 下 水 道 事 業 費 ３４，８１１，５２９ ３，７７９，６３４ ３８，５９１，１６３

２ 事 業 費 ２８，５９４，８０８ ３，７７９，６３４ ３２，３７４，４４２

歳 出 合 計 ５０，１６４，９３４ ３，７７９，６３４ ５３，９４４，５６８

第２表 繰越明許費補正

１ 追 加 （単位 千円）

款 項 事 業 名 金 額

１ 下 水 道 事 業 費 ２ 事 業 費
公共下水道建設事業（補助事業） ４，８６０，０００

公共下水道建設事業（単独事業） １２０，０００

平成１４年度下水道事業会計補正予算（第５号）

平成１４年度新潟市の下水道事業会計補正予算（第５号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，７７９，６３４千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

５３，９４４，５６８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は，「第２表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は，「第３表 地方債補正」による。
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第３表 地方債補正

１ 変 更 （単位 千円）

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限度額 起債の
方 法 利 率 償還の方法 限度額 起債の

方 法 利 率 償還の方法

公 共 下 水 道
建 設 費

１９，６１８，３００

普通
貸借
又は
債券
発行

年５．０％
以内

（ただし，利
率見直し方
式で借入れ
る場合で，
政府資金及
び公営企業
金融公庫資
金について
利率の見直
しを行った
後において
は，当該見
直し後の利
率）

借入れの年から据
置期間を含み３０年
以内に元利均等又
は元金均等若しく
は不均等の方法に
より，毎年度１期
又は２期に償還す
る。ただし，財政
の都合により据置
期間中であっても
繰上償還し，償還
年限を短縮し，又
は低利債に借り換
えることができ
る。

２１，２９６，８００

普通
貸借
又は
債権
発行

年５．０％
以内

（ただし，利
率見直し方
式で借入れ
る場合で，
政府資金及
び公営企業
金融公庫資
金について
利率の見直
しを行った
後において
は，当該見
直し後の利
率）

借入れの年から据
置期間を含み３０年
以内に元利均等又
は元金均等若しく
は不均等の方法に
より，毎年度１期
又は２期に償還す
る。ただし，財政
の都合により据置
期間中であっても
繰上償還し，償還
年限を短縮し，又
は低利債に借り換
えることができ
る。

流 域 下 水 道
建 設 費 ７４７，０００ ８１０，２００

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 財 産 収 入 ４７８，５１２ １７５，３１３ ６５３，８２５

１ 財 産 売 払 収 入 ４７８，５１１ １７５，３１３ ６５３，８２４

３ 繰 入 金 ２１１，２１１ △ ４１，０９１ １７０，１２０

１ 繰 入 金 ２１１，２１１ △ ４１，０９１ １７０，１２０

歳 入 合 計 ７９２，７２７ １７５，３１３
△ ４１，０９１ ９２６，９４９

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 公 債 費 ６８８，６２７ １３４，２２２ ８２２，８４９

１ 公 債 費 ６８８，６２７ １３４，２２２ ８２２，８４９

歳 出 合 計 ７９２，７２７ １３４，２２２ ９２６，９４９

平成１４年度新潟市土地取得事業会計補正予算（第１号）

平成１４年度新潟市の土地取得事業会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３４，２２２千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

９２６，９４９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。
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収 入 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 市民病院事業収益 １４，９９１，８９５ ４４，８３７ １５，０３６，７３２

第２項 医 業 外 収 益 １，５２３，５９５ ４４，８３７ １，５６８，４３２

支 出 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 市民病院事業費用 １４，９９１，８９５ ４４，８３７ １５，０３６，７３２

第１項 医 業 費 用 １４，６０８，５７４ ４４，８３７ １４，６５３，４１１

支 出 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 事 業 費 １０，１０５，７２８ １３，４６６ １０，１１９，１９４

第２項 営 業 外 費 用 １，２７９，１６７ １３，４６６ １，２９２，６３３

平成１４年度新潟市病院事業会計補正予算（第４号）

（総 則）

第１条 平成１４年度新潟市病院事業会計の補正予算（第４号）は，次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 平成１４年度新潟市病院事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

平成１４年度新潟市水道事業会計補正予算（第３号）

（総 則）

第１条 平成１４年度新潟市水道事業会計の補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成１４年度新潟市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第３号中「（仮称）信濃川浄水場建設

事業 ４，０５２，２０３千円」を「（仮称）信濃川浄水場建設事業 ３，７７３，０５０千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。
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収 入 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 資 本 的 収 入 ３，７７８，９５０ ３，６３５
△ ５３，０００ ３，７２９，５８５

第２項 国 庫 補 助 金 １０８，６６１ ３，６３５ １１２，２９６

第７項 出 資 金 ４１１，０００ △ ５３，０００ ３５８，０００

支 出 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 資 本 的 支 出 ７，６４２，７２８ ２８１，０００
△ ２７９，１５３ ７，６４４，５７５

第１項 建 設 改 良 費 ６，４８１，８６７ △ ２７９，１５３ ６，２０２，７１４

第３項 投 資 ２８１，０００ ２８１，０００

（単位 千円）

款 項 事 業 名
補 正 前 補 正 後

総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額

１ 資本的

支 出

１ 建 設

改良費

（仮称）信濃川浄水場

建 設 事 業
２２，０３１，９２９

平成１２年度 ９６４，４３７

２２，０３１，９２９

平成１２年度 ９６４，４３７

平成１３年度 ２，８４５，９２５ 平成１３年度 ２，８４５，９２５

平成１４年度 ４，０５２，２０３ 平成１４年度 ３，７７３，０５０

平成１５年度 ７，０６８，９８５ 平成１５年度 ５，２３７，３３６

平成１６年度 ４，９９５，８５９ 平成１６年度 ７，３２０，５２５

平成１７年度 ２，１０４，５２０ 平成１７年度 １，８９０，６５６

（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額３，８６３，７７８千円は，」を「資本的

収入額が資本的支出額に対して不足する額３，９１４，９９０千円は，」に，「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整

額２９０，８６１千円，」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額２７７，５６８千円，」に，「及び建設改良積立金１，

３３３，８５９千円で」を「及び建設改良積立金１，３９８，３６４千円で」に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補

正する。

（継続費）

第５条 予算第５条に定めた（仮称）信濃川浄水場建設事業に係る継続費について，その年割額を次のように改め

る。
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住 所 氏 名 消除日

１ 新潟市金巻１１０３番地３ 小野寺健二 平成１５年
２月２８日

２ 新潟市根室新町２番地３ 五十嵐哲也 平成１５年
２月２８日

３ 新潟市上木戸４丁目７番
３７号

高 橋 直 之 平成１５年
２月２８日

４ 新潟市下所島１丁目８番
５号

丸 山 ヨ イ 平成１５年
２月２８日

５ 新潟市南浜通１番町３７３
番地３

田 中 ! 生 平成１５年
２月２８日

６ 新潟市新中浜３丁目１番
地１７

北 畠 守 平成１５年
２月２８日

新潟市告示第５９号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第６０号

住民票の職権消除について

住民基本台帳法第８条および同法施行令第１２条第４項

の規定に基づき告示します。

平成１５年３月７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 職権消除者の住所・氏名・職権消除日

別紙名簿のとおり

職権消除対象者名簿一覧表

新潟市告示第６１号

放置自転車等の撤去，保管について

新潟市自転車等放置防止条例第９条第２項の規定によ

り，放置自転車等を下記のとおり撤去し，

保管したので同条例第１１条第１項の規定により告示す

る。

平成１５年３月１１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 放 置 場 所 新潟駅万代口周辺

２ 徹 去 台 数 自転車 ６６台

３ 徹 去 年 月 日 平成１５年２月２日から

平成１５年２月２８日まで

４ 保管返還場所 自転車等保管所

（新潟市花園２丁目５４番地先）

５ 保 管 期 間 平成１５年３月１２日から

平成１５年９月１１日まで

６ 返還日及び時間 月曜日から金曜日（ただし，国民

の祝日に関する法律に規定する休

日及び１２月２９日から翌年の１月３

日までの日は除く。）

午前９時から午後５時まで

７ 返還に必要なもの

! 運転免許証，健康保険証その他身分を証明できる

もの

" 自転車等の鍵又は保証書その他返還を受けようと

する自転車等の利用者等であることを証明できるも

の

# 印鑑

収 入 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 資 本 的 収 入 ４０２，８９４ ２８１，０００
△ ２８１，０００ ４０２，８９４

第１項 企 業 債 ２８１，０００ △ ２８１，０００

第３項 他会計からの長期借入金 ２８１，０００ ２８１，０００

平成１４年度新潟市ガス事業会計補正予算（第２号）

（総 則）

第１条 平成１４年度新潟市ガス事業会計の補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第２条 平成１４年度新潟市ガス事業会計予算（以下「予算」という。）第４条に定めた資本的収入の予定額を次のと

おり補正する。

（企業債）

第３条 予算第５条を次のように改める。

第５条 削 除
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「
みずほアセット信託銀行 〃

」

「
みずほ信託銀行 〃

」

期 日 検 査 会 場 受 付 時 間

４月１４日から
５月２日まで

新潟市消費生活セン
ター

午前９時から
午後５時まで

４月１４日から
１２月２６日まで

計量器の所在の場所

! 撤去保管に要する費用

自転車 １，０００円

なお，この告示にかかる自転車等で，上記保管期間経

過後においても利用者等の引取がないものは，新潟市自

転車等放置防止条例第１１条第２項の規定に基づき，本市

において処分する。

新潟市告示第６２号

新潟市収納代理金融機関の変更について

新潟市指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理

金融機関の指定について（平成１０年新潟市告示第７４号）

の一部を、次のように改める。

平成１５年３月１２日

新 潟 市 長 篠 田 昭

３表中

を

に改める。

新潟市告示第６３号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第６４号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第６５号

新潟市農用地利用集積計画について

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８

条第１項の規定により，農用地利用集積計画を定めたの

で，同法第１９条の規定により告示する。

なお，同計画は次の場所に備え置いて縦覧に供する。

平成１５年３月１４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 新潟市農用地利用集積計画を備え置く場所

新潟市役所

産業経済局 農林水産部 農業振興課

（新潟市学校町通１番町６０２番地１）

新潟市告示第６６号

計量器定期検査の実施について

計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定に

基づき，計量器定期検査を次のとおり行うので，同法第

２１条第２項の規定により告示する。

平成１５年３月１４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 検査を行う地域

北，中，東，南及び石山地区事務所並びに黒埼支所

管内（但し，計量器の所在の場所で行う検査については，

新潟市全域）

２ 検査を行う計量器

計量法施行令第１０条で定める非自動はかり，分銅及

びおもりで，取引及び証明のための計量に使用されるも

の。

３ 検査期日及び会場

新潟市告示第６７号

公共下水道の供用開始について

次のとおり，公共下水道の供用を開始するので，下水

道法（昭和３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により

告示する。

平成１５年３月１４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 供用を開始する年月日

平成１５年３月３１日

２ 供用を開始する区域

（新潟第４処理分区）

・大形本町１の一部

（新潟松浜処理分区）

・松浜８の一部

（新潟西第１１処理分区）

・流通センター１・２・３・４・５・６，的場流通

１・２の全部

３ 供用を開始する排水施設及び合流又は分流の別

新潟第４処理分区………分流式

新潟松浜処理分区………分流式

新潟西第１１処理分区………分流式

４ 供用を開始する施設の位置

管渠施設 別紙管渠図面のとおり

５ 図面を縦覧に供する場所及び期日

平成１５年３月１４日から３月２８日まで，新潟市都市

整備局下水道部下水道企画課（第１分館６階）に備

え置いて縦覧に供する。

新潟市告示第６８号

公共下水道の処理開始について
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路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

小 針
坂 井 線

新潟市坂井東一丁目２６６
５番１地先から 前 ９．４

～１６．０ ２３３．５

新潟市坂井東二丁目２５９
２番２地先まで 後 １６．０ ２３３．５

平島大野
線 １ 号

新潟市坂井一丁目１５７２
番１地先から 前 ４．２

～４．８ ３２２．０

新潟市坂井一丁目３０６番
４地先まで 後 ９．５

～１４．７ ３２２．０

路 線 名 区 間 供用開始
年 月 日

小 針
坂 井 線

新潟市坂井東一丁目２６６５番１地先から
新潟市坂井東二丁目２５９２番２地先まで

平成１５年
３月１４日

平島大野線
１ 号

新潟市坂井一丁目１５７２番１地先から
新潟市坂井一丁目３０６番４地先まで

名 称 所在地 担当すべき
医療の種類

指定年月日 告示事項

坂井調剤薬局 新潟市坂井９５１ 薬局 Ｈ１５．３．１新規指定

市道路線名 区間 指定部分

一 番 堀
入船線１号

新潟市東堀前通三番町３７２番地１地先から
新潟市東堀前通四番町３９９番地３地先まで 右側

新潟市東堀通三番町４８０番地１地先から
新潟市東堀通四番町４５１番地１地先まで 左側

弁 天 橋
姥 ヶ 山 線

新潟市姥ヶ山１丁目８４０番地４地先から
新潟市長潟８４９番地３地先まで 右側

新潟市姥ヶ山１丁目８３９番地３地先から
新潟市長潟１８番地５地先まで 左側

次のとおり，公共下水道の処理を開始するので，下水

道法（昭和３３年法律第７９号）第９条第２項の規定により

告示する。

平成１５年３月１４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 処理を開始する年月日

平成１５年３月３１日

２ 処理を開始する区域

（新潟第４処理分区）

・大形本町１の一部

（新潟松浜処理分区）

・松浜８の一部

（新潟西第１１処理分区）

・流通センター１・２・３・４・５・６，的場流通

１・２の全部

３ 下水の処理をする終末処理場の位置及び名称

（新潟第４処理分区）

新潟市下山３丁目６８０番地 新潟浄化センター

（新潟松浜処理分区）

新潟市名目所１丁目１６７番地

新井郷川浄化センター

（新潟西第１１処理分区）

新潟市笠木３３９番地 西川浄化センター

４ 図面を縦覧に供する場所及び期日

平成１５年３月１４日から３月２８日まで，新潟市都市

整備局下水道部下水道企画課（第１分館６階）に備

え置いて縦覧に供する。

新潟市告示第６９号

市道区域の変更について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に

基づいて，市道区域を次のように変更する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第７０号

市道の供用開始について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に

基づき，次の市道路線の供用を開始する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第７１号

更生医療担当医療機関の指定等について

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２

の規定による医療機関について次のとおり指定した。

平成１５年３月１８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第７２号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第７３号

電線共同溝整備道路の指定について

電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法

律第３９号）第３条第１項の規定に基づき，電線共同溝を

整備すべき道路を指定したので，同条第４項の規定によ

り次のとおり告示する。

平成１５年３月１８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第７４号

身体障害者福祉法による医師の指定および辞退

について

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１
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氏 名 担当する
医療の種類

従事する病院又
は診療所の名称 所 在 地 指 定

年月日
中村 裕一 内 科 新潟大学医学部

附属病院
新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

鈴木 克典 内 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

松田 康伸 内 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

高橋 達 内 科 ，
消化器科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

鈴木 健司 消化器科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

大橋 学 消化器科
， 外 科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

川原聖佳子 外 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

中川 悟 消化器科
， 外 科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

小杉 伸一 消化器科
， 外 科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

小林 康雄 外 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

竹石 利之 外 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

丸山 聡 消化器科
， 外 科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

田邊 匡 消化器科
， 外 科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

羽賀 学 心臓血管
外 科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

島田 晃治 心臓血管
外 科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

窪田 正幸 小児外科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

内藤 雅晃 泌尿器科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

擣木 立 泌尿器科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

阿部 真紀 泌尿器科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

新井 啓 泌尿器科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

佐藤 弥生 眼 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

馬場理恵子 眼 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

川端 祐子 眼 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

荒木 豊 眼 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

氏 名 担当する
医療の種類

従事する病院又
は診療所の名称 所 在 地 指 定

年月日
中村 裕介 眼 科 新潟大学医学部

附属病院
新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

畑瀬 哲尚 眼 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

引間 孝輔 眼 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

芳野 高子 眼 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

道本修一郎 眼 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

松山 洋 耳 鼻
咽 喉 科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

岡部 隆一 耳 鼻
咽 喉 科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

山崎 恵介 耳 鼻
咽 喉 科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

伊藤 直美 耳鼻咽喉
科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

妻沼 到 脳神経外
科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

赤岩 靖久 神経内科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

高野 政彦 神経内科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

今田 暁子 リ ハ ビ リ
テーション科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

和泉 由貴 リハビリテー
シ ョ ン 科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

平山 哲 内 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

畔上 卓昭 内 科 東新潟病院 新潟市姥ヶ山２７
４－１

平成１５年
３月１日

大平 徹郎 呼吸器科 国立療養所西新
潟中央病院

新潟市旭町１番
町７５４番地

平成１５年
３月１日

桶谷 典弘 呼吸器科 国立療養所西新
潟中央病院

新潟市旭町１番
町７５４番地

平成１５年
３月１日

宮尾 浩美 呼吸器科 国立療養所西新
潟中央病院

新潟市旭町１番
町７５４番地

平成１５年
３月１日

桑原 克弘 呼吸器科 国立療養所西新
潟中央病院

新潟市旭町１番
町７５４番地

平成１５年
３月１日

齋藤 功 呼吸器科 国立療養所西新
潟中央病院

新潟市旭町１番
町７５４番地

平成１５年
３月１日

丸山 佳重 呼吸器科 国立療養所西新
潟中央病院

新潟市旭町１番
町７５４番地

平成１５年
３月１日

大山 泰郎 内 科 県立がんセン
ター新潟病院

新潟市川岸町２
－１５－３

平成１５年
３月１日

西山 健一 脳 神 経
内 科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

近藤 宏美 耳 鼻
咽 喉 科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

近藤 大介 内 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

水澤 隆樹 泌尿器科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

大渕 信隆 眼 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

橋本 昌美 眼 科 新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

高橋 邦行 耳 鼻
咽 喉 科

新潟大学医学部
附属病院

新潟市旭町通１
番町７５４番地

平成１５年
３月１日

項の規定に基づき，次のとおり医師を指定したので告示

します。

また，同法施行令（昭和２５年政令第７８号）第１条の２，

第２項の規定により，下記の指定医師は，その指定を辞

退したのであわせて告示します。

平成１５年３月１９日

新 潟 市 長 篠 田 昭

指 定
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氏 名 担当する
医療の種類

従事する病院又
は診療所の名称 所 在 地 辞 退

年月日
根本 大志 眼 科 燕労災病院 燕市大字佐渡６３

３
平成１５年
１月１日

小川 涼太 眼 科 長岡赤十字病院 長岡市寺島２９７
－１

平成１５年
１月１日

尾山 徳秀 眼 科 長岡赤十字病院 長岡市寺島２９７
－１

平成１５年
１月１日

他田 正義 神経内科 長岡赤十字病院 長岡市寺島２９７
－１

平成１５年
１月１日

米山 健志 泌尿器科 長岡赤十字病院 長岡市寺島２９７
－１

平成１５年
１月１日

谷口 禎規 脳 神 経
外 科

長岡中央綜合病
院

長岡市福住２－
１－５

平成１５年
１月１日

山本 和男 心臓血管外科
・呼吸器科

立川綜合病院 長岡市神田町３
－２－１１

平成１５年
１月１日

森井 研 脳 神 経
外 科

北日本脳神経外
科病院

五泉市大字太田
字大向４４０－１

平成１５年
１月１日

浅井 正典 外 科 岩室温泉病院
県立十日町病院

岩室村大字岩室
字上ノ郷７７２－１

平成１５年
１月１日

指定事業者
の名称 事業所の名称 事業所の所在地 居宅支援

の種類
指 定
年月日

国立療養所
西新潟中央病院

国立療養所西新潟
中央病院

新潟市真砂１丁目
１４番１号 短期入所平成１５年３月２０日

社会福祉法人
新潟市中央福祉会

カルテットよねや
ま

新潟市米山３丁目
１２番１６号

地域生活
援助

平成１５年
３月２０日

指定事業者
の名称 事業所の名称 事業所の所在地 居宅支援

の種類
指 定
年月日

国立療養所西
新潟中央病院

国立療養所西新潟
中央病院

新潟市真砂１丁目
１４番１号 短期入所平成１５年３月２０日

辞 退

新潟市告示第７５号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第７６号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第７７号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第７８号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第７９号

指定居宅支援事業者の指定について

知的障害者福祉法第１５条の５第１項の規定により，下

記のとおり，指定居宅支援事業者を指定したので告示す

る。

平成１５年３月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第８０号

指定居宅支援事業者の指定について

児童福祉法第２１条の１０第１項の規定により，下記のと

おり，指定居宅支援事業を指定したので告示する。

平成１５年３月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第８１号

新潟市受水そう以下装置の構造基準及び維持管

理指導要綱の全部改正について

新潟市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱を制定した

ので告示する。

平成１５年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱

新潟市受水そう以下装置の構造基準及び維持管理指導

要綱（昭和５４年７月１日施行）の全部を改正する。

（目 的）

第１条 この要綱は，水槽を設けて飲料水を供給する施

設について，衛生管理上必要な事項を定めることによ

り，衛生的で安全な飲料水の確保を図ることを目的と

する。

（定 義）

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意

義は，当該各号に定めるところによる。

! 水槽 飲料水を供給する受水槽，高置水槽等をい

う。

" 貯水槽給水施設 次に掲げるものであって，水槽

から給水栓までの施設の総体をいう。

ア 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１４条第２項第

５号に規定する貯水槽水道（以下「貯水槽水道」

という。）

イ 地下水等を水源とする水槽を設けて飲料水を供

給する施設（水道法第３条第６項に規定する専用

水道を除く。）

# 設置者 貯水槽給水施設の所有者又は所有者以外

の者で当該施設の維持管理に関する権原を有するも

のをいう。

（構造設置基準）

第３条 貯水槽給水施設の構造設備は，別表第１の構造

設備基準によるものとする。

（維持管理基準）

第４条 貯水槽給水施設の維持管理は，別表第２の維持

管理基準によるものとする。

平成１５年４月１５日 第７２２号 87新 潟 市 公 報



貯水槽給水施設の構造設備基準

貯水槽給水施設の構造及び設備は，建築基準法及び

関連通知の規定によるほか，次に掲げる事項に留意す

ること。

１ 水槽の設置場所

! 水槽は，周囲にごみや汚物の置場がなく，わき

水及びたまり水の影響を受けず，かつ，人が通常

出入りしない場所に設置すること。屋外に設置す

る場合は，必要に応じさく等で囲み，関係者以外

が立入りできないようにすること。

" 水槽周囲の点検空間は，水槽の上部については

１メートル以上，底部及び周囲については６０セン

チメートル以上を標準とすること。

# 水槽又はポンプを屋内に設置する場合は，必要

に応じて換気，排水及び照明設備を設けること。

$ 水槽を塔屋屋上等高所に設置する場合は，転落

防止用のさく及び階段を設ける等保守点検を安全

に行うことができる措置を講じること。

% 水槽を地下ピット内に設置する場合は，保守点

検を容易に行うことができる措置を講じ，排水た

まりに水位警報装置を設けること。

& 水槽上部には，水を汚染するおそれのある設備

を原則として設けないこと。やむを得ず設ける場

合は，水槽上部に受け皿を設ける等して，飲料水

を汚染することがないように，衛生上必要な措置

を講じること。

２ 水槽の構造

! 容量

ア 受水槽の有効容量は，計画１日使用水量の１０

分の４から１０分の６を標準とすること。

イ 高置水槽の有効容量は，計画１日使用水量の

１０分の１を標準とすること。

" マンホール

ア マンホールの立上げは，水槽の上部面から１０

センチメートル程度とすること。
ふた

イ 蓋は，施錠等により維持管理をする者以外の

者が容易に開閉できない構造とすること。
ふた

ウ 蓋は，風圧や震動で容易にはずれたり，すき

まができないような構造とすること。

（設置等の届出）

第５条 貯水槽給水施設を設置しようとする者は，貯水

槽水道にあっては水道事業管理者に，それ以外のもの

にあっては市長に別記様式第１号により届け出るもの

とする。

２ 設置者は，前項の規定により届け出た事項に変更が

あった場合又は貯水槽給水施設を廃止した場合は，貯

水槽水道にあっては水道事業管理者に，それ以外のも

のにあっては市長に別記様式第２号により届け出るも

のとする。

３ 水道事業管理者は，前２項において簡易専用水道（水

道法第３条第７項に規定する簡易専用水道をいう。）に

関する届出を受理した場合は，これを市長に通知する

ものとする。

（清掃実施報告）

第６条 水槽の清掃を実施した者は，別記様式第３号に

次に掲げる事項を記載した書類及び清掃後の水質検査

成績書の写しを添付し，貯水槽水道にあっては水道事

業管理者に，それ以外のものにあっては市長に清掃を

実施した月の翌月末までに報告するものとする。

! 貯水槽清掃作業監督者の氏名及び清掃作業従事者

数

" 水槽の設置場所，材質，容量及び有効容量

# 水槽内外の点検結果

$ 消毒に使用した薬品名と希釈濃度

% 補修状況（塗装又は被覆を行った場合は，その材

料名）

& 設置者への提言等の所見
せい

（防錆剤使用等の届出）
せい

第７条 設置者は，防錆剤を使用したときは，別記様式

第４号により市長に届け出るものとする。

２ 設置者は，前項の規定により届け出た事項に変更が
せい

あった場合又は防錆剤の使用を停止した場合は，別記

様式第５号により市長に届け出るものとする。

（汚染事故発生時等の措置）

第８条 設置者は，汚染事故等により供給する水が人の

健康を害するおそれがあることを知った場合は，次の

措置を講じるものとする。

! 直ちに給水を停止し，利用者にその旨を周知する

こと。

" 直ちに市長へ連絡し，指示を受けること。

# 直ちに施設の点検及び水質検査等により原因を調

査し，施設の復旧を図ること。

$ 必要に応じて代替水を確保すること。

% 給水の再開は，水質検査により飲料水の安全を確

認してから行うこと。

２ 設置者は，定期及び臨時の水質検査の結果，水道法

に基づく水質基準に適合しない場合には，市長へ連絡

し指示を受けるものとする。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は，平成１５年４月１日から施行する。

（新潟市貯水そう清掃実施要領の廃止）

２ 新潟市貯水そう清掃実施要領（昭和５２年１月６日制

定）は，廃止する。

別表第１（第３条関係）
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# 水槽内

ア 流入口と流出口は，水槽内において対称位置

に設ける等水槽内で水が滞留しない措置を講じ

ること。

イ 水槽内は，吐水口空間を確保すること。

$ オーバーフロー管

ア 管端部は下向きとし，十分な下り幅をとるこ

と。

イ 管端開口部には２ミリメートル目程度の防虫

網を取り付けること。

ウ 管端は間接排水とし，十分な排水口空間を確

保すること。

% 通気装置
かさ

ア 管端部は下向きとするか，通気笠を設けるこ

と。
かさ かさ

イ 通気笠の場合は，笠が容易にはずれない措置

を講じること。

ウ 積雪で開口部がふさがれない構造とするこ

と。

エ 開口部には２ミリメートル目程度の防虫網を

取り付けること。

& 排水設備
こう

ア 水槽の底部に適度な勾配をとり，吸込みピッ

ト等を設け，完全に水抜きができる構造とする

こと。

イ 水抜管の管端は間接排水とし，十分な排水口

空間を確保すること。

' その他
こう

ア 水槽の上部面は適度な勾配をとる等たまり水

のできない構造とすること。

イ 水槽が直接日光を受ける場合は，光の透過を

防ぐ措置を講じること。

３ 給水管

! 水を汚染するおそれのある箇所を貫通していな

いこと。

" 排水管等他の配管と識別できる措置を講じるこ

と。

４ その他

! ポンプ室の床は，排水が速やかにできる構造と

すること。

" 受水槽へ流入する給水管に給水栓を設けるこ

と。

# 地下水等を水源とする貯水槽給水施設において

は，塩素注入装置を設けること。

$ 塩素注入装置は屋内に設け，関係者以外が立入

ることができない措置を講じること。

貯水槽給水施設の維持管理基準

貯水槽給水施設の維持管理は，次に掲げる事項に留

意すること。

１ 施設の点検管理

! 水槽の周囲は，常に清潔にし，水槽の周囲に水

を汚染するおそれのあるものを置かないこと。

" 施設の点検をおおむね月１回，次の点に留意し

て行うこと。

ア 水槽周辺の清潔保持状況

イ 水槽の水漏れ及び損傷の有無

ウ 水槽内部の異物の有無

エ 水槽のマンホールの施錠及び防水状況

オ オーバーフロー管からの出水の有無

カ オーバーフロー管及び通気管の防虫網の状況

キ 給水配管及び給水器具の異常の有無

ク 塩素注入装置の作動状況
せい

ケ 防錆剤注入装置の作動状況

コ 揚水ポンプの振動及び異常の有無

# 給水栓における水が，遊離残留塩素を０．１㎎／L

（結合残留塩素の場合は，０．４㎎／L）以上保持す

るよう，適正な管理をすること。

$ 簡易専用水道及び地下水等を水源とする貯水槽

給水施設にあっては，残留塩素の測定を７日に１

回以上行うこと。

% 塩素注入装置を設けている場合は，消毒剤を適

正に保管すること。

２ 水槽の清掃

! 水槽の清掃を１年に１回以上行うこと。水槽の

新設，入替え，修理等をした場合も行うこと。

" 清掃は，建築物における衛生的環境の維持管理

について（昭和５８年３月１８日付環企第２８号厚生省

環境衛生局長通知）に規定する建築物環境衛生維

持管理要領を参考に行うこと。

# 清掃は，建築物における衛生的環境の確保に関

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第５

項に基づき建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う

事業の登録を受けた者又はこれと同等の知識及び

技能を有する者が行うこと。

$ 清掃後は，速やかに末端給水栓から採水し，水

質検査を行うこと。

% 採水は，水質検査機関又はこれと同等の知識を

有する者が行うこと。

３ 水質検査項目

! ２の$に規定する水質検査は，水道水質基準等
の制定に伴う水質検査の実施等について（平成５

年１１月１５日付環衛第７０７号新潟県環境保健部長通

別表第２（第４条関係）
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知。以下「平成５年環衛第７０７号通知」という。）

で定める一般項目検査（一般細菌，大腸菌群，硝

酸性窒素及び亜硝酸性窒素，塩素イオン，有機物

等（過マンガン酸カリウム消費量），pH値，味，

臭気，色度，濁度，鉄，カルシウム・マグネシウ

ム等（硬度），蒸発残留物並びにアンモニア性窒素

の計１４項目）とする。

" 地下水等を水源とする貯水槽給水施設において

は，使用開始前に平成５年環衛第７０７号通知で定め

る全項目検査を行うこと。
せい

４ 防錆剤の管理
せい

防錆剤を使用する場合は，中央管理方式の空気調

和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

（昭和５７年厚生省告示第１９４号）及び関連通知の規定

に準じて行うこと。

５ 管理態勢

! 設置者は，維持管理責任者を１人定めておくこ

と。ただし，自ら維持管理責任者となる場合はこ

の限りでない。

" 維持管理責任者は，維持管理基準に掲げる業務

に従事し，又はその業務に従事する者を監督する

こと。

# 設置者は，貯水槽給水施設の設備の配置及び系

統並びに受水槽周囲の構造物の配置を明らかにし

た図面を整理保存しておくこと。

$ 設置者は，水槽の清掃記録その他の維持管理に

関する事項を記載した帳簿書類を５年間保存して

おくこと。
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貯
水
槽
給
水
施
設
設
置
届
出
書

年
月

日

（
あ
て
先
）

届
出
者
（
設
置
者
）
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

新
潟
市
貯
水
槽
給
水
施
設
の
衛
生
管
理
指
導
要
綱
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

■
建
築
物
の
概
要

建
築
物
の
名
称

建
築
物
の
所
在
地

新
潟
市

主
た
る
用
途

延
床
面

積
㎡

階
数

地
上

階
，
地
下

階
棟

数
棟

竣
工
予
定
年
月
日

年
月

日
食
品
取
扱
施
設

□
有

□
無

■
貯
水
槽
給
水
施
設
の
概
要

水
源

□
水
道
水

□
地
下
水

□
そ
の
他
（

）

給
水
方
式

□
加
圧
ポ
ン
プ
式

□
高
置
水
槽
式

□
そ
の
他
（

）

給
水
先

□
建
築
物
全
体

□
部
分
給
水
（

～
階
）

有
効
容
量

設
置
場
所

材
質

数

受
水
槽

!
□
屋
内

□
地
下
ピ
ッ
ト

□
屋
外

□
Ｆ
Ｒ
Ｐ

□
ス
テ
ン
レ
ス

□
そ
の
他
（

）
基

高
置
水
槽

!
□
屋
内

□
屋
外

□
Ｆ
Ｒ
Ｐ

□
ス
テ
ン
レ
ス

□
そ
の
他
（

）
基

配
管
材
質

□
ポ
リ
粉
体
ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管

□
塩
ビ
ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管

□
そ
の
他
（

）

付
帯
設
備

□
塩
素
注
入
装
置

□
直
結
給
水
栓

□
換
気
設
備

□
排
水
設
備

□
照
明
設
備

注
該
当
す
る
事
項
の
□
の
中
に
"
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

貯
水
槽
給
水
施
設
変
更
（
廃
止
）
届
出
書

年
月

日

（
あ
て
先
）

届
出
者
（
設
置
者
）
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

新
潟
市
貯
水
槽
給
水
施
設
の
衛
生
管
理
指
導
要
綱
第
５
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

建
築
物
の
名
称

建
築
物
の
所
在
地

新
潟
市

□ 変 更

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

変
更
年
月
日

年
月

日

□ 廃 止
廃
止
年
月
日

年
月

日

注
該
当
す
る
事
項
の
□
の
中
に
"
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

別
記
様
式
第
１
号
（
第
５
条
関
係
）

別
記
様
式
第
２
号
（
第
５
条
関
係
）
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貯
水
槽
清
掃
実
施
状
況
報
告
書

年
月

日

（
あ
て
先
）

清
掃
実
施
者

住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

新
潟
市
貯
水
槽
給
水
施
設
の
衛
生
管
理
指
導
要
綱
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
ま
す
。

（
年

月
分
）

建
築
物
名
称

建
築
物
所
在
地

清
掃
年
月
日

添
付
書
類

１
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

"
貯
水
槽
清
掃
作
業
監
督
者
の
氏
名
及
び
清
掃
作
業
従
事
者
数

#
水
槽
の
設
置
場
所
，
材
質
，
容
量
及
び
有
効
容
量

$
水
槽
内
外
の
点
検
結
果

%
消
毒
に
使
用
し
た
薬
品
名
と
希
釈
濃
度

&
補
修
状
況
（
塗
装
又
は
被
覆
を
行
っ
た
場
合
は
，
そ
の
材
料
名
）

'
設
置
者
へ
の
提
言
等
の
所
見

２
水
質
検
査
成
績
書
の
写
し

せ
い

給
水
用
防
錆
剤
使
用
届
出
書

年
月

日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

届
出
者
（
設
置
者
）
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

新
潟
市
貯
水
槽
給
水
施
設
の
衛
生
管
理
指
導
要
綱
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

■
建
築
物
の
に
関
す
る
事
項

建
築
物
の
名
称

建
築
物
の
所
在
地

新
潟
市

主
た
る
用
途

延
床
面

積
㎡

階
数

地
上

階
，
地
下

階
棟

数
棟

有
効
容
量

設
置
場
所

材
質

数

受
水

槽
!

□
屋
内

□
地
下
ピ
ッ
ト

□
屋
外

□
Ｆ
Ｒ
Ｐ

□
ス
テ
ン
レ
ス

□
そ
の
他
（

）
基

高
置
水

槽
!

□
屋
内

□
屋
外

□
Ｆ
Ｒ
Ｐ

□
ス
テ
ン
レ
ス

□
そ
の
他
（

）
基

せ
い

■
防
錆
剤
に
関
す
る
事
項

防 錆 剤 等

防
錆
剤
の
種
類

種
号

注
入
方

法
□
固
形
溶
解

□
液
注
入

メ
ー
カ
ー
名
・
型
式

使
用
開
始
年
月
日

年
月

日

防 錆 剤 管 理 責 任 者

氏
名

住
所

資
格
区

分
□
建
築
物
環
境
衛
生
管
理
技
術
者

□
講
習
会
修
了
者

所
属

電
話

注
該
当
す
る
事
項
の
□
の
中
に
(
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

別
記
様
式
第
３
号
（
第
６
条
関
係
）

別
記
様
式
第
４
号
（
第
７
条
関
係
）
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「
株式会社 石 川 銀 行 〃

」

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

黒埼２－
７８号 線

新潟市木場字下谷地４０６
２番地先から 前 ３．８

～８．４ ３１９．０

新潟市大潟字大潟４１４番
２地先まで 後 ７．５

～２７．０ ３１９．０

路 線 名 区 間 供用開始
年 月 日

黒 埼 ２ －
７８ 号 線

新潟市木場字下谷地４０６２番地先から
新潟市大潟字大潟４１４番２地先まで

平成１５年
３月２５日

新潟市告示第８２号

新潟市収納代理金融機関の指定取消しについて

新潟市指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理

金融機関の指定について（平成１０年新潟市告示第７４号）

の一部を、次のように改める。

平成１５年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

３表中

を削る。

新潟市告示第８３号

市道区域の変更について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に

基づいて，市道区域を次のように変更する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第８４号

市道の供用開始について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に

基づき，次の市道路線の供用を開始する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第８５号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

せ
い

貯
給
水
用
防
錆
剤
使
用
変
更
（
停
止
）
届
出
書

年
月

日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

届
出
者
（
設
置
者
）
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

新
潟
市
貯
水
槽
給
水
施
設
の
衛
生
管
理
指
導
要
綱
第
７
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

建
築
物
の
名
称

建
築
物
の
所
在
地

新
潟
市

□ 変 更

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

変
更
年
月
日

年
月

日

□ 停 止
停
止
年
月
日

年
月

日

注
該
当
す
る
届
出
事
項
の
□
の
中
に
!
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

別
記
様
式
第
５
号
（
第
７
条
関
係
）
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あったので，同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１５年３月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１．名 称 江口自治会

２．変 更 事 項 代表者の氏名 （省略）

及び住所 （省略）

３．変更の年月日 平成１５年３月１日

４．変更の理由 役員会の議決による代表者の変更

新潟市告示第８６号

予算の要領について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規

定により平成１５年度新潟市一般会計，特別会計及び企業

会計の各予算の要領を次のとおり告示します。

平成１５年３月２７日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 市 税 ８０，１６８，６８８

１ 市 民 税 ３０，９５８，０７９

２ 固 定 資 産 税 ３５，６３０，６７０

３ 軽 自 動 車 税 ５４１，７６０

４ 市 た ば こ 税 ４，００７，７２１

５ 鉱 産 税 ８８，４９６

６ 特 別 土 地 保 有 税 １５，１２４

７ 入 湯 税 １

８ 事 業 所 税 ２，３０５，４３７

９ 都 市 計 画 税 ６，６２１，４００

２ 地 方 譲 与 税 １，６４９，５００

１ 自 動 車 重 量 譲 与 税 １，１９３，３００

２ 地 方 道 路 譲 与 税 ４０７，８００

３ 特 別 と ん 譲 与 税 ３０，６００

４ 航 空 機 燃 料 譲 与 税 １７，８００

平成１５年度新潟市一般会計予算

平成１５年度新潟市の一般会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１８９，８００，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（継 続 費）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は，「第２表

継続費」による。

（債務負担行為）

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第３

表 債務負担行為」による。

（地 方 債）

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利

率及び償還の方法は，「第４表 地方債」による。

（一時借入金）

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，２５，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は，次のとおりと定める。

! 各項に計上した給料，職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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３ 利 子 割 交 付 金 ４６１，２００

１ 利 子 割 交 付 金 ４６１，２００

４ 地 方 消 費 税 交 付 金 ５，２２８，２００

１ 地 方 消 費 税 交 付 金 ５，２２８，２００

５ 自 動 車 取 得 税 交 付 金 ６６４，３００

１ 自 動 車 取 得 税 交 付 金 ６６４，３００

６ 地 方 特 例 交 付 金 ２，８４０，０００

１ 地 方 特 例 交 付 金 ２，８４０，０００

７ 地 方 交 付 税 ２４，１００，０００

１ 地 方 交 付 税 ２４，１００，０００

８ 交通安全対策特別 交 付 金 １２０，０００

１ 交通安全対策特別 交 付 金 １２０，０００

９ 電源立地促進対策 交 付 金 ７５０

１ 電源立地促進対策 交 付 金 ７５０

１０ 石油貯蔵施設立地対策等交付金 ５７，９５８

１ 石油貯蔵施設立地対策等交付金 ５７，９５８

１１ 分 担 金 及 び 負 担 金 ２，４８３，１２２

１ 負 担 金 ２，４５１，５６３

２ 分 担 金 ３１，５５９

１２ 使 用 料 及 び 手 数 料 ５，０６４，２９３

１ 使 用 料 ３，８６７，５４５

２ 手 数 料 １，１９６，７４８

１３ 国 庫 支 出 金 １８，９６９，３８６

１ 国 庫 負 担 金 １４，２２９，２１２

２ 国 庫 補 助 金 ４，５８９，２５５

３ 委 託 金 １５０，９１９

１４ 県 支 出 金 ３，４２７，１５２

１ 県 負 担 金 ７９７，３１１

２ 県 補 助 金 １，４８２，１７１

３ 委 託 金 ８６２，１７０

４ 県 貸 付 金 ２８５，５００

１５ 財 産 収 入 ６１７，０５５

１ 財 産 運 用 収 入 １３０，１８２

２ 財 産 売 払 収 入 ４８６，８７３

１６ 寄 附 金 ２６３，８００

１ 寄 附 金 ２６３，８００
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１７ 繰 入 金 ３，０３８，０００

１ 他 会 計 繰 入 金 ３８，０００

２ 基 金 繰 入 金 ３，０００，０００

１８ 繰 越 金 ６００，０００

１ 繰 越 金 ６００，０００

１９ 諸 収 入 １６，０４３，４９６

１ 延滞金・加算金及 び 過 料 １００，８００

２ 貸 付 金 元 利 収 入 １５，６９６，４５２

３ 受 託 事 業 収 入 ９，５９８

４ 雑 入 ２３６，６４６

２０ 市 債 ２４，００３，１００

１ 市 債 ２４，００３，１００

歳 入 合 計 １８９，８００，０００

歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 議 会 費 １，０３３，０４６

１ 議 会 費 １，０３３，０４６

２ 総 務 費 １７，９１３，９０２

１ 総 務 管 理 費 １４，８７２，４３０

２ 徴 税 費 １，８１９，８９６

３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 ６５２，５８３

４ 選 挙 費 ３４１，９５５

５ 統 計 調 査 費 ８３，８７４

６ 監 査 委 員 費 １４３，１６４

３ 民 生 費 ４５，４４８，４４９

１ 社 会 福 祉 費 ５，４２５，１１９

２ 児 童 福 祉 費 １３，３７２，４０３

３ 障 害 福 祉 費 ５，７８２，３８３

４ 生 活 保 護 費 ９，４４２，２７８

５ 老 人 福 祉 費 １１，３５０，７３６

６ 国 民 年 金 費 ７５，５３０

４ 衛 生 費 １８，９２５，８４３

１ 保 健 衛 生 費 ８，８９０，９２８

２ 清 掃 費 １０，０３４，９１５

５ 労 働 費 ８５９，２９５

１ 労 働 諸 費 ８５９，２９５
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６ 農 林 水 産 業 費 ３，１５８，８５９

１ 農 業 費 １，３４３，２５３

２ 農 地 費 １，４５１，０４９

３ 水 産 業 費 ３６４，５５７

７ 商 工 費 １３，５５０，０３３

１ 商 業 費 １１，２５８，０４７

２ 工 業 費 ２，２９１，９８６

８ 土 木 費 ３２，４５３，６１６

１ 土 木 管 理 費 ５１，５４９

２ 道 路 橋 梁 費 ７，５２３，０１０

３ 港 湾 費 ３９９，４３０

４ 都 市 計 画 費 １８，７８０，１８７

５ 公 園 緑 地 費 ３，０３３，４２９

６ 都 市 排 水 応 急 対 策 費 ６３１，６５２

７ 建 築 費 ５８２，１５０

８ 住 宅 費 １，４５２，２０９

９ 消 防 費 ６，２７２，３９５

１ 消 防 費 ６，２７２，３９５

１０ 教 育 費 ２３，６２０，６６１

１ 教 育 総 務 費 ３，８８３，７７５

２ 小 学 校 費 ７，６１６，１６４

３ 中 学 校 費 ３，６７３，０６３

４ 高 等 学 校 費 ２，００２，３０８

５ 幼 稚 園 費 ２７６，２２４

６ 養 護 学 校 費 １３７，３４２

７ 生 涯 学 習 費 ２，８７９，１２３

８ 保 健 給 食 費 １，２４８，８５１

９ 体 育 費 １，９０３，８１１

１１ 公 債 費 ２３，３６３，６５２

１ 公 債 費 ２３，３６３，６５２

１２ 諸 支 出 金 ３，１４０，２４９

１ 普 通 財 産 取 得 費 ６２７，８０７

２ 開 発 公 社 費 ２，５１２，４４２

１３ 予 備 費 ６０，０００

１ 予 備 費 ６０，０００

歳 出 合 計 １８９，８００，０００
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第２表 継 続 費

（単位 千円）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

３ 民 生 費 ２ 児童福祉費 鳥屋野保育園改築事業 ４００，０００
平成１５年度 １４４，４００

平成１６年度 ２５５，６００

１０ 教 育 費

２ 小 学 校 費 万代長嶺小学校移転改築事業 １，７３８，０００
平成１５年度 ５４７，０００

平成１６年度 １，１９１，０００

３ 中 学 校 費 藤見中学校改築事業 １，４９９，０００

平成１５年度 ５１７，０００

平成１６年度 ３３５，０００

平成１７年度 ６４７，０００

７ 生涯学習費
生涯学習センター・
新国際友好会館建設事業

２，９８７，０００
平成１５年度 ９８５，４００

平成１６年度 ２，００１，６００

第３表 債務負担行為

（単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

新潟明訓高等学校施設整備費補助金 平 成 １６ 年 度 ３５８，２００

新 潟 市 障 害 者 住 宅 整 備 資 金
融 資 損 失 補 償 （ 平 成１５年 度 ）

資金を貸付けた日
から約定償還期限
到来後２年を経過
し た 日 ま で

約定償還期限到来後１年を経過して，なお元利金（遅
延利子を含む。以下同じ。）が回収されなかった場合
に当該未回収の元利金を限度として融資機関に対し
て損失補償する。

新潟市老人居室整備資金融資損失補償
（ 平 成１５年 度 ）

資金を貸付けた日
から約定償還期限
到来後２年を経過
し た 日 ま で

約定償還期限到来後１年を経過して，なお元利金（遅
延利子を含む。以下同じ。）が回収されなかった場合
に当該未回収の元利金を限度として融資機関に対し
て損失補償する。

（仮称）新潟福祉会精神障害者
通 所 授 産 施 設 ・ 地 域 生 活
支 援 セ ン タ ー 建 設 資 金 償 還 金

平成１６年度から
平成３５年度まで

１１４，９７５

新潟市火災共済生活協同組合に
対して行う支払資金の貸付補償

平 成 １５ 年 度 新潟市内の火災発生に際し新潟市火災共済生活協同
組合が行う火災共済事業において，同組合が保有す
る支払資金をもってしても共済責任を果たすことが
できないと認めた場合において１００，０００千円を限度
として貸付けるものとする。

公共用地先行取得契約［相手方 新潟
市土地開発公社］（平成１５年度）

平成１６年度から
平成２０年度まで

１，０５０，０００

新 潟 市 土 地 開 発 公 社 事 業 資 金
融 資 債 務 保 証

平成１５年度から
平成２０年度まで

新潟市土地開発公社が，平成１５年度において，市長
が指定する金融機関等から事業資金を借り入れる場
合，総額２，０００，０００千円に約定利息を加えた額を限度
として，公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７
年法律第６６号）第２５条の規定により，その債務を保
証するものとする。
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第４表 地 方 債

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

郷土歴史博物館（仮称）建設事業費 １，３５３，９００ 普通貸借又は債券発行 年５．０％
以 内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み
３０年以内に元利均等又は元金均
等若しくは不均等の方法によ
り，毎年度１期又は２期に償還
する。ただし，財政の都合によ
り据置期間中であっても繰上償
還し，償還年限を短縮し，又は
低利債に借り換えることができ
る。

保 育 所 建 設 事 業 費 １１５，８００

老人憩の家建設事業費 ３９，８００

水 道 事 業 出 資 金 ３４６，０００

県営土地改良事業費負担金 １４４，４００

農 道 整 備 事 業 費 １８０，７００

農村排水等整備事業費 ３７，５００

漁 港 整 備 事 業 費 ３１，５００

道 路 橋 梁 整 備 事 業 費 ８２９，４００

新潟空港整備事業負担金 ２，４００

街 路 事 業 費 １，９７１，２００

公 園 緑 地 整 備 事 業 費 ７１３，４００

都市排水応急対策事業費 １０２，３００

公 営 住 宅 建 設 事 業 費 ２０９，６００

消 防 施 設 整 備 事 業 費 ９５，７００

小学校校舎屋体建設事業費 ７４８，２００

小学校プール建設事業費 ６９，９００

小学校大規模改造事業費 ９５０，５００

中学校屋体建設事業費 １９２，６００

中学校大規模改造事業費 ３６１，１００

高等学校グラウンド整備事業費 ２４５，１００

生涯学習センター・新国際友好会館建設事業費 ８０４，７００

黒埼市民会館（仮称）建設事業費 １４９，０００

体 育 施 設 建 設 事 業 費 ４８，９００

減 税 補 て ん 費 １，２６６，０００

臨 時 財 政 対 策 費 ９，７７２，０００
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 国 民 健 康 保 険 料 １２，２８０，６７２

１ 国 民 健 康 保 険 料 １２，２８０，６７２

２ 国 民 健 康 保 険 税 ５，１１３

１ 国 民 健 康 保 険 税 ５，１１３

３ 使 用 料 及 び 手 数 料 １

１ 手 数 料 １

４ 国 庫 支 出 金 １１，４０９，９７９

１ 国 庫 負 担 金 ８，９７４，９６５

２ 国 庫 補 助 金 ２，４３５，０１４

５ 療 養 給 付 費 交 付 金 ６，７０１，６３０

１ 療 養 給 付 費 交 付 金 ６，７０１，６３０

６ 県 支 出 金 １７０，０５５

１ 県 負 担 金 １４１，６５１

２ 県 補 助 金 ２８，４０４

７ 共 同 事 業 交 付 金 ３７５，６６０

１ 共 同 事 業 交 付 金 ３７５，６６０

８ 財 産 収 入 １，３７４

１ 財 産 運 用 収 入 １，３７４

９ 繰 入 金 ２，９９９，３０７

１ 他 会 計 繰 入 金 ２，７９８，４９０

２ 基 金 繰 入 金 ２００，８１７

１０ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

平成１５年度新潟市国民健康保険事業会計予算

平成１５年度新潟市の国民健康保険事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３３，９８２，２６２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流

用することができる場合は，次のとおりと定める。

! 第２款各項に計上した負担金補助及び交付金の予算額に過不足を生じた場合におけるその経費の各項の間の

流用
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１１ 諸 収 入 ３８，４７０

１ 延滞金・加算金及 び 過 料 ２０

２ 雑 入 ３８，４５０

歳 入 合 計 ３３，９８２，２６２

歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 ７１５，０５５

１ 総 務 管 理 費 ７１１，４９８

２ 徴 収 費 ８０４

３ 運 営 協 議 会 費 ２，７５３

２ 保 険 給 付 費 ２１，８８９，５１９

１ 療 養 諸 費 １９，８１４，４５８

２ 高 額 療 養 費 １，７９１，１０９

３ 移 送 費 ２

４ 出 産 育 児 諸 費 １６１，１００

５ 葬 祭 諸 費 １２２，８５０

３ 老 人 保 健 拠 出 金 ８，９０５，８０８

１ 老 人 保 健 拠 出 金 ８，９０５，８０８

４ 介 護 納 付 金 １，８２５，８８７

１ 介 護 納 付 金 １，８２５，８８７

５ 共 同 事 業 拠 出 金 ５６６，６５４

１ 共 同 事 業 拠 出 金 ５６６，６５４

６ 保 健 事 業 費 ４５，３４５

１ 保 健 事 業 費 ４５，３４５

７ 基 金 積 立 金 １，３７４

１ 基 金 積 立 金 １，３７４

８ 諸 支 出 金 ３１，６２０

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ３１，６２０

９ 予 備 費 １，０００

１ 予 備 費 １，０００

歳 出 合 計 ３３，９８２，２６２
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 ５７３，４９６

１ 負 担 金 ５７３，４９６

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 ７，８６３，８２４

１ 使 用 料 ７，８６３，５８０

２ 手 数 料 ２４４

３ 国 庫 支 出 金 ４，５２５，７２３

１ 国 庫 補 助 金 ４，５２５，７２３

４ 県 支 出 金 ３８４，４０２

１ 県 補 助 金 ３８４，４０２

５ 繰 入 金 １３，７７３，８３１

１ 他 会 計 繰 入 金 １３，７７３，８３１

６ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

７ 諸 収 入 ８７６，４３７

１ 延滞金・加算金及 び 過 料 １

２ 貸 付 金 元 利 収 入 ３１９，０００

３ 雑 入 ５５７，４３６

８ 市 債 １８，００４，０００

１ 市 債 １８，００４，０００

歳 入 合 計 ４６，００１，７１４

平成１５年度新潟市下水道事業会計予算

平成１５年度新潟市の下水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４６，００１，７１４千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期

間及び限度額は，「第２表 債務負担行為」による。

（地 方 債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利

率及び償還の方法は，「第３表 地方債」による。
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歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 下 水 道 事 業 費 ２９，２２２，７１３

１ 管 理 費 ５，９７２，２０４

２ 事 業 費 ２３，２５０，５０９

２ 農 業 集 落 排 水 事 業 費 ７２８，５７１

１ 管 理 費 １６，４９１

２ 事 業 費 ７１２，０８０

３ 公 債 費 １６，０４９，９３０

１ 公 債 費 １６，０４９，９３０

４ 予 備 費 ５００

１ 予 算 費 ５００

歳 出 合 計 ４６，００１，７１４

第２表 債務負担行為

（単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

小 新 ポ ン プ 場 築 造 工 事 平 成１６年 度 ４，０００，０００

物 見 山 中 継 ポ ン プ 場 築 造 工 事 平 成１６年 度 ２００，０００

公 共 下 水 道 築 造 工 事 平 成１６年 度 ５，０００，０００

第３表 地 方 債

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

公 共 下 水 道 建 設 費 １６，８７４，１００
年５．０％
以内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み
３０年以内に元利均等又は元金均
等若しくは不均等の方法によ
り，毎年度１期又は２期に償還
する。ただし，財政の都合によ
り据置期間中であっても繰上償
還し，償還年限を短縮し，又は
低利債に借り換えることができ
る。

流 域 下 水 道 建 設 費 ７８４，０００ 普通貸借又は債券発行

農 業 集 落 排 水 建 設 費 ３４５，９００
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 中 央 卸 売 市 場 収 入 ２０９，２５７

１ 使 用 料 ２０９，２５６

２ 手 数 料 １

２ 国 庫 支 出 金 １２３，２６３

１ 国 庫 補 助 金 １２３，２６３

３ 県 支 出 金 ９１，９０１

１ 県 補 助 金 ９１，９０１

４ 財 産 収 入 １，６６８

１ 財 産 運 用 収 入 １，６６８

５ 繰 入 金 ３５８，７８６

１ 他 会 計 繰 入 金 ３５８，７８６

６ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

７ 諸 収 入 ７６，４５２

１ 雑 入 ７６，４５２

８ 市 債 ４７９，６００

１ 市 債 ４７９，６００

歳 入 合 計 １，３４０，９２８

平成１５年度新潟市中央卸売市場事業会計予算

平成１５年度新潟市の中央卸売市場事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１，３４０，９２８千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（地 方 債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，

限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。
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歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 中 央 卸 売 市 場 費 ８５８，４６６

１ 市 場 費 ２４１，９３２

２ 市 場 建 設 費 ６１６，５３４

２ 市場流通補完施設 整 備 費 １４４，０５０

１ 市場流通補完施設 整 備 費 １４４，０５０

３ 公 債 費 ３３８，１１２

１ 公 債 費 ３３８，１１２

４ 予 備 費 ３００

１ 予 備 費 ３００

歳 出 合 計 １，３４０，９２８

第２表 地 方 債

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

市 場 建 設 事 業 費 ２２４，３００

年５．０％
以内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み
３０年以内に元利均等又は元金均
等若しくは不均等の方法によ
り，毎年度１期又は２期に償還
する。ただし，財政の都合によ
り据置期間中であっても繰上償
還し，償還年限を短縮し，又は
低利債に借り換えることができ
る。

普通貸借又は債券発行

市場流通保管施設整備費 ２５５，３００
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 １３７，９５９

１ 使 用 料 １３７，９５９

２ 繰 入 金 ３０１，７６５

１ 他 会 計 繰 入 金 ３０１，７６５

３ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

４ 諸 収 入 １

１ 雑 入 １

５ 市 債 ６７，０００

１ 市 債 ６７，０００

歳 入 合 計 ５０６，７２６

歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ と 畜 場 費 １８８，８８６

１ と 畜 場 費 １８８，８８６

２ 公 債 費 ３１７，７４０

１ 公 債 費 ３１７，７４０

３ 予 備 費 １００

１ 予 備 費 １００

歳 出 合 計 ５０６，７２６

平成１５年度新潟市と畜場事業会計予算

平成１５年度新潟市のと畜場事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５００，７２６千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（地 方 債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，

限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。

平成１５年４月１５日 第７２２号 107新 潟 市 公 報



第２表 地 方 債

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

食 肉 セ ン タ ー 施 設
設 備 改 善 工 事 費

６７，０００

年５．０％
以 内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み
３０年以内に元利均等又は元金均
等若しくは不均等の方法によ
り，毎年度１期又は２期に償還
する。ただし，財政の都合によ
り据置期間中であっても繰上償
還し，償還年限を短縮し，又は
低利債に借り換えることができ
る。

普通貸借又は債券発行

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ３

１ 使 用 料 ３

２ 財 産 収 入 ２４５，７５９

１ 財 産 売 払 収 入 ２４５，７５８

２ 財 産 運 用 収 入 １

３ 繰 入 金 ３２６，８０７

１ 繰 入 金 ３２６，８０７

４ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

歳 入 合 計 ５７２，５７０

歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 公 債 費 ５７２，４７０

１ 公 債 費 ５７２，４７０

２ 予 備 費 １００

１ 予 備 費 １００

歳 出 合 計 ５７２，５７０

平成１５年度新潟市土地取得事業会計予算

平成１５年度新潟市の土地取得事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５７２，５７０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 支 払 基 金 交 付 金 ２６，３０６，９１３

１ 支 払 基 金 交 付 金 ２６，３０６，９１３

２ 国 庫 支 出 金 ９，６５５，３７８

１ 国 庫 負 担 金 ９，６４７，８４１

２ 国 庫 補 助 金 ７，５３７

３ 県 支 出 金 ２，４１３，５６７

１ 県 負 担 金 ２，４１３，５６７

４ 繰 入 金 ２，５０６，２５６

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ２，５０６，２５６

５ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

６ 諸 収 入 ５７，４６５

１ 延滞金・加算金及 び 過 料 ２

２ 雑 入 ５７，４６３

歳 入 合 計 ４０，９３９，５８０

歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 ９９，７３２

１ 総 務 管 理 費 ９９，７３２

２ 医 療 諸 費 ４０，８３９，３４８

１ 医 療 諸 費 ４０，８３９，３４８

３ 予 備 費 ５００

１ 予 備 費 ５００

歳 出 合 計 ４０，９３９，５８０

平成１５年度新潟市老人保健事業会計予算

平成１５年度新潟市の老人保健事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４０，９３９，５８０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ６０，８０９

１ 他 会 計 繰 入 金 ６０，８０９

２ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

３ 諸 収 入 ９３，９７３

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ９３，１１７

２ 雑 入 ８５６

４ 市 債 １１０，６３６

１ 市 債 １１０，６３６

歳 入 合 計 ２６５，４１９

歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 母子寡婦福祉資金貸付事業費 ２６５，４１９

１ 母子寡婦福祉資金貸付事業費 ２６５，４１９

歳 出 合 計 ２６５，４１９

第２表 地 方 債

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

母 子 寡 婦 福 祉
資 金 貸 付 事 業 費 １１０，６３６ 普通貸借 無利子

母子及び寡婦福祉法第３７条第２
項に定めるところによる。

平成１５年度新潟市母子寡婦福祉資金貸付事業会計予算

平成１５年度新潟市の母子寡婦福祉資金貸付事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２６５，４１９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（地 方 債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，

限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 介 護 保 険 料 ４，５１８，８０２

１ 介 護 保 険 料 ４，５１８，８０２

２ 国 庫 支 出 金 ５，８５３，７６１

１ 国 庫 負 担 金 ４，６１７，７５５

２ 国 庫 補 助 金 １，２３６，００６

３ 県 支 出 金 ２，８８６，４４６

１ 県 負 担 金 ２，８８６，４４６

４ 支 払 基 金 交 付 金 ７，３８８，４０８

１ 支 払 基 金 交 付 金 ７，３８８，４０８

５ 繰 入 金 ３，３７７，７０４

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ３，３７７，７０４

６ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

７ 諸 収 入 ２，５２４

１ 延滞金・加算金及 び 過 料 １

２ 雑 入 ２，５２３

歳 入 合 計 ２４，０２７，６４６

平成１５年度新潟市介護保険事業会計予算

平成１５年度新潟市の介護保険事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２４，０２７，６４６千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流

用することができる場合は，次のとおりと定める。

! 第２款各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるその経費の各項の間の流用
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歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 ５９９，７４８

１ 総 務 管 理 費 ３３５，３８６

２ 徴 収 費 ４９，０１４

３ 介護認定調査・審 査 会 費 ２１５，３４８

２ 保 険 給 付 費 ２３，０９１，５７３

１ 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 ２２，５２３，６４２

２ 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費 ３５１，１７７

３ そ の 他 諸 費 ３５，９１９

４ 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 １８０，８３５

３ 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 ２４，５４８

１ 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 ２４，５４８

４ 基 金 積 立 金 １４０，０２１

１ 基 金 積 立 金 １４０，０２１

５ 公 債 費 １７０，７５６

１ 公 債 費 １７０，７５６

６ 予 備 費 １，０００

１ 予 備 費 １，０００

歳 出 合 計 ２４，０２７，６４６
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歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 駐 車 場 費 １１４，２６６

１ 駐 車 場 費 １１４，２６６

２ 公 債 費 ３５，２６２

１ 公 債 費 ３５，２６２

歳 出 合 計 １４９，５２８

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 １４９，３９６

１ 使 用 料 １４９，３９６

２ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

３ 諸 収 入 １３１

１ 雑 入 １３１

歳 入 合 計 １４９，５２８

平成１５年度新潟市駐車場事業会計予算

平成１５年度新潟市の駐車場会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１４９，５２８千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。
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歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ ガ ス 事 業 清 算 費 １，１０７，０７４

１ ガ ス 事 業 清 算 費 １，１０７，０７４

２ 公 債 費 ７４１，４３４

１ 公 債 費 ７４１，４３４

歳 出 合 計 １，８４８，５０８

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 １，５９０，１１４

１ 財 産 運 用 収 入 １３，４９２

２ 財 産 売 払 収 入 １，５７６，６２２

２ 諸 収 入 ２５８，３９４

１ 雑 入 ２５８，３９４

歳 入 合 計 １，８４８，５０８

平成１５年度新潟市ガス事業清算事業会計予算

平成１５年度新潟市ガス事業清算事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１，８４８，５０８千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。
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収 入 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 市 民 病 院 事 業 収 益 １５，２３８，２８８

第１項 医 業 収 益 １６，３７１，９４８

第２項 医 業 外 収 益 １，５４４，３４０

第３項 特 別 利 益 ２２，０００

第２款 大山台診療所事業収益 ２０８，８２７

第１項 医 業 収 益 １０８，８１１

第２項 医 業 外 収 益 ９９，７１５

第３項 特 別 利 益 ３０１

支 出 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 市 民 病 院 事 業 費 用 １５，２３８，２８８

第１項 医 業 費 用 １４，９５５，９０４

第２項 医 業 外 費 用 １９２，２８４

第３項 特 別 損 失 ８９，１００

第４項 予 備 費 １，０００

第２款 大山台診療所事業費用 ２０８，８２７

第１項 医 業 費 用 １９９，６５４

第２項 医 業 外 費 用 ８，５７２

第３項 特 別 損 失 ３０１

第４項 予 備 費 ３００

平成１５年度新潟市病院事業会計予算

（総 則）

第１条 平成１５年度新潟市病院事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

! 病床数

ア 市民病院 ７２４床 一般病床 ７０６床

感染症病床 １８床

イ 大山台診療所 １９床 一般病床 １９床

" 年間患者数

ア 入院患者 市民病院 ２４０，３３８人，大山台診療所 ５，１３０人

イ 外来患者 市民病院 ３１８，４６８人，大山台診療所 ９，３７５人

# 主要な建設改良事業

ア 市民病院建設改良事業 ６５９，６７７千円

イ 市民病院器械備品購入 ２５８，７２０千円

ウ 大山台診療所器械備品購入 ２７７千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。
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（単位 千円）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１ 資本的支出 １ 建設改良費 新病院建設設計業務委託 ５５５，０００
平成１４年度 ５０，０００

平成１５年度 ５０５，０００

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

建 設 改 良 事 業 ７３４，９００ 普通貸借又は債券発行

年５．０％
以 内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み
３０年以内に元利均等又は元金均
等若しくは不均等の方法によ
り，毎年度１期又は２期に償還
する。ただし，財政の都合によ
り据置期間中であっても繰上償
還し，償還年限を短縮し，又は
低利債に借り換えることができ
る。

収 入 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 市 民 病 院 資 本 的 収 入 １，０７３，５３１

第１項 企 業 債 ７３４，９００

第２項 補 助 金 ８，７２０

第３項 負 担 金 交 付 金 ３２９，９１１

第２款 大山台診療所資本的収入 １５，４６５

第１項 負 担 金 交 付 金 １５，４６５

支 出 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 市 民 病 院 資 本 的 支 出 １，３２０，３３０

第１項 建 設 改 良 費 ９１８，３９７

第２項 企 業 債 償 還 金 ４０１，９３３

第２款 大山台診療所資本的支出 １５，４６５

第１項 建 設 改 良 費 ２７７

第２項 企 業 債 償 還 金 １５，１８８

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

２４６，７９９千円は，当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額７７６千円及び過年度損益勘定留保資金２４６，０２３千円

で補てんするものとする。）。

（継 続 費）

第５条 継続費の総額及び年割額は，次のとおりと定める。

（企 業 債）

第６条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は，７００，０００千円と定める。
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収 入 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 事 業 収 益 １２，９３２，０４５

第１項 営 業 収 益 １１，９８９，５２７

第２項 営 業 外 収 益 ９４２，５１６

第３項 特 別 利 益 ２

支 出 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 事 業 費 １０，２４０，５７０

第１項 営 業 費 用 ８，８８９，５９７

第２項 営 業 外 費 用 １，３２９，０１５

第３項 特 別 損 失 １６，９５８

第４項 予 備 費 ５，０００

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

" 医業費用，医業外費用及び特別損失に計上した経費のうち，次条に定める経費以外の経費に係る予算額に過

不足を生じた場合におけるその経費の項の間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費を

その経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

" 職員給与費 ８，３３２，６１６千円

# 交 際 費 ８６０千円

（たな卸資産購入限度額）

第１０条 たな卸資産の購入限度額は，１，７００，０００千円と定める。

平成１５年度新潟市水道事業会計予算

（総 則）

第１条 平成１５年度新潟市水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

" 給水戸数 １９１，８００戸

# 年間総配水量 ７４，４０８，０００!
１日平均配水量 ２０３，３００!

$ 主要な建設改良事業

（仮称）信濃川浄水場建設事業 ５，２３７，３３６千円

太 郎 代 地 区 拡 張 事 業 ３３６，０００千円

配 水 管 幹 線 整 備 事 業 ６３０，０００千円

配 水 管 整 備 事 業 ４５９，４８０千円

老 朽 管 改 良 事 業 １０５，０００千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。
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（単位 千円）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１ 事 業 費 １ 営 業 費 用 取 水 樋 管 撤 去 工 事 ２１０，０００
平成１５年度 １５７，５００

平成１６年度 ５２，５００

（単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

配水管布設替工事 平成１６年度 １６０，０００

収 入 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 資 本 的 収 入 ５，１９７，６３９

第１項 企 業 債 ３，９３５，０００

第２項 国 庫 補 助 金 ２４７，３６２

第３項 出 資 金 ３４６，０００

第４項 固 定 資 産 売 却 代 金 １０

第５項 工 事 負 担 金 ７，３５０

第６項 消 火 栓 設 置 負 担 金 ５９，４９４

第７項 補 償 金 ３１９，４７７

第８項 共同施設改良負担金 １，９４６

第９項 投 資 償 還 金 ２８１，０００

支 出 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 資 本 的 支 出 ９，２２９，０１６

第１項 建 設 改 良 費 ８，０４９，５３２

第２項 企 業 債 償 還 金 １，１７９，４８４

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

４，０３１，３７７千円は，当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額３６２，７２３千円，当年度損益勘定留保資金

２，２５４，６８４千円，建設改良積立金１，０１１，０７６千円及び繰越利益剰余金処分額４０２，８９４千円で補てんするものとす

る。）。

（継 続 費）

第５条 取水樋管撤去工事に係る継続費について，その総額及び年割額を次のように改める。

（債務負担行為）

第６条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。
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新潟市告示第８７号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第８８号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第８９号

放置自転車等の撤去，保管について

新潟市自転車等放置防止条例第１０条第２項の規定によ

り，放置自転車等を下記のとおり撤去し，保管したので，

同条例第１１条第１項の規定により告示する。

平成１５年３月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 放 置 場 所 古町周辺

２ 徹 去 台 数 自転車 ５３台

原動機付自転車 １台

３ 撤 去 年 月 日 平成１５年３月１９日

４ 保管返還場所 西土木事務所

５ 保 管 期 間 平成１５年３月２９日から

平成１５年９月２８日まで

６ 返還日及び時間 平成１５年４月２１日から４月２２日の

２日間

午前９時００分から午前１２時００分

午後１時００分から午後５時００分

７ 返還に必要なもの

! 運転免許証，健康保険証その他身分を証明できる

もの

" 自転車等の鍵又は保証書その他返還を受けようと

する自転車等の利用者であることを証明できるもの

# 印鑑

$ 撤去保管に要する費用

自転車 １，０００円 原動機付自転車 １，５００円

なお，この告示にかかる自転車等で，上記保管期間経

過後においても利用者等の引き取りがないものは，新潟

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

（仮称）
信濃川浄水場建設事業

３，９３５，０００

年５．０％
以 内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み
３０年以内に元利均等又は元金均
等若しくは不均等の方法によ
り，毎年度１期又は２期に償還
する。ただし，財政の都合によ
り据置期間中であっても繰上償
還し，償還年限を短縮し，又は
低利債に借り換えることができ
る。

証書借入又は債券発行

（企 業 債）

第７条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

（一時借入金）

第８条 一時借入金の限度額は，２００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

! 営業費用及び営業外費用の間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第１０条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費を

その経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

! 職員給与費 ２，７７１，９２２千円

" 交 際 費 ７００千円

（利益剰余金の処分）

第１１条 繰越利益剰余金のうち４０２，８９４千円は，次のとおり処分するものと定める。

! 建設改良積立金 ４０２，８９４千円

（たな卸資産購入限度額）

第１２条 たな卸資産の購入限度額は，２１１，８２１千円と定める。
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